
取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 包括的な相談支援体制の充実

具体的取り組み コミュニティソーシャルワーカーをはじめとする相談機能の充実

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延８，９９９件 延８，５２２件 延６，１６８件 延９，４６９件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延２８，８９１件 延３１，１５３件 延３１，９７７件 延３２，３００件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延７，８０９件 延９，１９７件 延１０，０３３件 延９，２２９件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延４９件 延５１件 延６７件 延９９件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延２，８４３件 延２，９３５件 延３，５０７件 延３，７１５件

重層的支援体制に
よりCSWの役割を各
関係機関に理解し
てもらうことができた
ことで、相談のつな
ぎ元つなぎ先とな
り、その結果、相談
件数が増加したた
め。

地域の高齢者の総
合相談窓口として、
関係機関等との会
議や地域への出張
相談等を実施を重
ねて地域との連携
構築に関する会議
参加等が増加する
とともに、各センター
で対応した相談件
数が増加した。

障害者･児や家族な
どからの相談に応
じ、必要な情報の提
供、障害福祉サービ
スの利用支援など
の援助を行い、障害
者･児が地域で自立
した生活を営むこと
ができるよう総合
的、継続的に支援し
ているため。

課題に取り組み達
成

社会の変化に対し
て、様々な方法に取
り組み、つながりが
途切れないよう相談
者が交流できる居
場所の確保に努め
た。
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令和４年度実相談者数９４７人
に対し、令和５年度においては、
９７７人（内新規：９１３人）の相
談を受けた。
相談件数も令和４年度延６，１６
８件に対して、令和５年度延９，
４６９件にのぼり、相談者・相談
件数ともに増加し、身近な地域
の福祉相談員としての役割を
担った。

関係機関と緊密に連
携を取り、障害者虐待
防止に係る啓発周知
に努める。

多様化、複雑化する相
談に対応するため、引
き続き関係機関との連
携を深め、相談員の専
門性を高める。
18歳以降も支援が必
要な若者につながれ
るよう、関係機関との
連携を進める。

地域ケア会議等を利
用し、地域団体や関係
機関などとの連携強化
を図っていく。
また、センター職員の
自己研鑽はもとより、
専門職が専門性を十
分に発揮できるよう
に、３職種の連携を図
る共通チーム会議等を
利用してセンター職員
のスキルアップに務め
る。

地域全体で障害者を
支えるために必要とな
る施策について、障害
者支援の関係機関で
議論を行い、障害者施
策の総合的、かつ計
画的な推進を努める。

引き続き、関係機関と
緊密に連携を取り、障
害者虐待防止に係る
啓発周知に努める。

令和６年度より、改正
児童福祉法に位置付
けらているこども家庭
センター機能を有する
まるっとこどもセンター
内に設置されることに
より、18歳以降も支援
が必要な若者に関わ
れる窓口として相談に
つながれるよう、さらな
る関係機関との連携を
すすめていく。

達成

達成

達成

概ね達成

取組実績

概ね達成

第４期は、令和２年度から３年度における新型コロナ感染症感染拡大によ
り、外出の自粛による窓口来所者数の減少やアウトリーチによる支援が困
難になるなど、CSW活動において大きく影響を受けた期間となった。
また、令和４年度より本格実施となった「重層的支援体制整備事業」によ
り、多機関との連携が進み、CSWの認知度が広がった結果、関係機関へ
の引継ぎや関係機関からの相談案件等が増加した。

各地域包括支援センター合計
【令和２年度】相談件数：延２８，８９１件
　　　　　　　　地域活動団体との開催・参加会議：１２０回
【令和３年度】相談件数：延３１，１５３件
　　　　　　　　地域活動団体との開催・参加会議：１７９回
【令和４年度】相談件数：延３１，９７７件
　　　　　　　　地域活動団体との開催・参加会議：３２８回
【令和５年度】相談件数：延３２，３００件
　　　　　　　　地域活動団体との開催・参加会議：３１９回

訪問や来所、電話、電子メール等による相談支援について、市内７か所の
相談支援事業所で相談に対応した。

障害者相談支援センターをはじめとする関係機関の協力のもと、虐待ケー
スへの迅速かつ適切な対応に努めた。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で休止していた時期もあったもの
の、枚方市障害者虐待防止関係機関会議を開催し、虐待事案に関する情
報の共有化を図りながら、関係機関との協力体制の構築を図ることができ
た。

令和２年度、３年度は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため
中止とした事業もあり、相談支援件数は減少したが、その中でオンライン
を活用するなど、つながりが途切れないよう相談者が交流できる居場所の
確保に努めた。令和４年度以降、相談支援件数は徐々に増加している。
当事者の声を聴くことをテーマにしたイベントや市民講座を開催するととも
に、地域の中で子ども・若者の理解者となるサポートフレンド養成講座を実
施するなど、支援の周知や理解を深めることに努めた。

今後も引き続き、重層
的支援体制により関係
機関との連携を密に
し、適切な「つなぎ」に
努める。

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

障害者や高齢者、ひとり親家庭
等の援助を要するあらゆる者を
対象に、見守り・声かけ等の
セーフティネットの構築、相談、
支援の必要な福祉サービスへ
のつなぎ等を行うため、いきい
きネット相談支援センターを開
設し、コミュニティソーシャル
ワーカーを配置している。

枚方市地域包括支援センターを
１３か所設置し、各センターに主
任介護専門員、社会福祉士、保
健師などを配置。介護、福祉、
健康、医療などの関係機関及び
地域団体などと連携をとりなが
ら総合相談支援業務、権利擁
護業務など、地域における高齢
者の総合相談窓口として活動を
行っている。

障害者･児や家族などからの相
談に応じ、必要な情報の提供、
障害福祉サービスの利用支援
などの援助を行い、障害者･児
が地域で自立した生活を営むこ
とができるよう総合的、継続的
に支援している。

枚方市障害者
虐待防止セン
ター

ひきこもり等子
ども・若者相談
支援センター

引き続き、重層的支援
体制により関係機関と
の連携を密にし、適切
な「つなぎ」に努めると
もに、健康福祉総合相
談課に事業が移管し
たことから、現場とより
密接に事業を進めて
いく。

引続き、関係機関との
ネットワーク構築と共
に適切な保健・医療・
福祉のサービスにつな
げる等の支援をする。

訪問や来所、電話、電
子メール等による相談
支援について、市内７
か所の相談支援事業
所で相談に対応する。

障害支援課

障害企画課

まるっとこどもセ
ンター

障害者への虐待防止のため、
市民や医療機関・団体等に対
し、情報提供等を呼び掛ける啓
発を行う。また、障害者虐待防
止センターは、電話受付を転送
電話により24時間対応とし、迅
速かつ適切に努めている。

まるっとこどもセンター内に「ひ
きこもり等子ども・若者相談支援
センター」を設置。ひきこもり等
の子ども・若者やその家族等の
相談窓口として、専門の相談員
による相談を実施。
次のステップとして少人数での
活動を通して社会とのつながり
を築く場である居場所支援事業
「ひらぽ」や、同じ悩みを持つ家
族の相互理解や交流を目的と
する家族の会を実施している。

コミュニティソー
シャルワーカー
配置事業

健康づくり課

健康福祉総合相
談課

枚方市地域包
括支援センター

障害者地域生
活支援事業

第５期（令和7年度～令和11年度）について

推進 孤独・孤立対策との関わりかた

福祉人材の不足に伴い、専門職種の
人材確保が困難な状況。

推進

地域全体で障害者を支えるために必
要となる施策について、障害者支援
の関係機関で議論を行い、障害者施
策の総合的、かつ計画的な推進を努
める。

引き続き、関係機関と緊密に連携を
取り、障害者虐待防止に係る啓発周
知に努める。

推進

推進

多様化、複雑化する相談に対応する
ため、引き続き関係機関との連携を
深め、相談員の専門性を高める。
18歳以降も支援が必要な若者につな
がれるよう、関係機関との連携を進
める。

推進

達成

達成

概ね達成

概ね達成

課題を踏まえた
令和６年度の取組

令和５年度実績

前年度を上回る新
規相談を受けること
ができたため

地域の高齢者の総
合相談窓口として、
各センターで対応し
た相談件数が増加
している。

障害者･児や家族な
どからの相談に応
じ、必要な情報の提
供、障害福祉サービ
スの利用支援など
の援助を行い、障害
者･児が地域で自立
した生活を営むこと
ができるよう総合
的、継続的に支援し
ているため。

課題に取り組み達
成

相談・居場所・家族
の会をとおして、継
続的な支援に取り
組めた。引き続き、
周知・啓発や関係機
関との連携に努め、
新規相談につなげ
ていく。

各センターで相談対応したほ
か、関係機関や地域団体と連携
するなかで会議を開催、または
参加した。
相談件数：延３２，３００件（各セ
ンター合計）
開催・参加会議：３１９回（各セン
ター合計）

訪問や来所、電話、電子メール
等による相談支援について、市
内７か所の相談支援事業所で
相談に対応した。

早期発見の観点から、市内７か
所の障害者相談支援センターに
も受付の協力を得るとともに、
虐待ケースへの迅速かつ適切
な対応に努めた。
また、関係機関との協力体制と
虐待事案に関する情報の共有
化を図るため、枚方市障害者虐
待防止関係機関会議を開催し
た。

ひきこもり等子ども・若者相談支
援センター（15歳からおおむね
39歳までの方を対象）におい
て、相談と居場所支援事業「ひ
らぽ」、家族支援事業「家族の
会」を実施。また、市民講座や、
子ども・若者の理解者となるサ
ポートフレンド養成講座を開催
し、相談・支援に取り組んだ。

【相談】
相談支援件数：延3,715件
（うち新規相談94件）
【居場所支援事業「ひらぽ」】
開催回数：94回、参加人数：延
565人
【家族の会】
開催回数：11回、参加ケース
数：延68ケース
【市民講座】
会場参加人数：24人、動画申
込：94人
【サポートフレンド養成講座】
参加人数：35人、登録：28人

達成

令和５年度実績及び地域福祉計画（第４期）の総括 参考資料２

1　（方向1施策1・1）
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課題等取組実績

第４期（令和２年度～令和５年度）総括 第５期（令和7年度～令和11年度）について

課題を踏まえた
令和６年度の取組

令和５年度実績

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延４８件 延６７件 延６４件 延５２件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延４，７８７件 延５，３８９件 延２，８３１件 延２，１４４件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延１，０８０件 延１，１０１件 延１，０３５件 延１，０７４件

例年通り取り組め
た。

生活困窮者からの
相談を包括的に受
け、自立に向けた継
続的・寄り添い型の
支援を実施すること
が出来たため

前年度から相談件
数全体が増えてい
るため。
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8

就労支援「ひらかた」（ハロー
ワークコーナー）常設窓口と連
携し、就労相談に応じた。
就労決定数：５７人
相談件数：延２，１４４件
相談員：主任相談支援員１名、
相談支援員５名

各関係機関の実務者による定
例の支援調整会議（支援会議）
を実施し、支援計画の作成や支
援の調整及び支援方法の協議
を行った。ハローワーク枚方と
随時の支援調整会議を行い、
迅速な就労支援を行った。
会議開催数：６回

市役所内各課窓口、図書館、支
所、ハローワーク枚方、地域包
括支援センター等に、自立相談
支援センターのチラシを配架し
た。

各支援策の活用により自立支
援を行った。
①住居確保給付金支給決定者
数：１６名
②就労準備支援事業支援者：２
３名
③一時生活支援事業支援者：４
２名
④家計改善支援事業新規相談
者数：１７名
　 支援件数：延３７件

相談者の多様なニーズに対応
するため、各種相談事業を継続
して実施した。また、相談状況を
把握するために実施している、
委託先事業者や相談員との合
同会議において、本市の福祉施
策に関する研修を実施する等、
相談員の知識向上と関係部署
との連携強化に努めた。

≪女性のための法律相談≫
相談員：女性弁護士４名
相談件数：８８件

≪女性のための電話相談・面接
相談≫
相談員：女性相談員各３名
相談件数：面接相談延３５８件
　　　　　　 電話相談延５６８件

≪男性のための電話相談≫
相談員：男性相談員１名
相談件数：延３４件

≪ＬＧＢＴ電話相談≫
相談員：当事者の相談員
相談件数：延２６件

更なる生活困窮者及
び市民への周知を図
るとともに、関係機関
との連携を強化する。
また、重層的支援体制
整備事業との連携を
密にし、複合的な課題
を解決しながら、支援
を実施する。

ひきこもりや不登校な
ど様々な問題を抱えて
いる青少年や保護者
に対して、専門相談員
による相談事業を行っ
ていき、相談機関等の
情報を広報、ホーム
ページ、センターだより
等により周知していく。
またサポート講座で
は、関心の高いテーマ
を扱うなど内容の充実
を図っていく。

生活困窮者を早期に
発見し、支援につなげ
ることが重要であるた
め、制度の周知が課
題である。そのため、
コミュニティソーシャル
ワーカーや民生委員
及び庁内外の関係機
関等とのネットワーク
の連携が重要を強化
することが重要であ
る。
また、自立相談支援セ
ンターとハローワーク
が連携し、相談支援に
あたっていることがま
だまだ知られていない
ことが多いため、合わ
せて重層的支援体制
整備事業との更なる連
携及び周知が必要で
ある。

引き続き相談窓口の
周知に努めるととも
に、相談内容の解決に
向け、適切な助言や情
報提供ができるよう努
める。
また令和６年４月から
「困難な問題を抱える
女性への支援に関す
る法律」が施行された
ことに伴い、男女共生
フロア・ウィルを困難女
性の相談窓口とし、よ
り相談がしやすいよう
に環境整備していく。

達成

概ね達成

達成

青少年サポート講座を毎年行うことにより、受講された方が継続相談者と
なっており、多くの方に参加してもらえるように各生涯学習センターへホー
ムページなどで周知をしている。

第４期は、令和２年度から３年度における新型コロナ感染症感染拡大によ
り、生活困窮者等の相談件数が大幅に増加したが、生活困窮者自立支援
制度に係る諸制度を活用し、自立に向けた継続的な支援を行うことが出
来た。

令和２年度から５年度にかけて、相談件数はほぼ横ばいだが、女性のた
めの電話相談・面接相談、ＬＧＢＴ電話相談については増加傾向にあり、
相談窓口の認知度が少しずつ上がってきていると考えられる。

健康福祉総合相談課に自立相
談支援センターを設置し、生活
困窮者からの相談を包括的に
受け、自立に向けた継続的・寄
り添い型の支援を実施してい
る。
生活困窮者が抱える課題の評
価・分析、自立に向けたプラン
の作成を行い、関係機関等との
調整を行う支援調整会議を実施
し、就労支援等の自立に向けた
支援を行う。また、 以下の支援
策等を活用しながら、自立に向
けた支援を行う。
①離職等を原因に住居を失った
又は失うおそれのある方に対
し、有期で家賃分の支給を行う
住居確保給付金の支給を実
施。
②直ちに一般就労が困難な生
活困窮者等に対して、日常生活
自立、社会生活自立及び就労
自立に向けた段階的な支援を
行う就労準備支援事業を実施。
③住居を持たない生活困窮者
に対し、一時的な宿泊場所を提
供することにより、緊急、一時的
な支援を行う一時生活支援事
業を実施。
④家計状況の根本的な課題を
把握し、相談者が自ら家計を管
理できるように家計再建に向け
たきめ細かな相談や関係機関
へつなぎ、生活再生を支援する
家計改善支援事業を実施。

健康福祉総合相
談課

青少年の様々な悩み（ひきこも
り、不登校、いじめ、人間関係
等）について概ね２６歳までの青
少年とその家族の相談に応じて
いる。

人権政策課

男女共生フロア・ウィルにおい
て、女性のための各種相談事
業、男性のための電話相談、Ｌ
ＧＢＴ電話相談を実施している。
　相談者の立場を尊重した相談
と各種情報提供や助言を行い、
相談者の問題解決や自立を図
る。

子ども青少年政
策課

青少年相談（青
少年サポート事
業）

自立相談支援セ
ンター

枚方市男女共
生フロア・ウィル

推進

女性のための電話相談・面接相談、
ＬＧＢＴ電話相談の周知については少
しずつ効果が表れているが、未だ充
分とはいえず、取り組みの継続を要
する。女性のための法律相談及び男
性のための電話相談については更な
る周知が必要である。
また、令和６年４月から「困難な問題
を抱える女性への支援に関する法
律」が施行されたことに伴い、男女共
生フロア・ウィルを困難女性の相談窓
口とし、より相談がしやすいように環
境整備が必要である。
多様な相談のニーズに対して適切な
情報提供ができるよう、他の相談事
業等に対する理解を深めることも課
題である。

制度の周知及び庁内外との連携強
化
重層的支援体制整備事業との連携

推進

様々な事情で悩んでいる子どもたち、
ひきこもりや不登校など問題を抱えて
いる青少年や保護者に対して、専門
相談員による相談事業を行ってい
き、情報を広報、ホームページ、セン
ターだより等により周知していく。また
サポート講座では、関心の高いテー
マを扱うなど内容の充実を図ってい
く。

推進

引き続き、青少年やそ
の家族がもつ悩みなど
相談事業について、広
く利用してもらえるよう
周知していく。また相
談事業と並行し、実施
している「サポート講
座」においては、相談
員と相談の上、内容等
の検討を行い充実を
図る。

概ね達成

相談件数は減少し
たが、サポート講座
においては参加人
数が昨年より増加し
た。

コロナ禍後の制度
要件の変更に伴い、
件数が減ったものも
あるが、概ね前年度
を上回る相談や支
援を行うことができ
たため

男女共生フロア・
ウィルにおいて、女
性のための各種相
談事業、男性のた
めの電話相談、ＬＧ
ＢＴ電話相談を実施
し、相談者の立場を
尊重した相談と各種
情報提供や助言を
行い、相談者の問
題解決や自立を図
れたため。

令和５年度の相談件数は５２件
（面接:２８件、電話:２４件）であっ
た。例年より減少した。
青少年サポート講座について
は,、令和６年３月２日【「思春期
年代の成長課題について「不登
校、ネットやゲームなど」～考え
方と対応について一緒に考えま
しょう～】をテーマに実施し、参
加者１３人であった。

引き続き相談窓口の
周知に努めるととも
に、相談内容の解決に
向け、適切な助言や情
報提供ができるよう努
める。
また令和６年４月から
「困難な問題を抱える
女性への支援に関す
る法律」が施行された
ことに伴い、男女共生
フロア・ウィルを困難女
性の相談窓口とし、よ
り相談がしやすいよう
に環境整備をしてい
く。

達成

達成

2　（方向1施策1・1）



取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 包括的な相談支援体制の充実

具体的取り組み コミュニティソーシャルワーカーをはじめとする相談機能の充実

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等取組実績

第４期（令和２年度～令和５年度）総括 第５期（令和7年度～令和11年度）について

課題を踏まえた
令和６年度の取組

令和５年度実績

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延７９８件 延９２４件 延７５１件 延８７７件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R3 R４ R５

延１１６件 延１２９件 延９０件 延４５件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延１，３６６件 延１，６７３件 延１，７４８件 延１，７４５件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延５７１件 延７３８件 延１，５１６件 延３，１２４件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延１２，５３６件 延１３，１８９件 延１７，７９７件 延１３，１０４件

多様な社会の変化
に合わせて相談経
路や情報共有の方
法について検討を
行い、広く相談等を
受けられる仕組みを
構築し、実行するこ
とができた。

地域のSOSを逃さ
ず、相談窓口等に
繋げるという目的を
達成することができ
た。

母子父子推進委員を枚方市母子寡婦福祉会より推薦してもらうことで、推
進委員同士の横のつながりが生まれ、日々変わりつつある行政サービス
や地域資源の情報を共有することができている。
また、母子福祉推進委員を対象に実施している研修について、一般市民
も受講対象とするとともに令和４年度よりオンライン配信することで、広く研
修を受けられる機会を提供することができた。

令和２年度から５年度にかけて、相談件数が３７９件増加したことを踏まえ
ると、相談窓口の認知度は少しずつ上がってきたものと考えられる。

校区ごとに配置されて
いる母子父子福祉推
進委員は地域にとって
重要な存在であるもの
の、高齢化や支援員
候補者数の減少等の
課題がある。

２０２６年から施行され
る共同親権に関する
動向に注視しつつ、適
切な助言が行えるよ
う、支援員のスキル
アップを図りながら、相
談活動を継続する。

各種イベントや訪問
などで積極的なアウ
トリーチを実施し、気
軽に聞ける機会を
設けたことで、相談
しやすい環境を設定
できた。

各事業において
様々な専門職が相
談に応じており、必
要な場合は地区担
当保健師が継続し
た支援を行ってい
る。

今後も、定例での相
談、電話や窓口での
相談に加え、イベント
や訪問などによるアウ
トリーチの相談を継続
して実施し、気軽に相
談できる環境を提供し
ていく。

母子健康相談

10

11

12

13

9

前年度からは面接
相談件数及び電話
相談件数が横ばい
であるが、令和２年
度から比べると相談
件数が増加している
ため。

相談者一人ひとりの
置かれている状況
に配慮しながら、寄
り添った支援を行う
ことができた。また、
SNSを利用した相談
に対応することによ
りより広く相談を受
けることができた。

地域のSOSに目を
配り、地域に根差し
た重要な相談窓口
としての役割を果た
すことを継続してい
る。

「配偶者暴力相談支
援センター」で、電
話及び面接にて相
談対応し、適切な機
関への紹介、被害
者の心身の健康の
回復への援助、自
立支援、保護命令、
保護施設に関する
情報提供などを行
えたため。

ひとり親やひとり親になるかもし
れない方からの様々な相談に
対応した。
就労や自立支援等に関するも
の：延６０件（０件）
離婚に関する相談：延３４４件
（４件）
母子父子寡婦福祉資金貸付等
の経済的支援に関するもの：延
２１５件（２３件）
母子生活支援施設への入所相
談や入所者訪問に関するもの：
延９１件（４件）
LINEを利用した相談：延１６７件
（１１件）
※（　）内はうち父子家庭相談件
数

平成２８年度より、相談対象に
父子家庭を追加し、母子父子福
祉推進委員と名称を変更してい
る。
概ね小学校区ごとに１名配置さ
れ、地域のひとり親家庭等から
の相談に応じた。また、母子父
子福祉推進委員研修は、市民
も参加可能な形で、玉野まりこ
弁護士を講師を迎え、「子ども
が笑顔で健やかに成長できるた
めに」と題し、子どもの養育や家
族のトラブルに関するテーマで
実施した。
相談件数：延４５件

各関係機関とのネット
ワークの維持、連携強
化を図っていく必要が
ある。

概ね達成

達成

概ね達成

DV被害者の中には
様々な課題を抱えてい
る方もいるため、市役
所内の関係部署等と
の連携を強化していく
必要がある。また、専
門性の高い相談に対
応できる相談員のスキ
ルが必要である。

令和２年度からのコロナ禍においては対面による相談が困難であり、電話
相談等で他応したものの相談件数が減少した。しかし、令和３年度からは
相談件数は回復した。このような経過から、令和４年度から、オンライン上
で子どもの年齢や障害の有無、児童扶養手当の受給状況等、選択式の
質問に答えてもらうことで、家庭状況に応じて現在受けることができる支援
や必要な手続きを全て紹介できる「ひとり親家庭支援ガイド」を開始し、必
要な情報へのアクセスしやすいシステムを構築するとともに、利用者が多
いSNSであるLINEを通じて相談できる「ひとり親相談LINE」を開設し、多様
な経路からの相談に応じる仕組みを構築した。

達成

人権政策課

健康づくり課

ひとり親家庭や寡婦の自立を支
援するため、生活の安定や自立
のための各種相談、母子父子
寡婦福祉資金の貸付事務等を
行い、必要に応じて他の支援機
関につなげることにより、ひとり
親家庭等の総合的・包括的な支
援を行っている。

概ね小学校区ごとに母子父子
福祉推進委員を配置し、相談に
応じている。また、必要に応じて
母子・父子自立支援員につなげ
る。

まるっとこどもセ
ンター

まるっとこどもセ
ンター

配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律
（ＤＶ防止法）に基づく「配偶者
暴力相談支援センター」を設置
し、電話及び面接にて相談対応
している。
適切な機関への紹介、被害者
の心身の健康の回復への援
助、自立支援、保護命令、保護
施設に関する情報提供などを
行っている。

「自分の健康は自分で守る」と
いう基本理念により、心身の健
康について個人の相談に応じ指
導や助言を行い、日常生活の
健康維持・増進を図る。
また、在宅生活における心身の
機能低下の防止と、健康の保持
増進を図ることを目的に、相談
内容に応じ必要な専門職が訪
問し、指導援助を行う。

母子・父子福祉
推進委員

枚方市配偶者
暴力
相談支援セン
ター
「ひらかたDV相
談室」

成人健康相談

まるっとこどもセ
ンター

妊娠届出時には、保健師や助
産師が全数面接を実施し、妊
娠・出産・子育てに関する相談
及び情報提供を行う。また、妊
産婦及び乳幼児の保護者を対
象に、乳幼児健康相談・母子電
話来所相談・母乳相談・栄養相
談・個別相談の各種健康相談を
実施。疾病の予防や健康の保
持増進、地域で孤立している母
親の育児不安の解消に努め、
安心して子育てができるよう支
援する。
必要に応じて関係機関とも連携
を図り、地区担当保健師による
家庭訪問等継続的な支援を実
施する。

母子・父子自立
支援員

令和2年度からのコロナ禍においては、対面での対応が困難となり、電話
相談や予約制にするなど、相談体制が縮小傾向にある中、WEBの活用を
行う等し、体制を補った。5類移行後は新型コロナウイルス感染症拡大前
の実施体制に戻しつつ、妊産婦についてはWEBでの相談体制も活用する
ことで市民のニーズに応じた相談体制の構築につなげることができた。

乳幼児健康相談につ
いて、制限していた実
施回毎の受入れ人数
を増やし、状況に応じ
て予約制を廃止してい
く。その他相談事業も
含めWEBの活用も残し
つつ、実施体制を新型
コロナウイルス感染症
拡大前の実施体制に
戻していく。

概ね達成

引き続きDV被害者の中には様々な
課題を抱えている方もいるため、市
役所内の関係部署等との連携を強
化していく必要がある。また、専門性
の高い相談に対応できる相談員のス
キルが必要である。

推進

引き続き、ひとり親家庭や寡婦の自
立を支援するため、生活の安定や自
立のための各種相談、母子父子寡婦
福祉資金の貸付事務等を行ってい
き、広く事業の周知や関係機関との
連携強化に努めていく。

推進

推進

引き続き、校区ごとに配置されている
母子父子福祉推進委員は地域にとっ
て重要な存在であるため、研修が効
果的なものとなるよう、テーマ等を決
定していく。

相談しやすい環境の整備として、実
施場所および実施方法（Web含む）の
検討が必要。

推進

新たな体制の中で、引き続き関係機
関との連携や地区担当保健師による
支援を行うと共に、適宜児童福祉と
の連携も踏まえ、一体的な相談対応
が可能となるよう体制の充実を図る。

推進

各種イベントや訪問
などで積極的なアウ
トリーチを実施し、気
軽に聞ける機会を
設けたことで、相談
しやすい環境を設定
できた。

各事業において
様々な専門職が相
談に応じており、適
宜関係機関と連携
をとり、必要に応じ
て地区担当保健師
が継続した支援を
行う等し、相談支援
体制の充実に務め
た。

【R２】健康相談：延  420件　栄養相談：延  66件　訪問件数：延  85件
【R３】健康相談：延  571件　栄養相談：延  85件　訪問件数：延  82件
【R４】健康相談：延1,336件　栄養相談：延106件　訪問指導：延  74件
【R５】健康相談：延2,825件　栄養相談：延  93件　訪問件数：延206件

２０２６年から施行され
る共同親権に関する
動向に注視しつつ、支
援員が適切な相談が
受けられる体制の維
持向上を目指してい
く。

引き続き、「配偶者暴
力相談支援センター」
で、電話及び面接にて
相談対応していく。
適切な機関への紹
介、被害者の心身の
健康の回復への援
助、自立支援、保護命
令、保護施設に関する
情報提供などを行って
いく。

定例での相談、電話
や窓口での相談に加
え、イベントや訪問な
どによるアウトリーチ
の相談を継続して実施
し、気軽に相談できる
環境を提供していく。

令和６年度から改正児
童福祉法により母子保
健機能と児童福祉機
能を有し、一体的に相
談支援を行う機関とし
てまるっとこどもセン
ター（こども家庭セン
ター）となったことか
ら、母子の健康相談を
通じて、引き続き関係
機関との連携や地区
担当保健師による支
援を行うと共に、適宜
児童福祉との連携も
踏まえ、一体的な相談
対応が可能となるよう
体制の充実を図る。

概ね達成

概ね達成

達成

達成

「配偶者暴力相談支援セン
ター」において、電話及び面接
にて相談対応した。
面接相談件数：５５０件
電話相談件数：１，１９５件
緊急一時保護対応： ５件

定例での健康相談や電話・窓口
での個別相談に加え、各種イベ
ントなどでブースを設けた。ま
た、疾病の重症化予防のために
訪問による個別指導を実施し
た。

健康相談：延2,825件
栄養相談：延93件
訪問件数：延206件

妊娠届出については、保健師や
助産師が妊婦本人と面談実施、
代理人が届出に来所された場
合は別途妊婦本人とオンライン
にて面談を実施し、妊婦に直接
相談及び情報提供を行った。ま
た、妊産婦及び乳幼児の保護
者を対象に、乳幼児健康相談
（栄養相談含む）・電話来所相
談・母乳相談・個別相談を実施
した。これらの相談等を通じ、地
区担当保健師等が必要に応じ
て関係機関と連携し、家庭訪問
等の支援を実施した。

概ね達成

3　（方向1施策1・1）



取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 包括的な相談支援体制の充実

具体的取り組み コミュニティソーシャルワーカーをはじめとする相談機能の充実

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等取組実績

第４期（令和２年度～令和５年度）総括 第５期（令和7年度～令和11年度）について

課題を踏まえた
令和６年度の取組

令和５年度実績

この地域で今後
も子育てをしたい
と思う親の割合

相談件数 相談件数 相談件数

R２ R３ R４ R５
９７％ 延４，８８６件 延４，４０６件 延４，６９７件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延３３，８９６件 延４０，０５０件 延４１，２５９件 延４６，２６６件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延１０，８５０件 延１１，６９７件 延１０，７３８件 延１０，５８３件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延４，２２４件 延５，８０３件 延５，１８９件 延５，７６１件

身近な地域相談拠
点として、関係機関
との連携を行い、専
門職による健康や
子育て、福祉に関す
る相談・支援を実施
した。

各種会議を開催し、
ネットワーク体制の
維持、構築を図っ
た。研修を実施し、
職員の専門性の向
上に努めた。

日頃から見守り活動
や相談対応を積極
的に行い、適切な福
祉サービスにつなぐ
ことができた。

突発的な相談にも
各種専門職が応じ、
必要な情報提供や
連携ができ、問題解
決に取り組むことが
できた。

保健医療課

こころの健康に関する相談に応
じ、関係機関と連携を図り、適
切な支援を行う。また、精神科
医による相談を実施し、本人や
家族、関係機関職員の相談に
面接や訪問等で応じている。

健康福祉相談セ
ンター北部リー
フ

家庭児童相談

民生委員・児童
委員

達成

新型コロナウイルス感染拡大を
経て、孤立や孤独が顕在化して
きた。対面での関わりが減り、こ
ころの相談につながるケースが
あった。医療機関や地域資源と
連携し、適切に応じた。
また依存症をはじめとした精神
疾患や自殺未遂など支援を必
要とする場合もあり、丁寧な対
応が求められた。

14

15

16

17 達成

引き続き、丁寧な相談対応を行う。ま
た幅広い世代の市民へ相談窓口の
周知啓発を工夫し、相談機会の拡大
に努める。

推進

概ね達成
まるっとこどもセ
ンター

健康福祉総合相
談課
まるっとこどもセ
ンター

こころの健康相
談

令和６年度より、改正
児童福祉法に位置付
けらているこども家庭
センター機能を有する
まるっとこどもセンター
への集約を行い、専門
職間の連携の強化に
よる支援の充実、アウ
トリーチの強化、本庁
舎での対応可能業務
を増やすことなどによ
り、機能の拡充を図
る。

令和６年度より、母子
保健課も統合し、改正
児童福祉法に位置付
けらているこども家庭
センター機能を有する
まるっとこどもセンター
として名称変更。新た
な体制の中で、児童虐
待の早期発見及び適
切な保護や支援を行う
ため、引き続き、各関
係機関のネットワーク
を活かし、連携が図れ
るような体制の充実を
図る。

活動の負担軽減をは
じめとした環境整備な
ど、民生委員・児童委
員の担い手確保のた
めの取り組みを行って
いく。

児童虐待や１８歳未満の子ども
とその家族に関する様々な相談
に応じている。

健康福祉政策課

住民にとって、身近な地域相談
拠点として、健康福祉相談セン
ター（北部リーフ）を設置し、妊
娠・出産から子育て期、成人・高
齢期まで切れ目なく、健康や子
育て、福祉に関する相談・支援
を行っている。

日頃より住民の立場に立ち、地
域住民への声掛けや相談への
対応を行い、必要に応じて行政
への情報提供や関係機関へつ
なぐ等の支援を行っている。

心の健康に関する相
談は常に寄せられて
いる。その都度本人や
家族からの相談に対し
て、適切に対応し、早
期発見・治療に向けた
支援を開始する必要
がある。

保健師による地域資源の把握や健康課題の抽出、地域のニーズにあわ
せた啓発や健康問題への早期介入、相談支援に加え、令和２年度より福
祉に係る相談機能を付加。新型コロナウイルス感染症の影響により、健康
や子育て、福祉に関する課題や相談ニーズが増加する中で、潜在的な
ニーズの把握や関係機関との連携を行い、多種多様な悩みを抱え方々へ
のきめ細やかな相談を行った。

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、会議の書面開
催や研修中止といった事態が生じたが、その中でWEBの活用等しながら、
関係機関のネットワークの維持を行った。令和4年度からは、児童虐待に
加えて、貧困、いじめ、不登校など支援を要する子どもについても対応で
きるよう枚方市子どもの育ち見守り連携会議を設置し、児童虐待防止部会
と子ども家庭支援部会において、子どもの情報把握し円滑に支援を行うこ
ととした。また、外部講師によるアセスメントやケース対応についての専門
研修や事例検討会など実施し、継続して職員の資質向上を図った。

新型コロナウイルス感染症の影響により、従来の活動ができない時期も
あったが、枚方市民生委員児童委員協議会としてコロナ禍でも活動できる
新しい生活様式に即した民生委員活動を展開するなど、市民にとってこれ
までと変わらず「いつでも相談できる民生委員」であるための活動を行うこ
とができた。

電話相談に専任できる職員もおり、少しの困りごとでも相談しやすい体制
があった。そのため訪問・面接の充実にもつながった。

潜在的なニーズの把
握や関係機関との連
携を行い、多種多様な
悩みを抱えた方々へ
のきめ細やかな相談
の出来る地域拠点を
目指す必要がある。

児童虐待の早期発見
及び適切な保護や支
援を行うため、引き続
き、各関係機関のネッ
トワークを活かし、連
携が図れるような体制
の充実を図ることが課
題。

令和４年１２月に全国
的に実施された一斉
改選では、民生委員・
児童委員の充足率が
８４．２％となり、近畿
圏内の中核市の中で
２番目の低さとなった。
また、全国的に見て
も、全国の平均充足率
の９３．８％を大きく下
回る結果となった。

心身の不調を感じた市
民のより身近な相談先
として幅広く周知し、適
切な支援に早期につ
ながるように専門職の
対応を継続します。

民生委員・児童委員の担い手確保に
向け、実際に活動している民生委員・
児童委員からの意見も踏まえ活動の
環境整備に努める。

推進

身近な地域相談拠
点として、関係機関
との連携を行い、多
種多様な悩みを抱
えた方々へのきめ
細やかな相談支援
に努めた。

創意工夫を重ねな
がら、状況に合わせ
て各種会議を開催
し、ネットワーク体制
の維持、構築を図っ
た。また、研修を実
施し、職員の専門性
の向上に努めた。

新型コロナウイルス
感染症の影響によ
り、従来の活動がで
きない時期もあった
が、市民にとってこ
れまでと変わらず
「いつでも相談でき
る民生委員」である
ための活動を行うこ
とができた。

新型コロナウイルス
感染拡大の影響は
大きく、潜在的に
あった課題が表面
化し相談件数は伸
びている。ニーズを
細やかにキャッチ
し、相談に応じてい
く必要がある。

概ね達成

概ね達成

推進

新たな体制の中で、児童虐待の早期
発見及び適切な保護や支援を行うた
め、引き続き、各関係機関のネット
ワークを活かし、連携が図れるような
体制の充実を図ることが課題

新たな体制の中で、専門職間の連携
の強化による支援の充実、アウトリー
チの強化、本庁舎での対応可能業務
を増やすことなどにより、機能の拡充
を図ることが課題。

推進

達成

達成

保健師６名、社会福祉主事１名
は常駐、助産師、心理相談員、
管理栄養士等は必要な業務を
実施する時に出向き、相談を
行った。
窓口受付・相談対応:３，７６８件
（うち福祉相談４８６件）
予約制相談：２４２件
家庭訪問・出前健康相談：６８７
件

児童虐待防止の取り組みとし
て、枚方市児童虐待連絡会議を
立ち上げて、各関係機関との連
携強化とネットワーク化を図り、
児童虐待の早期発見及び適切
な保護や支援を行ってきた。令
和5年度も引き続き、児童虐待
に加えて、貧困、いじめ、不登校
など支援を要する子どもについ
ても対応できるよう枚方市子ど
もの育ち見守り連携会議を設置
し、児童虐待防止部会と子ども
家庭支援部会において、子ども
の情報把握し円滑に支援を行う
こととした。代表者会議、実務者
会議、拡大実務者会議、運営会
議、援助方針確認会議を開催し
た。
外部講師によるアセスメントや
ケース対応についての専門研
修や事例検討会など実施し、職
員の資質向上を図った。
実施回数：４回
【家庭児童相談件数】実数：
1270（153）
延べ：7257（1705）　新規：375
（153）
（）内は要保護ケース

地域住民への見守り活動や相
談対応、困りごとに対する支援
等を行っている。
高齢者に関すること：延７，０１３
件
子どもに関すること：延１，６０３
件
障害者に関すること：延４２９件
その他：延１，５３８件

達成

4　（方向1施策1・1）



取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 包括的な相談支援体制の充実

具体的取り組み コミュニティソーシャルワーカーをはじめとする相談機能の充実

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等取組実績

第４期（令和２年度～令和５年度）総括 第５期（令和7年度～令和11年度）について

課題を踏まえた
令和６年度の取組

令和５年度実績

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延５，９７３件 延６，３６０件 延３，５７２件 延３，１４９件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延３，４１４件 延３，０１６件 延３，１２８件 延２，９２９件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延２５，３６５件 延２７，２２８件 延２６，６４１件 延２３，４９６件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延４１９件 延３８６件 延４５２件 延２５８件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延１５９件 延１４２件 延３３３件 延３６４件

新規相談件数 新規相談件数 新規相談件数 新規相談件数
R２ R３ R４ R５

８０件 １０２件 １２０件 ８３件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延３０件 延３１件 延３２件 延３５件

新型コロナ感染症
感染拡大にによる
生活困窮等の相談
が減少したことか
ら、件数も減少した
が、多種多様な悩
みに対し、適切な対
応ができたため

健康福祉に関する総
合相談窓口の更なる
周知を図るとともに、
庁内連携体制の強
化、生活困窮者自立
支援制度や重層的支
援体制整備事業等と
連携した、人員体系を
含め相談支援体制の
より一層の強化を図る
必要がある。

22

23

健康･医療･出産･育児･介護･メ
ンタルヘルス等を対象に、24時
間年中無休で対応し、医師・看
護師等専門職が対応している。

健康福祉総合相
談課

地域共生社会の実現に向けて、
健康、福祉、子育て、介護、障
害、生活困窮などの複合する課
題に関する相談に対応するため
に、健康福祉総合相談担当を
設置。多種多様な悩みを抱えた
方々の相談や課題に対し、関係
機関との情報共有など、連携し
て円滑かつ適切な対応に取り組
む。

消費者被害の救済について、消
費生活相談員を配置し、商品や
役務等の消費生活に関する苦
情相談を消費者とともに考え、
解決するための支援をしてい
る。

保健医療課

危機管理政策課

多種多様な悩みを抱えた方々
の相談や課題に対し、関係機関
との情報共有など、連携して円
滑かつ適切な対応に取り組ん
だ。
生活困窮：延２，１４４件
総合相談：延１７６件
高齢者相談：延８２９件

独立行政法人国民生活セン
ターの相談システムを活用し、
消費生活相談の迅速かつ的確
な処理を行った。
相談件数：延２，９２９件
消費生活相談員：７人

消費者相談のうち
解決した割合を９
８．５％を目標として
いたが、９８．３％と
目標を少し下回った
ため。

健康･医療･出産･育
児･介護･メンタルヘ
ルス等を対象に、24
時間年中無休で対
応することで多くの
市民に周知できたこ
とにより、相談を受
けることができた。

達成

健康･医療･出産･育児･介護･メ
ンタルヘルス等を対象に、２４時
間年中無休で相談に対応した。
【主な相談内容及び延件数】
気になる身体の症状に関する
相談：延８，０８４件
治療中に関する相談：延４，９５
１件
ストレス･メンタルヘルスに関す
る相談：延３，１０７件

児童生徒課
幼児・児童・生徒やその保護者
等に対する電話による教育相談
を行う。

人権侵害を受け、またはその恐
れがある場合の助言や情報提
供を行うとともに、どこに相談す
ればわからないという声にも寄
り添いながら、電話や面接で相
談に応じた。
面接相談：５９件
電話相談：３０２件
電子メール・ファクス等相談：３
件

枚方市地域就労支援センターに
おいて、地域就労支援コーディ
ネーターを配置し、就労相談を
行った。オンライン就労相談に
ついては、施行実施開始年度
(令和４年度)と比較し、本格実
施年度(令和５年９月から)は利
用者数が伸び悩み相談件数増
加には繋がらなかった。

人権まちづくり協会に委託して
いる相談事業や奨学金等につ
いての情報提供をするととも
に、令和５年６月30日に奨学金
制度の説明会を実施。当初令
和５年６月２日に開催を予定し
ていたが台風２号の接近及び降
雨に伴い、延期開催となった。

例年通り取り組むこ
とができたから。

前年度から相談件
数が３１件増え、より
多くの方へ支援を行
うことができたため。
また、相談者に実施
したアンケートでは、
約７割が「とても役
立った」、残り３割も
「おおむね役立っ
た」と回答があった
ため。

令和４年度の相談
件数と比較し、件数
は減少しているもの
の過去数年の相談
平均件数を上回り、
例年通りの取り組み
を行えたため。

令和5年度の相談件
数は35件と令和4年
度より若干数増えた
ものの1日平均0.7件
にとどまったため。

幼児・児童・生徒やその保護者
等に対する電話による教育相談
を行った。
相談内容により、関係機関の連
絡先を伝えた。

18

19

20

21

24

達成

・健康福祉総合相談窓口の周知
・相談支援体制の強化
・孤独・孤立対策との関わり方
・重層的支援体制整備事業との連携
・各種事業との連動

推進

達成

複雑巧妙化する消費生活トラブルに
対して情報収集を行うとともに、研修
に参加するなどスキルアップに努め
早期解決を図る。

推進

達成

令和５年９月より実施しているオンラ
イン就労相談について、利用実績が
伸び悩み相談者の置かれている状
況が複雑化しているため、相談者の
状況に応じて地域の就労支援機関や
重層的支援体制整備事業と連携した
支援が引き続き必要である。

推進

概ね達成

達成

健康･医療･出産･育児･介護･メンタル
ヘルス等を気軽に相談できる先とし
て市民に幅広く周知し、心身の不調
に寄り添える機会として、事業を継続
する。

推進

今後も相談内容によって、適切な相
談先を提供できるよう、文科省の通
知など、最新の情報の収集が必要と
なる。

推進

達成

概ね達成

障がい者、母子家庭の母親、父
子家庭の父親、中高年齢者な
ど、働く意欲がありながら、様々
な就労阻害要因のために就労
できない就職困難者等に対し、
それぞれの事情に合わせて専
門の相談員が相談に応じ、関係
機関と連携しながら就労支援を
行っている。

人権政策課

商工振興課

支援教育課

進学意欲を有しながら、経済的
な理由により就学が困難な支援
を要する生徒や保護者等に対し
て、進路選択支援事業を特定非
営利活動法人枚方人権まちづく
り協会に委託し、奨学金等に関
する相談や情報提供を実施す
る。

枚方人権まちづくり協会におい
て専門の相談員を配置し、市民
が人権侵害を受け、またはその
恐れがある場合に電話や面接、
メールなどで受けた相談内容に
応じた助言及び情報提供を行う
とともに、市民自ら問題解決で
きるよう支援を行っている。

消費生活相談

ひらかた健康
ホットライン24

子どもの笑顔守
るコール

人権なんでも相
談

健康福祉総合
相談

就労支援相談

進路選択支援
相談

「どこに相談すればい
いのかわからない」と
いう声に寄り添い、必
要な支援機関につな
げられる相談窓口とし
て認知度をより高める
とともに、相談者に対
するアンケート回収率
を高め、満足度やニー
ズの把握に努める。
インターネット上の人
権侵害の防止啓発に
ついては困難であり、
府や他市と情報交換
するなど、協力した取
り組みが必要である。

相談者の置かれてい
る状況が複雑化してい
るため、相談者の状況
に応じて地域の就労
支援機関や重層的支
援体制整備事業と連
携し支援する。また、
オンライン就労相談の
利用件数増加に努め
る。

相談件数が昨年度に
比べ微増しているもの
の、コロナ禍以降相談
件数が減少傾向にあ
る。担当課の周知方法
の改善（小中学校にお
いては一人一台端末
の効果的な利用）や、
相談業務以外の業務
の充実を図り、経済的
に困っている生徒・保
護者の支援に努める。

令和４年度より本格実
施となった重層的支援
体制整備事業により、
相談支援体制のより
一層の強化を図る。

事例情報の収集や共
有を行い、消費生活相
談の解決に結びつくよ
う努める。

受診の緊急性や必要
性を気軽に相談できる
先として市民に幅広く
周知し、心身の不調に
寄り添える機会とし
て、事業を継続する。

相談内容によって適切
な相談先等を提供でき
るよう、最新の情報の
収集が必要となる。

引き続き人権なんでも
相談を実施し、暮らし
の中での困りごとや生
きづらさなどを抱える
相談者に助言及び情
報提供を行うとともに、
市民自ら問題解決でき
るよう支援を行う。

引き続き、研修に参加
するなど相談員のスキ
ルアップに努め、消費
者被害の未然防止、
早期解決を図る。

受診の緊急性や必要
性を気軽に相談できる
先として市民に幅広く
周知し、心身の不調に
寄り添える機会とし
て、事業を継続した
い。

保護者が電話をしてく
るだけで精神的な支援
につながっているケー
スもあるため、事業は
継続する。

枚方市地域就労支援
センターにおいて、地
域就労支援コーディ
ネーターを配置し、就
労相談を行うとともに、
オンライン就労相談の
周知を図り、より相談
しやすい環境づくりを
行うことで全体の利用
者数増加に努める。

保護者向けの奨学金
説明会において相談
員が講師として進路相
談のPRを今年度も継
続する。また令和5年
度は延期開催であっ
たため説明会の動画
を配信した。より広くの
家庭に対して情報提
供できるよう本年度も
継続したい。

相談業務は相談者の状況を把握し適切な支援を行うため主に対面で行う
が、コロナ禍での緊急事態宣言発令時は電話やメールで対応するなど利
用者数が減少しないよう、相談対応の工夫を行った。
また、新たな取り組みとして、令和４年度よりオンライン就労相談を実施
し、直接対面での相談が難しい方等の相談の入口となるよう、今後の相談
件数の増加に繋がるよう努めた。

進学意欲を有しながら、経済的な理由により進学が困難で支援が必要な
生徒や保護者に対して、相談員が奨学金や進路等に関する相談業務を行
い、情報提供をするとともに、奨学金説明会や説明会動画を発信し、進路
選択の支援を行った。

令和２年度から５年度にかけて、相談件数が２０５件増加したことを踏まえ
ると、相談窓口の認知度は少しずつ上がってきたものと考えられる。また、
夜の相談時間を開設したことで、より幅広い世代の方に利用していただき
やすい環境を整えることができた。
また、令和４年度から人権侵害等の実態把握の一環として、人権相談員
によるインターネット上の人権侵害モニタリング（週１回１時間）を行い、必
要に応じて削除要請等について法務局等と調整を行っている。

第４期においては、重層的支援体制整備事業が令和４年度から本格実施
となったことにより、包括的な相談支援を推進することができた。

コロナウイルス感染症が拡大したころより、来所による相談から電話によ
る相談を中心に変更した。相談内容によっては来所による対応も実施し
た。

ひらかた健康ほっとライン２４　総相談件数
R２～R４は新型コロナウイルス感染症により、相談件数が増加したが、R５
年度以降はコロナ禍前に戻ってきている。

幼児・児童・生徒やその保護者等に対する電話による教育相談を行った。
必要に応じて、関係機関の情報を提供した。

引き続き、市民に寄り添う相談窓口と
して認知度を高めるとともに、相談者
に対するアンケートを実施すること
で、満足度やニーズの把握に努め
る。

推進

適切に情報を収集
できた。

相談件数の大幅な増加はないが、経
済的な理由により進学が困難な家庭
にとっては必要な相談窓口となる。特
に金銭的な相談は学校現場に話しに
くい内容もあるため、事業の継続は
必要である。
担当課の周知方法の改善（小中学校
においては一人一台端末の効果的
な利用）を図り、経済的に困っている
生徒・保護者の支援に努める。

推進

相談件数が微増し
ているため。また進
路選択における保
護者の姿勢や進学
後の心構えなど、相
談者に寄り添った助
言ができた。

多種多様な悩みを
抱えた方々の相談
や課題に対し、関係
機関との情報共有
など、連携して円滑
かつ適切な対応を
することが出来たた
め

健康･医療･出産･育
児･介護･メンタルヘ
ルス等を対象に、24
時間年中無休で対
応することで多くの
市民に周知できたこ
とにより、相談を受
けることができた。

消費者相談のうちＲ
５を除き、解決した
割合は目標値を超
えた。

相談件数が増加し
たため。
また、アンケート結
果においても「とても
役立った」または「お
おもね役立った」と
の回答であったた
め。

緊急事態宣言発令
により一時期相談件
数は減少したもの
の、オンライン相談
を本格開始し、就労
相談方法の開拓を
進めるなど相談者
にとって利用しやす
い環境を整えられた
ため。

概ね達成

概ね達成

概ね達成

概ね達成

概ね達成

達成

5　（方向1施策1・1）



取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 包括的な相談支援体制の充実

具体的取り組み コミュニティソーシャルワーカーをはじめとする相談機能の充実

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等取組実績

第４期（令和２年度～令和５年度）総括 第５期（令和7年度～令和11年度）について

課題を踏まえた
令和６年度の取組

令和５年度実績

活動日数 活動日数 活動日数 活動日数
R２ R3 R４ R５

延４６７日 延９５７日 延９９９日 延１３３５日

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５
０件 ５件 ５件 11件

外国人を支援する
関連団体へ周知を
依頼するなど広報を
強化したことから相
談件数が昨年に比
べて倍以上に増加
した。

達成

スクールソーシャル
ワーカーによる拠点校
以外での勤務が少な
いため、中学校区に１
名の配置を目指し、さ
らなる増員を図る。
スクールソーシャル
ワーカーの継続したス
キルアップのため、研
修実施する。

スクールソーシャル
ワーカーの１名増員
し、体制の強化を
図った。

26

25

一日相談会だけでなく、日常的に相
談が可能な仕組みをつくる。

推進

教育委員会ととも
に、教育・福祉の両
面から児童・生徒の
支援を行うスクール
ソーシャルワーカー
を配置し、校内チー
ム体制の構築を促
し福祉部門等と連携
しながら児童・生徒
の支援を行う。

スクールソーシャルワーカーによる拠
点校以外での勤務が少ないため、中
学校区に１名の配置を目指す。

推進

外国人が日本での生活の中で
抱える問題を多言語で相談でき
る場を提供するため、大阪府国
際交流財団（ＯＦＩＸ）の地域合同
一日相談会共催事業を活用し
相談会を開催する。
※令和２年度までは枚方市文
化国際財団が実施。同財団が
令和２年度末をもって解散と
なったことを受け、令和３年度以
降は枚方市が引き継ぐもの。

まるっとこどもセ
ンター

観光交流課

教育委員会とともに、まるっとこ
どもセンターが連携協力し、教
育・福祉の両面から児童・生徒
の支援を行う、社会福祉士や精
神保健福祉士の資格を有する
専門性の高いスクールソーシャ
ルワーカーを拠点とする小中学
校に配置し、校内チーム体制の
構築を促し福祉部門等と連携し
ながら児童・生徒の支援を行う。

外国人のための
一日相談

福祉・教育ソー
シャルワーク事
業

令和2年度はコロナ禍のためオンラインでの実施。
令和3年度はオンラインと対面のハイブリッド開催。
令和4年度、5年度は対面での開催

外国人を支援する関
連団体へ協力を依頼
し、同団体が開催する
イベントで周知を行う
など、より多くの外国
人住民に情報が行き
渡るよう取り組む。

外国人市民と関わりの
ある団体を通して外国
人市民に情報を直接
届ける。

教育委員会とともに、子どもの育ち見守り室（現まるっとこどもセンター）が
連携協力し、教育・福祉の両面から児童・生徒の支援を行うため専門性資
格を有するスクールソーシャルワーカーを、令和２年度８中学校区及び適
応指導教室に配置。令和３年度より小中学校区に週３回または週４回勤
務とし６名配置。令和５年度には1名増員し、7名配置し、校内チーム体制
の構築を促し福祉部門等と連携しながら児童・生徒の支援を行った。

ボランティア団体を
通して開催について
案内をした結果、相
談件数が着実に増
加しているため。

スクールソーシャル
ワーカーによる拠点校
以外での勤務が少な
いため、中学校区に１
名の配置を目指してい
る。
スクールソーシャル
ワーカーによる拠点校
以外の担当校での活
動内容の精選とスクー
ルソーシャルワーカー
の継続したスキルアッ
プが重要である。

概ね達成

達成

概ね達成

引き続き大阪府国際交流財団
（ＯＦＩＸ）と連携し、対面での相
談会を開催した。

令和５年度は７名のスクール
ソーシャルワーカーが週３回ま
たは週４回で勤務を行った。
子ども相談課（現まるっとこども
センター）が主催する連絡会等
実施回数：４回実施
スクールソーシャルワーカー・
スーパーバイザーのスクール
ソーシャルワーカー及び学校へ
の指導助言：個別２１回
グループスーパービジョン１４回

6　（方向1施策1・1）



取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 包括的な相談支援体制の充実

具体的取り組み 複合的な生活課題への対応

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

相談窓口・多職
種連携

会議参加者数

相談窓口・多職
種連携

会議参加者数

相談窓口・多職
種連携

会議参加者数

相談窓口・多職
種連携

会議参加者数
R２ R３ R４ R５
― ４４人 ４４人 延６４人

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延２８，８９１件 延３１，１５３件 延３１，９７７件 延３２，３００件

相談対応実利用
者数

相談対応実利用
者数

相談対応実利用
者数

相談対応実利用
者数

R２ R３ R４ R５
９７６人 １，２１０人 １，２１７人 １，２３７人

開催回数 開催回数 開催回数 開催回数
R２ R３ R４ R５
１回 １回 １回 １回

会議開催回数 会議開催回数 会議開催回数 会議開催回数
R２ R３ R４ R５
５回 ６回 ７回 ７回

推進

多様化、複雑化する相談に対応する
ため、引き続き関係機関の連携と
ネットワークの向上を図るため、顔の
見える関係づくりの場とする。
中学・高校卒業（中退）後にも支援が
必要な若者につながれるよう、関係
機関との連携を進める。

様々な視点から学
ぶ時間を持ち、参加
関係機関がお互い
を知り合う機会とし
た。また、より主体
的に参加できるよう
グループでの検討
の時間を取り入れ
た。

多様化、複雑化する相
談に対応するため、引
き続き関係機関の連
携とネットワークの向
上を図るため、顔の見
える関係づくりの場と
する。
中学・高校卒業（中退）
後にも支援が必要な
若者につながれるよ
う、関係機関との連携
を進める。

多様化、複雑化する相
談に対応するため、引
き続き関係機関の連
携とネットワークの向
上を図るため、顔の見
える関係づくりの場と
する。
中学・高校卒業（中退）
後にも支援が必要な
若者につながれるよ
う、関係機関との連携
を進める。

31

ひきこもり等子
ども・若者相談
支援センター
【事業番号5の
再掲】

まるっとこどもセ
ンター

支援を必要としている子ども・若
者やその家族に、適した情報が
届けられるように、また切れ目
のない適切な支援が行える体
制づくりができるよう、「枚方市
子ども・若者支援地域協議会」
を定期的に開催し、支援機関の
連携を図っている。

関係機関の更なる連携とネット
ワークの向上を図りながら、相
談窓口の周知や体制の充実に
努めた。また、会議の中で参加
機関と検討を重ね、ひきこもり等
の当事者やその家族が生活の
知識として活用できる情報をま
とめた「枚方市くらし応援ハンド
ブック」を作成した。
「枚方市子ども・若者支援地域
協議会」（代表者会議）：１回開
催
「枚方市ひきこもり等地域支援
ネットワーク会議」（実務者会
議）：６回開催
機関連携による相談件数：延２
３４件

概ね達成

令和２年度、３年度は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため
中止とした回もあったが、ウェブ会議にて開催するなど、関係機関のつな
がりを維持することに努めた。また令和３年度には、実務者会議の中で企
画し関係機関の協力を得て市民講座を開催し、コロナ禍において子ども・
若者が孤立しないことを目的に支援情報を周知するとともに、参加関係機
関がより主体的に参加できるような場づくりを行った。令和４年度以降は、
中学・高校卒業（中退）後にも支援が必要な若者につながることを目的に、
関係機関との連携について検討した。

概ね達成

社会の変化に対し
て、子ども・若者が
孤立しないよう、関
係機関との連携を
進めるとともに、参
加関係機関が主体
的に参加できるよう
な会議の場づくりに
努めた。

30
枚方市障害者
虐待防止セン
ター
【事業番号4の
再掲】

障害支援課

生活困窮者対応やこころの病対
応、児童問題等、庁内外の関係
機関とともに、年に１回、枚方市
障害者虐待防止関係機関会議
を開催し、関係機関と情報共有
を図っている。

早期発見の観点から、市内７か
所の障害者相談支援センターに
も受付の協力を得るとともに、
虐待ケースへの迅速かつ適切
な対応に努めた。
また、関係機関との協力体制と
虐待事案に関する情報の共有
化を図るため、枚方市障害者虐
待防止関係機関会議を開催し
た。

概ね達成
課題に取り組み達
成

障害者相談支援センターをはじめとする関係機関の協力のもと、虐待ケー
スへの迅速かつ適切な対応に努めた。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で休止していた時期もあったもの
の、枚方市障害者虐待防止関係機関会議を開催し、虐待事案に関する情
報の共有化を図りながら、関係機関との協力体制の構築を図ることができ
た。

障害者･児や家族な
どからの相談に応
じ、必要な情報の提
供、障害福祉サービ
スの利用支援など
の援助を行い、障害
者･児が地域で自立
した生活を営むこと
ができるよう総合
的、継続的に支援し
ているため。

訪問や来所、電話、電
子メール等による相談
支援について、市内７
か所の相談支援事業
所で相談に対応する。

29
障害者地域生
活
支援事業
【事業番号3の
再掲】

障害企画課

障害者地域生活支援事業とし
て、７法人を相談支援センターと
し、相談支援事業を委託し、福
祉サービスの利用援助、社会資
源を活用するための援助や支
援等を行っている。そのうち２法
人はピアカウンセリングを行うな
ど、利用を希望する障害者に対
応し、また、そのうちの3法人に
ついては、基幹相談支援セン
ターとして位置付け、身体・知
的・精神障害者等に対応した総
合的な相談支援の窓口の設置
や、特定相談支援事業所及び
一般相談支援事業所が困難と
感じる事例への後方支援などを
行うことで、センター間の連携の
機能強化を行い、より専門的な
対応ができるよう相談支援セン
ターの体制を努めている。

訪問や来所、電話、電子メール
等による相談支援について、市
内７か所の相談支援事業所で
相談に対応した。

達成

28
枚方市地域包
括
支援センター
【事業番号2の
再掲】

健康づくり課

枚方市地域包括支援センターを
１３か所設置し、各センターに主
任介護専門員、社会福祉士、保
健師などを配置。介護、福祉、
健康、医療などの関係機関及び
地域団体などと連携をとりなが
ら総合相談支援業務、権利擁
護業務など、地域における高齢
者の総合相談窓口として活動を
行っている。

各センターで相談対応したほ
か、関係機関や地域団体と連携
するなかで会議を開催、または
参加した。
相談件数：延３２，３００件（各セ
ンター合計）
開催・参加会議：３１９回（各セン
ター合計）

達成

地域の高齢者の総
合相談窓口として、
各センターで対応し
た相談件数が増加
している。

各地域包括支援センター合計
【令和２年度】相談件数：延２８，８９１件
　　　　　　　　地域活動団体との開催・参加会議：１２０回
【令和３年度】相談件数：延３１，１５３件
　　　　　　　　地域活動団体との開催・参加会議：１７９回
【令和４年度】相談件数：延３１，９７７件
　　　　　　　　地域活動団体との開催・参加会議：３２８回
【令和５年度】相談件数：延３２，３００件
　　　　　　　　地域活動団体との開催・参加会議：３１９回

連携会議を通じて、
各関係機関担当者
と顔の見える関係性
を構築することがで
きたため

第４期は新型コロナ感染症感染拡大により開催できない年度もあったが、
重層的支援体制整備事業が令和４年度から本格実施となったことから、
多機関連携の重要性を理解し、また実際に連携に繋がった。

27
コミュニティソー
シャルワーカー
配置事業
【事業番号1の
再掲】

健康福祉総合相
談課

障害者や高齢者、ひとり親家庭
等の援助を要するあらゆる者を
対象に、見守り・声かけ等の
セーフティネットの構築、相談、
支援の必要な福祉サービスへ
のつなぎ等を行うため、いきい
きネット相談支援センターを開
設し、コミュニティソーシャル
ワーカーを配置している。

CSWが日常的に連携している各
関係機関を対象に連携会議を
実施し、講演やグループワーク
を通して「参加支援」について理
解を深めた。
講演会：9/21　テーマ「孤独・孤
立と社会的支援」
事例紹介：3/18 枚方市が実施
する参加支援事業

達成

第５期（令和7年度～令和11年度）について

取組実績

地域ケア会議等を利
用し、地域団体や関係
機関などとの連携強化
を図っていく。
また、センター職員の
自己研鑽はもとより、
専門職が専門性を十
分に発揮できるよう
に、３職種の連携を図
る共通チーム会議等を
利用してセンター職員
のスキルアップに務め
る。

引続き、関係機関との
ネットワーク構築と共
に適切な保健・医療・
福祉のサービスにつな
げる等の支援をする。

推進 福祉人材の不足に伴い、専門職種の
人材確保が困難な状況。

推進 孤独・孤立対策との関わりかた

今後も引き続き、重層
的支援体制により関係
機関との連携を密に
し、適切な「つなぎ」に
努める。

引き続き、重層的支援
体制により関係機関と
の連携を密にし、適切
な「つなぎ」に努めると
もに、、健康福祉総合
相談課に事業が移管
したことから、現場とよ
り密接に事業を進めて
いく。

達成

重層的支援体制に
よりCSWの役割を各
関係機関に理解し
てもらうことができた
ことで、相談のつな
ぎ元つなぎ先とな
り、その結果、相談
件数が増加したた
め。

達成

地域の高齢者の総
合相談窓口として、
関係機関等との会
議や地域への出張
相談等を実施を重
ねて地域との連携
構築に関するか言う
うが増加するととも
に、各センターで対
応した相談件数が
増加した。

推進
引き続き、関係機関と緊密に連携を
取り、障害者虐待防止に係る啓発周
知に努める。

推進

地域全体で障害者を支えるために必
要となる施策について、障害者支援
の関係機関で議論を行い、障害者施
策の総合的、かつ計画的な推進を努
める。

地域全体で障害者を
支えるために必要とな
る施策について、障害
者支援の関係機関で
議論を行い、障害者施
策の総合的、かつ計
画的な推進を努める。

達成

障害者･児や家族な
どからの相談に応
じ、必要な情報の提
供、障害福祉サービ
スの利用支援など
の援助を行い、障害
者･児が地域で自立
した生活を営むこと
ができるよう総合
的、継続的に支援し
ているため。

概ね達成

令和５年度実績 第４期（令和２年度～令和５年度）総括
課題を踏まえた

令和６年度の取組

引き続き、関係機関と
緊密に連携を取り、障
害者虐待防止に係る
啓発周知に努める。

引き続き、関係機関と
緊密に連携を取り、障
害者虐待防止に係る
啓発周知に努める。

課題に取り組み達
成

訪問や来所、電話、電子メール等による相談支援について、市内７か所の
相談支援事業所で相談に対応した。

7　（方向1施策1・2）



取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 包括的な相談支援体制の充実

具体的取り組み 複合的な生活課題への対応

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

第５期（令和7年度～令和11年度）について

取組実績

令和５年度実績 第４期（令和２年度～令和５年度）総括
課題を踏まえた

令和６年度の取組

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延４８件 延６７件 延６４件 延５２件

支援会議開催件
数

支援会議開催件
数

支援会議開催件
数

支援会議開催件
数

R２ R３ R４ R５
４回 ４回 ５回 ６回

会議実施回数 会議実施回数 会議実施回数 会議実施回数
R２ R３ R４ R５
５回 ５回 ６回 ６回

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延７９８件 延９２４件 延７５１件 延８７７件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延１１６件 延１２９件 延９０件 延４５件

多様な社会の変化
に合わせて相談経
路や情報共有の方
法について検討を
行い、広く相談等を
受けられる仕組みを
構築し、実行するこ
とができた。

概ね達成

達成

達成

推進

引き続き、校区ごとに配置されている
母子父子福祉推進委員は地域にとっ
て重要な存在であるため、推進員の
なり手問題の対策を行うとともに、研
修が効果的なものとなるよう、テーマ
等を決定していく。

推進

引き続き、ひとり親家庭や寡婦の自
立を支援するため、生活の安定や自
立のための各種相談、母子父子寡婦
福祉資金の貸付事務等を行ってい
き、広く事業の周知や関係機関との
連携強化に努めていく。

36

母子・父子福祉
推進委員
【事業番号10の
再掲】

まるっとこどもセ
ンター

ひとり親からの様々な相談につ
いて、必要に応じて他の支援機
関につなげている。

平成２８年度より、相談対象に
父子家庭を追加し、母子父子福
祉推進委員と名称を変更してい
る。
概ね小学校区ごとに１名配置さ
れ、地域のひとり親家庭等から
の相談に応じた。また、母子父
子福祉推進委員研修は、市民
も参加可能な形で、玉野まりこ
弁護士を講師を迎え、「子ども
が笑顔で健やかに成長できるた
めに」と題し、子どもの養育や家
族のトラブルに関するテーマで
実施した。

概ね達成

地域のSOSに目を
配り、地域に根差し
た重要な相談窓口
としての役割を果た
すことを継続してい
る。

母子父子推進委員を枚方市母子寡婦福祉会より推薦してもらうことで、推
進委員同士の横のつながりが生まれ、日々変わりつつある行政サービス
や地域資源の情報を共有することができている。
また、母子福祉推進委員を対象に実施している研修について、一般市民
も受講対象とするとともに令和４年度よりオンライン配信することで、広く研
修を受けられる機会を提供することができた。

相談者一人ひとりの
置かれている状況
に配慮しながら、寄
り添った支援を行う
ことができた。また、
SNSを利用した相談
に対応することによ
りより広く相談を受
けることができた。

各関係機関とのネット
ワークの維持、連携強
化を図っていく必要が
ある。

２０２６年から施行され
る共同親権に関する
動向に注視しつつ、適
切な助言が行えるよ
う、支援員のスキル
アップを図りながら、相
談活動を継続する。

35

母子・父子自立
支援員
【事業番号9の
再掲】

まるっとこどもセ
ンター

ひとり親やひとり親になるかもし
れない方からの様々な相談につ
いて、必要に応じて他の支援機
関につなげることにより、ひとり
親家庭等の総合的・包括的な支
援を行っている。

ひとり親やひとり親になるかもし
れない方からの様々な相談に
対応した。
就労や自立支援等に関するも
の：延６０件（０件）
離婚に関する相談：延３４４件
（４件）
母子父子寡婦福祉資金貸付等
の経済的支援に関するもの：延
２１５件（２３件）
母子生活支援施設への入所相
談や入所者訪問に関するもの：
延９１件（４件）
LINEを利用した相談：延１６７件
（１１件）
※（　）内はうち父子家庭相談件
数

概ね達成 概ね達成

概ね達成

身近な相談窓口とし
て地域のSOSを逃さ
ず、相談窓口等に
繋げるという目的を
達成することができ
た。

推進

相談の内容によっては福祉サービス
等へつなぐ必要のあるケースもある
ため、引き続き市役所内の関係部署
等との連携を強化していく必要があ
る。
また、相談員の更なるスキルアップも
必要である。

推進 ・重層的支援体制整備事業との連携
・他分野との更なる連携

34

枚方市男女共
生フロア・ウィル
【事業番号8の
再掲】

人権政策課

男女共生フロア・ウィルにおい
て、女性のための各種相談事
業、男性のための電話相談、Ｌ
ＧＢＴ電話相談を実施している。
　相談者の立場を尊重した相談
と各種情報提供や助言を行い、
相談者の問題解決や自立を図
る。

２ヶ月に１回のペースで、市、枚
方人権まちづくり協会、相談員
全員を構成員とした合同会議を
実施し、情報共有や啓発事業情
報提供、相談員スキルアップの
ための研修などを行った。また、
必要に応じてＤＶ相談室と連携
した。

達成

男女共生フロア・
ウィルでの各種相談
事業実施にあたっ
て、市、枚方人権ま
ちづくり協会、相談
員全員を構成員とし
た合同会議を定期
的に実施し、情報共
有や啓発事業情報
提供、相談員スキル
アップのための研修
などを行い、必要に
応じてＤＶ相談室と
連携することで相談
者の立場を尊重し
た相談と各種情報
提供や助言を行い、
相談者の問題解決
や自立を図ったた
め。

複数の関係機関の
実務者による定例
の支援調整会議（支
援会議）を実施し、
複合的な課題を有
するケースについ
て、支援計画の作
成や支援の調整及
び支援方法の適切
に協議を行うことが
出来た。

第４期は、令和２年度から３年度における新型コロナ感染症感染拡大及び
令和４年度からの重層的支援体制整備事業が本格実施したため、開催件
数が減少したが、各関係機関の実務者による定例の支援調整会議を実施
し、支援計画の作成や支援の調整を行った。

自立相談支援センター
においては、これまで
も生活困窮者の相談
を幅広く受け止めてき
たが、包括的相談支
援事業の一環として自
立相談支援事業を実
施するために他の３分
野（介護、障害、子ど
も）との連携を一層強
化し、一体的な実施を
図る必要がある。
また、重層的支援への
移行が必要な場合
は、速やかに移行す
る。

自立相談支援センター
においては、これまで
も生活困窮者の相談
を幅広く受け止めてき
たが、包括的相談支
援事業の一環として自
立相談支援事業を実
施するために他の３分
野（介護、障害、子ど
も）との連携を一層強
化し、一体的な実施を
図る必要がある。
また、重層的支援への
移行が必要な場合
は、速やかに移行す
る。

33
自立相談支援セ
ンター【事業番
号7の再掲】

健康福祉総合相
談課

生活困窮者自立支援制度にお
いて、生活に困窮するおそれの
ある方や生活困窮の状態にあ
る方に対して、生活保護受給に
至る前の段階で支援を行うこと
により、課題がより複雑化・深刻
化する前に自立の促進を図る。

引き続き複数の関係機関の実
務者による定例の支援調整会
議（支援会議）を実施し、複合的
な課題を有するケースについ
て、支援計画の作成や支援の
調整及び支援方法の協議を
行った。また庁内外の関係機関
に対し、生活困窮者を把握した
場合の連携についての確認を
行った。

達成

包括的相談支援事
業の一環として自立
相談支援事業を実
施するために他の３
分野（介護、障害、
子ども）との連携を
図ることが出来たと
考えるため

男女共生フロア・
ウィルでの各種相談
事業実施にあたっ
て、市、枚方人権ま
ちづくり協会、相談
員全員を構成員とし
た合同会議を定期
的に実施し、情報共
有や啓発事業情報
提供、相談員スキル
アップのための研修
などを行った。また、
必要に応じてＤＶ相
談室と連携すること
で相談者の立場を
尊重した相談と各種
情報提供や助言を
行い、相談者の問
題解決や自立を
図ったため。

相談の内容によっては
福祉サービス等へつ
なぐ必要のあるケース
もあるため、引き続き
市役所内の関係部署
等との連携を強化して
いく必要がある。
また、相談員の更なる
スキルアップも必要で
ある。

様々な事情で悩んでいる子どもたち、
ひきこもりや不登校など問題を抱えて
いる青少年や保護者に対して、専門
相談員による相談事業を行ってい
き、情報を広報、ホームページ、セン
ターだより等により周知していく。また
サポート講座では、関心の高いテー
マを扱うなど内容の充実を図ってい
く。

32

青少年相談（青
少年サポート事
業）
【事業番号6の
再掲】

子ども青少年政
策課

青少年の様々な悩み（ひきこも
り、不登校、いじめ、人間関係
等）について概ね２６歳までの青
少年とその家族の相談に応じて
いる。

令和５年度の相談件数は５２件
（面接:２８件、電話:２４件）であっ
た。例年より減少した。
青少年サポート講座について
は,、令和６年３月２日【「思春期
年代の成長課題について「不登
校、ネットやゲームなど」～考え
方と対応について一緒に考えま
しょう～】をテーマに実施し、参
加者１３人であった。

概ね達成

相談件数は減少し
たが、サポート講座
においては参加人
数が昨年より増加し
た。

青少年サポート講座を毎年行うことにより、受講された方が継続相談者と
なっており、多くの方に参加してもらえるように各生涯学習センターへホー
ムページなどで周知をしている。

推進

引き続き、男女共生フ
ロア・ウィルでの各種
相談事業実施にあ
たって、市、枚方人権
まちづくり協会、相談
員全員を構成員とした
合同会議を定期的に
実施し、情報共有や啓
発事業情報提供、相
談員スキルアップのた
めの研修などを行い、
必要に応じてＤＶ相談
室と連携することで、
より相談者の立場を尊
重した相談と各種情報
提供や助言を行い、相
談者の問題解決や自
立を図る。

校区ごとに配置されて
いる母子父子福祉推
進委員は地域にとって
重要な存在であるもの
の、高齢化や支援員
候補者数の減少等の
課題がある。

２０２６年から施行され
る共同親権に関する
動向に注視しつつ、支
援員が適切な相談が
受けられる体制の維
持向上を目指してい
く。

２ヶ月に１回のペースで、市、枚方人権まちづくり協会、相談員全員を構成
員とした合同会議を実施し、情報共有や啓発事業情報提供、相談員スキ
ルアップのための研修などを行った。また、必要に応じてＤＶ相談室と連携
した。

令和２年度からのコロナ禍においては対面による相談が困難であり、電話
相談等で他応したものの相談件数が減少した。しかし、令和３年度からは
相談件数は回復した。このような経過から、令和４年度から、オンライン上
で子どもの年齢や障害の有無、児童扶養手当の受給状況等、選択式の
質問に答えてもらうことで、家庭状況に応じて現在受けることができる支援
や必要な手続きを全て紹介できる「ひとり親家庭支援ガイド」を開始し、必
要な情報へのアクセスしやすいシステムを構築するとともに、利用者が多
いSNSであるLINEを通じて相談できる「ひとり親相談LINE」を開設し、多様
な経路からの相談に応じる仕組みを構築した。

ひきこもりや不登校な
ど様々な問題を抱えて
いる青少年や保護者
に対して、専門相談員
による相談事業を行っ
ていき、相談機関等の
情報を広報、ホーム
ページ、センターだより
等により周知していく。
またサポート講座で
は、関心の高いテーマ
を扱うなど内容の充実
を図っていく。

引き続き、青少年やそ
の家族がもつ悩みなど
相談事業について、広
く利用してもらえるよう
周知していく。また相
談事業と並行し、実施
している「サポート講
座」においては、相談
員と相談の上、内容等
の検討を行い充実を
図る。

例年通り取り組め
た。

8　（方向1施策1・2）



取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 包括的な相談支援体制の充実

具体的取り組み 複合的な生活課題への対応

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

第５期（令和7年度～令和11年度）について

取組実績

令和５年度実績 第４期（令和２年度～令和５年度）総括
課題を踏まえた

令和６年度の取組

会議参加人数 会議参加人数 会議参加人数 会議参加人数
R２ R３ R４ R５

延３３人 延３６人 延３９人 延３８人

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延５７１件 延７３８件 延１，５１６件 延３，１２４件

関係機関と電話
等で連携した件

数

関係機関と電話
等で連携した件

数

関係機関と電話
等で連携した件

数

関係機関と電話
等で連携した件

数

R２ R３ R４ R５
延５，４２６件 延６，０７４件 延６，５２４件 延６，０５５件

困難事例相談件
数

困難事例相談件
数

困難事例相談件
数

困難事例相談件
数

R２ R３ R４ R５
４５６件 延４６０件 延５９４件 延８２８件

18歳未満の子ど
もに対し、プレイ

セラピー等を必要
に応じて実施した

相談件数

18歳未満の子ど
もに対し、プレイ

セラピー等を必要
に応じて実施した

相談件数

18歳未満の子ど
もに対し、プレイ

セラピー等を必要
に応じて実施した

相談件数

18歳未満の子ど
もに対し、プレイ

セラピー等を必要
に応じて実施した

相談件数

R２ R３ R４ R５
延５，３６５件 延６，４５１件 延７，２５７件 延７，２５７件

各事業において
様々な専門職が相
談に応じており、適
宜関係機関と連携
をとり、必要に応じ
て地区担当保健師
が継続した支援を
行う等し、相談支援
体制の充実に務め
た。

身近な地域相談拠
点として、関係機関
との連携を行い、多
種多様な悩みを抱
えた方々へのきめ
細やかな相談支援
に努めた。

創意工夫を重ねな
がら、状況に合わせ
て講座やプログラム
を開催し、保護者や
児童が知識やスキ
ルを学べるよう努め
た。

達成

各種イベントや訪問
などで積極的なアウ
トリーチを実施し、気
軽に聞ける機会を
設けたことで、相談
しやすい環境を設定
できた。

概ね達成

概ね達成

概ね達成 推進
新たな体制の中で、更に多くの保護
者や児童へ向けたプログラム実施が
課題。

各プログラムや講座
を実施し、保護者や
児童が知識やスキ
ルを学べるよう努め
た。

令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、プログラムや対
面講座中止という事態が生じたが、その中でオンライン講座や少人数での
子ども支援プログラムを実施しながら、保護者・児童共にスキルを学べる
機会を維持した。また、令和４年度から要望があった思春期の親を対象に
した親支援講座を休日開催し、より広い年齢層の保護者が学べる機会を
設けた。
また、令和４年度には子ども支援プログラムのライセンスが切れ、プログラ
ムが実施できない事態となったが、新たなプログラムとして「こころあっぷタ
イム」を採用し、令和５年度より実施した。

引き続き児童虐待防
止を目的とし、親支援
プログラムと子ども支
援プログラムを実施し
ていく。

引き続き児童虐待防
止を目的とし、親支援
としてトリプルPプログ
ラム、子ども支援とし
てこころあっぷタイムを
実施する。

41

親子支援プログ
ラム事業 まるっとこどもセ

ンター

子育ての知識やスキルを学び、
子育ての方法を身につけてもら
うための親支援プログラムや、
子どもの非認知能力や自尊感
情を高めるための子ども支援プ
ログラムを実施している。

子育ての知識やスキルを学び、
子育ての方法を身につけるため
に、グループによる親支援プロ
グラムや親支援講座を実施し
た。
「トリプルＰ（前向き子育てプログ
ラム）」：１回実施
親支援講座：１回（休日開催）
親支援講座：１回
また、子ども支援プログラムとし
て、子どもの非認知能力や自尊
感情を高めるプログラムとして、
中学3年生を対象とした「こころ
あっぷタイム」を1回実施した。

達成

推進

新たな体制の中で、専門職間の連携
の強化による支援の充実、アウトリー
チの強化、本庁舎での対応可能業務
を増やすことなどにより、機能の拡充
を図ることが課題。

推進

新たな体制の中で、引き続き関係機
関との連携や地区担当保健師による
支援を行うと共に、適宜児童福祉と
の連携も踏まえ、一体的な相談対応
が可能となるよう体制の充実を図る。

40

健康福祉相談セ
ンター北部リー
フ
【事業番号14の
再掲】

健康福祉総合相
談課
まるっとこどもセ
ンター

住民にとって、身近な地域相談
拠点として、健康福祉相談セン
ター（北部リーフ）を設置し、妊
娠・出産から子育て期、成人・高
齢期まで切れ目なく、健康や子
育て、福祉に関する相談・支援
を行っている。

保健師６名、社会福祉主事１名
が常駐し、健康や子育て、福祉
に関する相談を行った。
福祉相談（複合的な相談）：延４
３２件
養育支援・長期療養児の家庭
訪問・面接等で相談：延３８４件
個別ケース会議：延１２件

達成

潜在的なニーズの
把握や関係機関と
の連携を行い、多種
多様な悩みを抱え
た方々へのきめ細
やかな相談を行っ
た。

保健師による地域資源の把握や健康課題の抽出、地域のニーズにあわ
せた啓発や健康問題への早期介入、相談支援に加え、令和２年度より福
祉に係る相談機能を付加。新型コロナウイルス感染症の影響により、健康
や子育て、福祉に関する課題や相談ニーズが増加する中で、潜在的な
ニーズの把握や関係機関との連携を行い、多種多様な悩みを抱え方々へ
のきめ細やかな相談を行った。

各事業において
様々な専門職が相
談に応じており、必
要な場合は地区担
当保健師が継続し
た支援を行ってい
る。

令和2年度からのコロナ禍においては、対面での対応が困難となり、電話
相談や予約制にするなど、相談体制が縮小傾向にある中、WEBの活用を
行う等し、体制を補った。5類移行後は新型コロナウイルス感染症拡大前
の実施体制に戻しつつ、妊産婦についてはWEBでの相談体制も活用する
ことで市民のニーズに応じた相談体制の構築につなげることができた。

乳幼児健康相談につ
いて、制限していた実
施回毎の受入れ人数
を増やし、状況に応じ
て予約制を廃止してい
く。その他相談事業も
含めWEBの活用も残し
つつ、実施体制を新型
コロナウイルス感染症
拡大前の実施体制に
戻していく。

令和６年度から改正児
童福祉法により母子保
健機能と児童福祉機
能を有し、一体的に相
談支援を行う機関とし
てまるっとこどもセン
ター（こども家庭セン
ター）となったことか
ら、母子の健康相談を
通じて、引き続き関係
機関との連携や地区
担当保健師による支
援を行うと共に、適宜
児童福祉との連携も
踏まえ、一体的な相談
対応が可能となるよう
体制の充実を図る。

39
母子健康相談
【事業番号13の
再掲】

まるっとこどもセ
ンター

妊娠届出時には、保健師や助
産師が全数面接を実施し、妊
娠・出産・子育てに関する相談
及び情報提供を行う。また、妊
産婦及び乳幼児の保護者を対
象に、乳幼児健康相談・母子電
話来所相談・母乳相談・栄養相
談・個別相談の各種健康相談を
実施。疾病の予防や健康の保
持増進、地域で孤立している母
親の育児不安の解消に努め、
安心して子育てができるよう支
援する。
必要に応じて関係機関とも連携
を図り、地区担当保健師による
家庭訪問等継続的な支援を実
施する。

妊娠届出については、保健師や
助産師が妊婦本人と面談実施、
代理人が届出に来所された場
合は別途妊婦本人とオンライン
にて面談を実施し、妊婦に直接
相談及び情報提供を行った。ま
た、妊産婦及び乳幼児の保護
者を対象に、乳幼児健康相談
（栄養相談含む）・電話来所相
談・母乳相談・個別相談を実施
した。これらの相談等を通じ、地
区担当保健師等が必要に応じ
て関係機関と連携し、家庭訪問
等の支援を実施した。

概ね達成

推進
相談しやすい環境の整備として、実
施場所および実施方法（Web含む）の
検討が必要。

推進

引き続き、DV被害者支援にあたって
市役所内の関係部署等との連携を
強化していく。また、専門性の高い相
談に対応できる相談員のスキルが必
要である。

38
成人健康相談
【事業番号12の
再掲】

健康づくり課

「自分の健康は自分で守る」と
いう基本理念により、心身の健
康について個人の相談に応じ指
導や助言を行い、日常生活の
健康維持・増進を図る。
また、在宅生活における心身の
機能低下の防止と、健康の保持
増進を図ることを目的に、相談
内容に応じ必要な専門職が訪
問し、指導援助を行う。

定例での健康相談や電話・窓口
での個別相談に加え、各種イベ
ントなどでブースを設けた。ま
た、疾病の重症化予防のために
訪問による個別指導を実施し
た。

健康相談：延2,825件
栄養相談：延93件
訪問件数：延206件

達成

各種イベントや訪問
などで積極的なアウ
トリーチを実施し、気
軽に聞ける機会を
設けたことで、相談
しやすい環境を設定
できた。

【R２】健康相談：延  420件　栄養相談：延  66件　訪問件数：延  85件
【R３】健康相談：延  571件　栄養相談：延  85件　訪問件数：延  82件
【R４】健康相談：延1,336件　栄養相談：延106件　訪問指導：延  74件
【R５】健康相談：延2,825件　栄養相談：延  93件　訪問件数：延206件

ＤＶ被害者支援にあ
たって、外部関係機
関と本市関係部課と
の相互連携のた
め、枚方市ドメス
ティック・バイオレン
ス関係機関連絡会
議実務者会議及び
代表者会議を開催
した。また、関係機
関連絡会議構成員
などを対象に、DV被
害者への適切な支
援や二次被害防止
を目的とした支援者
研修を行ったため。

ＤＶ被害者支援にあたって、外部関係機関と本市関係部課との相互連携
のため、枚方市ドメスティック・バイオレンス関係機関連絡会議実務者会議
及び代表者会議を開催した。また、関係機関連絡会議構成員などを対象
に、DV被害者への適切な支援や二次被害防止を目的とした支援者研修
を行った。

DV被害者の中には
様々な課題を抱えてい
る方もいるため、市役
所内の関係部署等と
の連携を強化していく
必要がある。また、専
門性の高い相談に対
応できる相談員のスキ
ルが必要である。

引き続き、ＤＶ被害者
支援にあたって、外部
関係機関と本市関係
部課との相互連携の
ため、枚方市ドメス
ティック・バイオレンス
関係機関連絡会議実
務者会議及び代表者
会議を開催し、支援者
研修を行うとともに被
害者支援のてびきを
改訂し、更なる連携の
強化を図る。

37

枚方市配偶者
暴力
相談支援セン
ター
「ひらかたDV相
談室」
【事業番号11の
再掲】

人権政策課

配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律
（ＤＶ防止法）に基づく「配偶者
暴力相談支援センター」を設置
し、電話及び面接にて相談対応
している。
適切な機関への紹介、被害者
の心身の健康の回復への援
助、自立支援、保護命令、保護
施設に関する情報提供などを
行っている。

ＤＶ被害者支援にあたって、外
部関係機関と本市関係部課と
の相互連携のため、枚方市ドメ
スティック・バイオレンス関係機
関連絡会議実務者会議及び代
表者会議を開催した。また、関
係機関連絡会議構成員などを
対象に、DV被害者への適切な
支援や二次被害防止を目的とし
た支援者研修を行った。

達成 達成

ＤＶ被害者支援にあ
たって、外部関係機
関と本市関係部課と
の相互連携のた
め、枚方市ドメス
ティック・バイオレン
ス関係機関連絡会
議実務者会議及び
代表者会議を開催
した。また、関係機
関連絡会議構成員
などを対象に、DV被
害者への適切な支
援や二次被害防止
を目的とした支援者
研修を行ったため。

今後も、定例での相
談、電話や窓口での
相談に加え、イベント
や訪問などによるアウ
トリーチの相談を継続
して実施し、気軽に相
談できる環境を提供し
ていく。

定例での相談、電話
や窓口での相談に加
え、イベントや訪問な
どによるアウトリーチ
の相談を継続して実施
し、気軽に相談できる
環境を提供していく。

複雑化・複合化した課
題を抱える相談により
きめ細やかな支援が
行き届くように、関係
機関との連携を強化
する必要がある。

令和６年度より、改正
児童福祉法に位置付
けらているこども家庭
センター機能を有する
まるっとこどもセンター
への集約を行い、専門
職間の連携の強化に
よる支援の充実、アウ
トリーチの強化、本庁
舎での対応可能業務
を増やすことなどによ
り、機能の拡充を図
る。

9　（方向1施策1・2）



取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 包括的な相談支援体制の充実

具体的取り組み 複合的な生活課題への対応

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

第５期（令和7年度～令和11年度）について

取組実績

令和５年度実績 第４期（令和２年度～令和５年度）総括
課題を踏まえた

令和６年度の取組

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延１０，８５０件 延１１，６９７件 延１０，７３８件 延１０，５８３件

関係機関との会
議

開催回数

関係機関との会
議

開催回数

関係機関との会
議

開催回数

関係機関との会
議

開催回数

R２ R３ R４ R５
７５回 ９２回 ８３回 １１４回

複合的な相談件
数

（相談件数の内
数）

重層的支援会
議・

支援会議対応件
件数

重層的支援会
議・

支援会議対応件
件数

重層的支援会
議・

支援会議対応件
件数

R２ R３ R４ R５
延３９２件 １７回 ７３回 ８７回

駅頭啓発キャン
ペーン

駅頭啓発キャン
ペーン

駅頭啓発キャン
ペーン

駅頭啓発キャン
ペーン

R２ R３ R４ R５
― ― 1回 １回

担当者会議 担当者会議 担当者会議 担当者会議
R２ R３ R４ R５
― ― ５回 ９回

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延４１９件 延３８６件 延４５２件 延２５８件

対応件数 対応件数 対応件数 対応件数
R２ R３ R４ R５
２件 ２件 ０件 １件

達成

庁内関係部局や各
支援関係機関との
連携を更に密にした
重層的支援体制整
備事業の実施が必
要である。

コロナウイルス感染
症後、順調に協議
会の開催、駅街頭
啓発が実施できた
ため。

新型コロナウイルス
感染症の影響もあっ
たが、５類に移行に
なったことにより、関
係機関と緊密に連
携を取れるように
なったので、今後も
啓発周知に努める。

適切に情報を収集
できた。

人権相談員が新た
な人権課題等に関
する相談にも的確に
対応できるように、
市政情報や報道情
報等を相談員間で
共有するなど、ニー
ズ把握に努めてい
るため。

達成

新型コロナウイルス
感染症の影響によ
り、従来の活動がで
きない時期もあった
が、市民にとってこ
れまでと変わらず
「いつでも相談でき
る民生委員」である
ための活動を行うこ
とができた。

単一で解決できない
症状や困りごとの増
加傾向で、当課の
みでの対応が困難
な場合は各課や地
域との連携が行える
ように、ネットワーク
会議などを通じて情
報交換をしておく必
要がある。

達成

達成

概ね達成

福祉制度につながりに
くい困りごとについて、
相談を重ねる中で、解
決への道筋が見えてく
る場合がある。今後も
多様な相談ニーズに
対応できるよう、他の
相談事業等に対する
理解を深める必要が
ある。

「人権なんでも相談」
は、支援が必要な方と
支援機関をつなげられ
る可能性があること
を、機会をとらえて関
係機関等への周知を
行う。

推進

「暮らしの中での困りごと」や「生きづ
らさ」を受け止め、市民自ら問題解決
できるような支援、そして必要な福祉
制度につなげるため、相談員のスキ
ルアップを図る必要がある。

推進

今後も相談内容によって、適切な相
談先を提供できるよう、文科省の通
知など、最新の情報の収集が必要と
なる。

48

人権なんでも相
談
【事業番号22の
再掲】

人権政策課

枚方人権まちづくり協会におけ
る専門の相談員により、相談者
に寄り添いながら、課題整理の
支援を行い、助言及び情報提
供、専門機関の紹介を行うとと
もに、相談内容に応じて、枚方
人権まちづくり協会の就労支援
相談員とも連携した取り組みを
行っている。

ケース検討会議を1件開催し
た。
内容としては地域包括支援セン
ター介護支援専門員との会議
で、相談者の不安要素を
減らすためにできること、相談者
家族とも接点をもち話しあいが
できるようするにはどう
したらいいのかなどを検討し、関
係相談機関それぞれができるこ
とを確認し引き続き支援していく
こととした。

達成

市の窓口には「自分
の困りごと」を上手く
言葉にできずに、ど
こに相談して良いか
わからない方がおら
れる。じっくりと傾聴
する中で、必要な支
援につなげられたこ
とは、意義がある。

枚方人権まちづくり協会における専門の相談員により、相談者に寄り添い
ながら、課題整理の支援を行い、助言及び情報提供、専門機関の紹介を
行うとともに、相談内容に応じて、枚方人権まちづくり協会の就労支援相
談員とも連携した取り組みを行った。「生活」に関する相談（暮らしの中で
の困りごと、生きづらさなど）が寄せられた場合、福祉制度利用等につな
がりにくい困りごとを受け止めるため、保健所職員による精神障害者につ
いての研修や大阪府人権協会の研修に参加し、スキルアップ向上を目指
した。また、地域包括支援センターの連携会議に参加し、関係機関との必
要な情報共有や連携を図った。

例年通り取り組むこ
とができたから。

幼児・児童・生徒やその保護者等に対する電話による教育相談を行った。
必要に応じて、関係機関の情報を提供した。

保護者が電話をしてく
るだけで精神的な支援
につながっているケー
スもあるため、事業は
継続する。

相談内容によって適切
な相談先等を提供でき
るよう、最新の情報の
収集が必要となる。

47

子どもの笑顔守
るコール
【事業番号21の
再掲】

児童生徒課
相談内容により、関係機関の連
絡先を伝える。

幼児・児童・生徒やその保護者
等に対する電話による教育相談
を行った。
相談内容により、関係機関の連
絡先を伝えた。

概ね達成

関係機関と緊密に連
携を取り、いつでも気
軽に相談ができるよう
啓発周知に努める。

引き続き関係機関と緊
密に連携を取り、いつ
でも気軽に相談ができ
るよう啓発周知に努め
る。

推進

関係機関と緊密に連携を取り、いつ
でも気軽に相談ができるように事業
を継続するため、啓発周知に努め
る。

推進
消費生活トラブルにあった場合には、
消費生活センターに相談できることを
幅広く周知する。

46

ひらかた健康
ホットライン２４
【事業番号20の
再掲】

保健医療課

健康･医療･出産･育児･介護･メ
ンタルヘルス等を対象に、24時
間年中無休で対応し、医師・看
護師等専門職が対応している。

例年、関係機関とのスムーズな
連携を図るための「担当者会
議」を実施し、支援に努めてい
る。相談件数は主に気になる身
体の症状に関する相談が延８，
０８４件、治療中に関する相談が
延４，９５１件、ストレス･メンタル
ヘルスに関する相談が延３，１０
７件。

達成

新型コロナウイルス
感染症が５類に移
行になったことによ
り、関係機関と緊密
に連携を取れるよう
になったので、今後
も啓発周知に努め
る。

R２～R３は新型コロナウイルス感染症の影響により、担当者会議を開催
することはできなかったが、Ｒ４以降は少しずつ再開した。

協議会で消費生活
相談内容の傾向や
特殊詐欺に関する
啓発ができた。ま
た、駅街頭啓発によ
り消費生活相談の
PRができた。

令和２年度及び令和３年度は、コロナウイルス感染症のため実施しなかっ
たが、令和４年度より再開した。
枚方市消費者安全確保地域協議会を構成する大阪弁護士会、枚方警察
署、老人クラブ連合会、地域包括支援センター、社会福祉協議会、庁内関
係部署により、令和４年度は啓発ティッシュ、令和５年度は啓発チラシ・
ティッシュ・使い捨てカイロ等を枚方市駅にて配布した。

街頭啓発においては、
より効果的に実施する
ため時期や時間を検
討することが必要。

引き続き、消費生活ト
ラブルに巻き込まれた
場合は、消費生活セン
ターで相談できること
をPRしていく。

45
消費生活相談
【事業番号19の
再掲】

消費生活セン
ター

消費者安全法の第11条の３の
規定により地方公共団体及び
地域の関係者が連携し組織す
ることが可能となった、地域で高
齢者や障害者等を見守るため
の取組で、消費者問題に特化
することで、被害の未然防止・
早期解決のための活動を柔軟
に行うため、平成３１年４月に消
費者安全確保地域協議会を設
置した。

昨年度に引き続き、協議会の構
成機関と意見交換・情報共有等
を行う会議、及び駅街頭啓発を
それぞれ１回開催した。関係機
関と連携を図りながら相談者の
消費者被害の未然防止・早期
解決に努めた。

達成

各支援機関が会議に
赴き、制度の周知に努
めるとともに、複合的
な相談に適切に対応
する。

推進 重層的支援体制整備事業の関係機
関への周知・理解

推進

関係機関の困りごと共有や相談など
連携を続け、精神保健課題がある市
民への早期発見につながるようにす
る。

44

健康福祉総合
相談
【事業番号18の
再掲】

健康福祉総合相
談課

地域住民の複雑化・複合化した
支援ニーズに対応する包括的
な支援体制の構築を図る。

健康福祉総合相談窓口におけ
る相談支援件数：延３，１４９件
重層的支援体制整備事業移行
準備事業における支援会議及
び重層的支援会議回数：８７回

達成
前年度を上回る複
合的な相談件数に
対応できたため

重層的支援体制整備事業について、令和４年度からの本格実施にあたっ
て、各関係機関への周知を行い、庁内関係部局や庁内の関係者と協議を
進めたことにより、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支
援体制の構築を進めることが出来た。

関係機関連絡会議
や個別のケース会
議など、医療機関と
の調整がコロナ以
前に回復してきた。

緊急性の高いものや専門的な関わりが必要なケースを早期に発見する。
また市民が安心して相談できる社会資源として相談機会の充足を図る。 引き続き関係機関と緊

密に連携を取り、いつ
でも気軽に相談ができ
るよう啓発周知に努め
る。

突発的な相談にも各
種専門職が応じ、必要
な情報提供や連携を
行う。複雑化した問題
を整理し早期に取り組
むことを目指す。

43

こころの健康相
談
【事業番号17の
再掲】

保健医療課

こころの健康に関する相談に応
じ、関係機関と連携を図り、適
切な支援を行う。また、精神科
医による相談を実施し、本人や
家族、関係機関職員の相談に
面接や訪問等で応じている。

新型コロナウイルス感染拡大を
経て、孤立や孤独が顕在化して
きた。対面での関わりが減り、こ
ころの相談につながるケースが
あった。課題の背景に応じて医
療機関や地域資源と連携し、適
切に応じた。

達成

達成

推進

民生委員・児童委員の担い手確保に
向け、実際に活動している民生委員・
児童委員からの意見も踏まえ活動の
環境整備に努める。

42

民生委員・児童
委員
【事業番号16の
再掲】

健康福祉政策課

日頃より住民の立場に立ち、地
域住民への声掛けや相談への
対応を行い、必要に応じて行政
への情報提供や関係機関へつ
なぐ等の支援を行っている。

地域住民への見守り活動や相
談対応、困りごとに対する支援
等を行っている。
高齢者に関すること：延７，０１３
件
子どもに関すること：延１，６０３
件
障害者に関すること：延４２９件
その他：延１，５３８件

達成

日頃から見守り活動
や相談対応を積極
的に行い、適切な福
祉サービスにつなぐ
ことができた。

概ね達成

重層的支援体制整備
事業の実施にあたり、
庁内関係部局とこれま
で以上に連携を図ると
ともに、支援関係機関
をはじめ庁外の関係
者と協議を進める必要
がある。

令和４年１２月に全国
的に実施された一斉
改選では、民生委員・
児童委員の充足率が
８４．２％となり、近畿
圏内の中核市の中で
２番目の低さとなった。
また、全国的に見て
も、全国の平均充足率
の９３．８％を大きく下
回る結果となった。

活動の負担軽減をは
じめとした環境整備な
ど、民生委員・児童委
員の担い手確保のた
めの取り組みを行って
いく。

新型コロナウイルス感染症の影響により、従来の活動ができない時期も
あったが、枚方市民生委員児童委員協議会としてコロナ禍でも活動できる
新しい生活様式に即した民生委員活動を展開するなど、市民にとってこれ
までと変わらず「いつでも相談できる民生委員」であるための活動を行うこ
とができた。

10　（方向1施策1・2）



取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 包括的な相談支援体制の充実

具体的取り組み 複合的な生活課題への対応

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

第５期（令和7年度～令和11年度）について

取組実績

令和５年度実績 第４期（令和２年度～令和５年度）総括
課題を踏まえた

令和６年度の取組

他の専門就労支
援機関への誘導

件数

他の専門就労支
援機関への誘導

件数

他の専門就労支
援機関への誘導

件数

他の専門就労支
援機関への誘導

件数

R２ R３ R４ R５
９件 ３件 １２件 １０件

相談に対する対
応率

相談に対する対
応率

相談に対する対
応率

相談に対する対
応率

R２ R３ R４ R５
１００％ １００％ １００％ １００％

支援対象数 支援対象数 支援対象数 支援対象数
R２ R３ R４ R５

支援対象児童
数：１２４人

支援対象生徒
数：２５４人

支援対象児童
数：５９４人

支援対象生徒
数：２９０人

支援対象児童
数：５６９人

支援対象生徒
数：３０２人

支援対象児童
数：３６３人

支援対象生徒
数：１１６人

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５
０件 ５件 ５件 11件

アプローチ件数 アプローチ件数 アプローチ件数 アプローチ件数
R２ R３ R４ R５
－ － 延１，５３６人 延１，４７５人

達成

概ね達成

概ね達成

達成

利用者の状況に応
じて、関係機関との
連携を図るなど、就
職につながる丁寧
な伴走支援を行った
ため。

相談件数が微増し
ているため。また進
路選択における保
護者の姿勢や進学
後の心構えなど、相
談者に寄り添った助
言ができた。

教育委員会ととも
に、教育・福祉の両
面から児童・生徒の
支援を行うスクール
ソーシャルワーカー
を配置し、校内チー
ム体制の構築を促
し福祉部門等と連携
しながら児童・生徒
の支援を行う。

ボランティア団体を
通して開催について
案内をした結果、相
談件数が着実に増
加しているため。

保健事業を行うために
国民健康保険データ
ベースシステム（ＫＤＢ
システム）を活用した
データ等の分析によ
り、ポピュレーションア
プローチの講座のテー
マ等を検討していく。

より多くの健康状態不
明者の状態把握がで
きるように努めるととも
に、ポピュレーションア
プローチの講座の際に
フレイル予防の理解度
チェッックに関する評
価アンケートを新たに
導入する。

推進

より多くの健康状態不明者の状態把
握ができるように努めるとともに、ポ
ピュレーションアプローチの講座受講
者のアンケートによる評価方法を検
討する。

53
後期高齢者の
保健事業（一体
的実施分）

健康づくり課

後期高齢者医療広域連合との
委託契約に基づいて保健師等
の医療職を配置し、保健事業を
行うために国民健康保険データ
ベースシステム（ＫＤＢシステム）
を活用し、医療レセプト・健診・
介護レセプトのデータ等の分析
を行い、一体的実施の事業対
象者の抽出、地域の健康課題
の把握、事業の企画・調整・分
析・評価等を行う。また、地域の
関係機関と連携し、通いの場へ
の積極的な関与や、個別支援を
行う。

地域包括支援センターから健康
状態不明者等へのアプローチを
実施し、1,024人の状況把握を
行った。また、ポピュレーション
アプローチとして34か所にて延
べ966人の教室参加があった。

達成

前年度と比べ、より
多くの健康状態不
明者等の状況把握
ができた。

【令和４年度】健康状態不明者等へのアプローチの実態把握数：実　943人
　　　　　　　　 ポピュレーションアプローチの参加者数：延　562人（18か所）
【令和５年度】健康状態不明者等へのアプローチの実態把握数：実　1,024
人
　　　　　　　 　ポピュレーションアプローチの参加者数：延　966人（34か所） 達成

ポピュレーションア
プローチとして、フレ
イルや骨・関節疾患
予防をテーマにした
講座を開催した。

外国人市民と関わりの
ある団体を通して外国
人市民に情報を直接
届ける。

外国人を支援する関
連団体へ協力を依頼
し、同団体が開催する
イベントで周知を行う
など、より多くの外国
人住民に情報が行き
渡るよう取り組む。

推進 一日相談会だけでなく、日常的に相
談が可能な仕組みをつくる。

推進
スクールソーシャルワーカーによる拠
点校以外での勤務が少ないため、中
学校区に１名の配置を目指す。

52

外国人のための
一日相談
【事業番号26の
再掲】

観光交流課

外国人が日本での生活の中で
抱える問題を多言語で相談でき
る場を提供するため、大阪府国
際交流財団（ＯＦＩＸ）の地域合同
一日相談会共催事業を活用し
相談会を開催する。
※令和２年度までは枚方市文
化国際財団が実施。同財団が
令和２年度末をもって解散と
なったことを受け、令和３年度以
降は枚方市が引き継ぐもの。

引き続き大阪府国際交流財団
（ＯＦＩＸ）と連携し、対面での相
談会を開催した。

達成

外国人を支援する
関連団体へ周知を
依頼するなど広報を
強化したことから相
談件数が昨年に比
べて倍以上に増加
した。

令和2年度はコロナ禍のためオンラインでの実施。
令和3年度はオンラインと対面のハイブリッド開催。
令和4年度、5年度は対面での開催

スクールソーシャル
ワーカーの１名増員
し、体制の強化を
図った。

教育委員会とともに、子どもの育ち見守りセンター室が連携協力し、教育・
福祉の両面から児童・生徒の支援を行うため専門性資格を有するスクー
ルソーシャルワーカーを、令和２年度８中学校区及び適応指導教室に配
置。令和３年度より中学校区に週３回または週４回勤務とし６名配置。令
和５年度には1名増員し、７名配置し、校内チーム体制の構築を促し、福祉
部門等と連携しながら児童・生徒の支援を行った。

スクールソーシャル
ワーカーの中学校区
に１名の配置を目指し
ている。
スクールソーシャル
ワーカーによる拠点校
以外の担当校での活
動内容の精選とスクー
ルソーシャルワーカー
の継続したスキルアッ
プが重要である。

スクールソーシャル
ワーカーによる拠点校
以外での勤務が少な
いため、中学校区に１
名の配置を目指し、さ
らなる増員を図る。
スクールソーシャル
ワーカーの継続したス
キルアップのため、研
修実施する。

51

福祉・教育ソー
シャルワーク事
業
【事業番号25の
再掲】

まるっとこどもセ
ンター

教育委員会とともに、子どもの
育ち見守り室が連携協力し、教
育・福祉の両面から児童・生徒
の支援を行う、社会福祉士や精
神保健福祉士の資格を有する
専門性の高いスクールソーシャ
ルワーカーを拠点とする小中学
校に配置し、校内チーム体制の
構築を促し福祉部門等と連携し
ながら児童・生徒の支援を行う。

令和５年度は７名のスクール
ソーシャルワーカーが週３回ま
たは週４回で勤務を行った。
子ども相談課が主催する連絡
会等実施回数：４回実施
スクールソーシャルワーカー・
スーパーバイザーのスクール
ソーシャルワーカー及び学校へ
の指導助言：個別２１回
グループスーパービジョン１４回

概ね達成

相談件数が昨年度に
比べ微増しているもの
の、コロナ禍以降相談
件数が減少傾向にあ
る。担当課の周知方法
の改善（小中学校にお
いては一人一台端末
の効果的な利用）や、
相談業務以外の業務
の充実を図り、経済的
に困っている生徒・保
護者の支援に努める。

保護者向けの奨学金
説明会において相談
員が講師として進路相
談のPRを今年度も継
続する。また令和5年
度は延期開催であっ
たため説明会の動画
を配信した。より広くの
家庭に対して情報提
供できるよう本年度も
継続したい。

推進

相談件数の大幅な増加はないが、経
済的な理由により進学が困難な家庭
にとっては必要な相談窓口となる。特
に金銭的な相談は学校現場に話しに
くい内容もあるため、事業の継続は
必要である。
担当課の周知方法の改善（小中学校
においては一人一台端末の効果的
な利用）を図り、経済的に困っている
生徒・保護者の支援に努める。

推進

相談者の実情に合わせた支援が必
要であるため、引き続き関係機関と
の連携をより強化し、相談者の実情
に合わせた就労支援に取り組む。

50

進路選択支援
相談
【事業番号24の
再掲】

支援教育課

進学意欲を有しながら、経済的
な理由により就学が困難な支援
を要する生徒や保護者等に対し
て、進路選択支援事業を特定非
営利活動法人枚方人権まちづく
り協会に委託し、奨学金等に関
する相談や情報提供を実施す
る。

人権まちづくり協会に委託して
いる相談事業や奨学金等につ
いての情報提供をするととも
に、令和５年６月30日に奨学金
制度の説明会を実施。当初令
和５年６月２日に開催を予定し
ていたが台風２号の接近及び降
雨に伴い、延期開催となった。

概ね達成

令和5年度の相談件
数は35件と令和4年
度より若干数増えた
ものの1日平均0.7件
にとどまったため。

保護者向けの奨学金説明会において相談員が講師として進路相談のPR
を今年度も継続する。また令和5年度は延期開催であったため説明会の
動画を配信した。より広くの家庭に対して情報提供できるよう本年度も継
続したい。

例年通りに取り組み
つつ、また、ひとり親
家庭からの相談件
数が令和４年度０件
から令和５年度８件
へと件数が伸びた
ため。

関係機関と連携して就労支援に取り組んだとともに、令和４年度からは地
域住民の複雑・多様化した支援ニーズに対応する包括的支援体制を構築
するための重層的支援体制整備事業を実施しきめ細やかな支援を行っ
た。

相談者の実情に合わ
せた支援が必要であ
るため、関係機関との
連携をより強化した就
労支援に取り組む。

相談者の実情に合わ
せた支援が必要であ
るため、関係機関との
連携をより強化し、相
談者の実情に合わせ
た就労支援に取り組
む。

49
就労支援相談
【事業番号23の
再掲】

商工振興課

障がい者、母子家庭の母親、父
子家庭の父親、中高年齢者な
ど、働く意欲がありながら、様々
な就労阻害要因のために就労
できない就職困難者等に対し、
それぞれの事情に合わせて専
門の相談員が相談に応じ、関係
機関と連携しながら就労支援を
行っている。

関係機関と連携して就労支援に
取り組んだとともに、重層的相
談支援体制整備事業と連携す
るため、関係課と情報共有を
行った。

達成

11　（方向1施策1・2）



取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 包括的な相談支援体制の充実

具体的取り組み 庁内外で連携・支援できる体制の拡充

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

複合的な相談件
数

（相談件数の内
数）

重層的支援会
議・

支援会議対応件
件数

重層的支援会
議・

支援会議対応件
件数

重層的支援会
議・

支援会議対応件
件数

R２ R３ R４ R５
延３９２件 １７回 ７３回 ８７回

地区委員会など
で情報提供した

回数

地区委員会など
で情報提供した

回数

地区委員会など
で情報提供した

回数

地区委員会など
で情報提供した

回数

R２ R３ R４ R５
１回 １１回 ６１回 ３７回

54

健康福祉総合
相談
【事業番号18、
44の再掲】

健康福祉総合相
談課

地域共生社会の実現に向けて、
健康、福祉、子育て、介護、障
害、生活困窮などの複合する課
題に関する相談に対応するため
に、健康福祉総合相談担当を
設置。多種多様な悩みを抱えた
方々の相談や課題に対し、関係
機関との情報共有など、連携し
て円滑かつ適切な対応に取り組
む。

健康福祉総合相談窓口におけ
る相談支援件数：延３，１４９件
重層的支援体制整備事業移行
準備事業における支援会議及
び重層的支援会議回数：８７回

第５期（令和7年度～令和11年度）について

達成
前年度を上回る複
合的な相談件数に
対応できたため

令和５年度に引き続
き、地区委員会や全体
研修会で関係機関等
による情報提供の機
会を増やしていく。

推進 福祉に関する情報提供とともに、民
生委員活動の負担感の軽減を図る。

各支援機関が会議に
赴き、制度の周知に努
めるとともに、複合的
な相談に適切に対応
する。

推進 重層的支援体制整備事業の関係機
関への周知・理解

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

重層的支援体制整備事業について、令和４年度からの本格実施にあたっ
て、各関係機関への周知を行い、庁内関係部局や庁内の関係者と協議を
進めたことにより、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支
援体制の構築を進めることが出来た。

地区委員会や各種
部会、全体研修会
で関係機関等によ
る情報提供の機会
を増やしていく。

庁内関係部局や各
支援関係機関との
連携を更に密にした
重層的支援体制整
備事業の実施が必
要である。

達成

概ね達成55
民生委員・児童
委員への情報
提供

健康福祉政策課
社会福祉協議会

福祉に関する身近な相談員で
ある民生委員・児童委員が相談
を受けた際に、適切な機関への
橋渡しができるよう、相談機関
についての情報提供を行う。

地区委員会でコミュニティソー
シャルワーカーをはじめ、福祉
関係の相談機関職員による情
報提供を行った。

コロナの影響で研修の機会が減ったが、令和４年度は対面で研修すること
ができ地区委員会や各部会（高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、広
報、主任児童委員）で研修の機会を通して数多く情報提供の機会を持つこ
とができた。

重層的支援体制整備
事業の実施にあたり、
庁内関係部局とこれま
で以上に連携を図ると
ともに、支援関係機関
をはじめ庁外の関係
者と協議を進める必要
がある。

民生委員が市民から
の相談に応じた適切な
機関への橋渡しができ
るよう、活動に関わり
のある分野の研修等
に取り組んでいく。

概ね達成

令和４年の一斉改
選で約３割の新任
民生委員が委嘱さ
れたが、地区委員
会で研修の機会を
たくさん持つことが
できた。

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

12　（方向1施策1・3）



取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 福祉施策の充実

具体的取り組み 各福祉計画に基づく福祉施策の推進

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由
事業の課題 所管課

評価
所管課評価理由

取組の
方向

課題等

計画の進捗状況 計画の進捗状況 計画の進捗状況 計画の進捗状況
Ｒ２ Ｒ３ R４ Ｒ５

９０％ ９５％ ９５％ ９５％

計画の進捗状況 計画の進捗状況 計画の進捗状況 計画の進捗状況
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

９４％ ９８％ ９８％

計画の進捗状況 計画の進捗状況 計画の進捗状況 計画の進捗状況
Ｒ２ R３ R４ Ｒ５

１１５％ １０３％ １０５％

計画の進捗状況 計画の進捗状況 計画の進捗状況 計画の進捗状況
Ｒ２（令和元年度

の実績）
R３（令和２年度

の実績）
R４（令和３年度

の実績）
R５（令和４年度

の実績）
９２％ ９５．６％ ９３．８％ 92.6%

「第２期枚方市子ども・子育て支援事
業計画」、「枚方市子ども・若者育成
計画（第２期）」、「第４次枚方市ひとり
親家庭等自立促進計画」を一体化
し、令和７年３月に策定を予定してい
る「（仮称）こども計画」に基づき、事
業に取り組むとともに、取り組みの進
捗状況の確認・評価を適切に行う。

59

「第２期枚方市
子ども・子育て
支援事業計画」
での取り組み

子ども青少年政
策課

平成２７年３月に策定した「枚方
市子ども・子育て支援事業計
画」を引き継ぎ、おおむね１８歳
未満のすべての子どもとその家
庭、地域、事業者、行政などを
対象とし、子ども・子育て支援法
に基づく市町村子ども・子育て
支援事業計画及び「次世代育
成支援対策推進法」に基づく市
町村行動計画に位置付けるとと
もに、「子どもの貧困対策の推
進に関する法律」に基づく市町
村計画を策定し、子ども・子育て
支援施策を総合的に推進してい
る。

令和２年３月に策定した第２期
計画に基づき、施策の推進を
図った。また令和４年度の取り
組みについて、庁内委員会であ
る「子ども・子育て支援事業計
画推進委員会」において、把握・
点検を行うとともに、「枚方市社
会福祉審議会子ども・子育て専
門分科会」において評価・審議
をいただいた。

達成

計画に基づき、事業
に取り組むととも
に、取り組みの進捗
状況の確認・評価を
適切に行うことがで
きた。

本計画の取り組み推
進するとともに、現状
を分析し、「第２期枚方
市子ども・子育て支援
事業計画」、「枚方市
子ども・若者育成計画
（第２期）」、「第４次枚
方市ひとり親家庭等自
立促進計画」を一体化
し、令和７年３月に
「（仮称）こども計画」を
策定する。

推進

第２期計画に基づき、さまざまな関係機関等との連携を深めながら、施策
の推進を図った。また、前年度の取り組みについて、庁内委員会である
「子ども・子育て支援事業計画推進委員会」で把握・点検を行うとともに、
「枚方市社会福祉審議会子ども・子育て専門分科会」において評価・審議
をいただいた。令和４年度は計画の中間年の見直しを行った。

今後も引き続き、第２
期計画に掲げる様々
な子ども・子育て支援
策について、取り組み
の進捗状況を確認・評
価を適切に行いながら
進めるとともに、次期
計画策定に向けたアン
ケート調査等を進めて
いく必要がある。

計画に基づき、事業
に取り組むととも
に、取り組みの進捗
状況の確認・評価を
適切に行うことがで
きた。また、次期計
画策定のアンケート
調査等を実施した。

達成

今後も次期計画作成時に適正に見
込量を算出し、算出した見込量を達
成するよう取組を確実に進める。

58

「枚方市障害福
祉計画（第５
期）」、「枚方市
障害児福祉計
画（第１期）」で
の取り組み

障害企画課

枚方市障害福祉計画は、障害
者総合支援法第８８条に基づく
「障害福祉計画」であり、障害福
祉サービス、相談支援及び地域
生活支援事業の提供体制の確
保に係る目標等を定めるもので
あり、支援の種類ごとの必要な
量の見込み及びその見込み量
の確保の為の方策、整備の方
向について示している。

令和６年度から令和８年度まで
の「枚方市障害福祉計画（第７
期）」・「枚方市障害児福祉計画
（第３期）」の策定にあたり、障害
福祉専門分科会において審議
し、計画の策定をした。

達成

計画の策定にあた
り、障害福祉専門分
科会において審議
し、計画の策定をす
ることができた。

令和６年度から令和８
年度までの「枚方市障
害福祉計画（第７
期）」・「枚方市障害児
福祉計画（第３期）」の
初年度において、各計
画の進捗状況を確認
する。

推進

今後も次期計画作成
時に適正に見込量を
算出し、算出した見込
量を達成するよう取組
を確実に進める。

令和３年度から令和５年度までの「枚方市障害福祉計画（第６期）」・「枚方
市障害児福祉計画（第２期）」のにおいて、各計画の進捗状況を確認す
る。令和６年度から令和８年度までの「枚方市障害福祉計画（第７期）」・
「枚方市障害児福祉計画（第３期）」の策定にあたり、障害福祉専門分科
会において審議し、計画の策定をした。

前計画の進捗確認
及び次期計画の策
定にあたり、障害福
祉専門分科会にお
いて審議し、計画の
策定をすることがで
きた。

達成

今後も課題を達成するよう取組を確
実に進める。

57
「枚方市障害者
計画（第３次）」
での取り組み

障害企画課

「枚方市障害者計画（第４次）」
は、障害者基本法第１１条第３
項の規定に基づく「市町村障害
者計画」と位置付け、障害福祉
サービスやまちづくりなど、障害
者施策全般に関する目標及び
目標を達成するための方策に
ついて記載している。

令和６年度から令和８年度まで
の「枚方市障害者計画（第４次
改訂版）」の策定にあたり、障害
福祉専門分科会において審議
し、計画の策定をした。

達成

計画の策定にあた
り、障害福祉専門分
科会において審議
し、計画の策定をす
ることができた。

令和６年度から令和８
年度までの「枚方市障
害者計画（第４次改訂
版）」の初年度におい
て、進捗状況を確認す
る。

推進
今後も課題を達成する
よう取組を確実に進め
る。

令和３年度から令和５年度までの「枚方市障害者計画（第４次）」におい
て、進捗状況を確認する。令和６年度から令和８年度までの「枚方市障害
者計画（第４次改訂版）」の策定にあたり、障害福祉専門分科会において
審議し、計画の策定をした。

前計画の進捗確認
及び次期計画の策
定にあたり、障害福
祉専門分科会にお
いて審議し、計画の
策定をすることがで
きた。

達成

56

「ひらかた高齢
者保健福祉計
画21（第８期）」
での取り組み

健康福祉政策課

老人福祉法及び介護保険法の
規定に基づき、老人福祉計画と
介護保険事業計画を「ひらかた
高齢者保健福祉計画２１（第８
期）」（以下、第８期計画という。）
として一体的に策定することで、
高齢者福祉事業の供給体制の
確保および介護保険事業に係
る保険給付を円滑に実施してい
くもの。
本計画は、老人福祉法及び介
護保険法の規定により、令和３
年度から令和５年度を計画期間
とし、２０２５年、２０４０年を見据
えた段階的な取り組みを推進
し、高齢者が可能な限り住み慣
れた地域で生活し続けられるよ
うな地域社会を構築することを
目標にしている。

第９期計画に掲げた各取り組みにつ
いて、引き続ぎ適切に進めていくとと
もに、計画に掲げる各事業の進捗管
理を適切に行う必要がある。
生産年齢人口や総人口が減少する
一方で、75歳以上、85歳以上人口は
増加し、また認知症高齢者の増加も
予測されるなど、今後ますます医療と
介護のサービス需要の増加、多様化
が見込まれる。こうした状況の中、
「地域共生社会」の実現に向け、団塊
ジュニア世代が65歳以上となる令和
22年（2040年）の区切り等の中長期
を見据えた施策展開を図りながら、
「地域包括ケアシステム」のより一層
の推進を図っていく。

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

第５期（令和7年度～令和11年度）について

介護予防・日常生活支援総合
事業の円滑な実施、認知症施
策及び在宅医療・介護連携事
業の推進、介護保険施設等の
整備など、第８期計画に掲げる
各取り組みを進めた。
また、第８期計画の実績等を踏
まえ、地域共生社会の実現を目
指し、地域包括ケアシステムの
一層の推進に向けた第９期計
画（令和６年度～令和８年度）を
策定した。

達成

計画に掲げる各事
業について進捗管
理を行いながら進め
るとともに、地域の
実情を踏まえなが
ら、国の基本指針等
に基づき適正な計
画策定に取り組ん
だ。

第９期計画に掲げた各
取り組みについて、適
切に進めていくととも
に、計画に掲げる各事
業の進捗管理を適切
に行っていく。
また、令和６年１月に
施行された認知症基
本法を踏まえ、高齢者
が可能な限り、住み慣
れた地域で生きがいを
もって暮らし続けること
ができるよう、地域や
関係機関と連携し、施
策等の検討を行ってい
く。

推進

第８期計画に掲げた各
取り組みについて、引
き続ぎ適切に進めてい
くとともに、計画に掲げ
る各事業の進捗管理
を適切に行う必要があ
る。
また、第９期計画期間
中には、いわゆる団塊
の世代が７５歳以上と
なる２０２５年を迎える
こととなり、今後８５歳
以上人口の割合が上
昇し、サービス需要や
給付費は増加する一
方、生産年齢人口は
減少することが見込ま
れていることから、中
長期的な人口動態や
介護ニーズの見込み
等を踏まえた介護サー
ビス基盤の整備や、地
域の実情に応じた「地
域包括ケアシステム」
の進化・推進に向けた
第９期計画を策定す
る。

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

計画に掲げる各事
業について進捗管
理を行いながら進め
るとともに、地域の
実情を踏まえなが
ら、国の基本指針等
に基づき適正な計
画策定に取り組ん
だ。

達成

介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施、認知症施策及び在宅
医療・介護連携事業の推進、介護保険施設等の整備など、計画に掲げる
各取り組みを進めた。
また、各計画期間中の実績等を踏まえ、地域共生社会の実現を目指し、
地域包括ケアシステムの一層の推進に向け、第８期計画（令和３年度～令
和５年度）及び第９期計画（令和６年度～令和８年度）を策定した。

13　（方向1 施策2 ）



取組みの課題 【１】複雑化する地域生活課題への対応

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標 福祉施策の充実

具体的取り組み 各福祉計画に基づく福祉施策の推進

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由
事業の課題 所管課

評価
所管課評価理由

取組の
方向

課題等

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

第５期（令和7年度～令和11年度）について第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

計画の進捗状況 計画の進捗状況 計画の進捗状況 計画の進捗状況

Ｒ２（令和元年度
の実績）

R３（令和２年度
の実績）

R４（令和３年度
の実績）

R５（令和４年度
の実績）

９７．８％ ９７．９％ １００％ １００％

計画の進捗状況 計画の進捗状況 計画の進捗状況 計画の進捗状況
Ｒ２（令和元年度

の実績）
R３（令和２年度

の実績）
R４（令和３年度

の実績）
R５（令和４年度

の実績）
１００％ ９８％ ９３％ ９３％

「第２期枚方市子ども・子育て支援事
業計画」、「枚方市子ども・若者育成
計画（第２期）」、「第４次枚方市ひとり
親家庭等自立促進計画」を一体化
し、令和７年３月に策定を予定してい
る「（仮称）こども計画」に基づき、事
業に取り組むとともに、取り組みの進
捗状況の確認・評価を適切に行う。

令和３年３月に策定した第４次計画に基づき、さまざまな関係機関等との
連携を深めながら、施策の推進を図った。また、令和３年度の取り組みに
ついて、庁内委員会である「ひとり親家庭等自立促進計画推進委員会」で
把握・点検を行うとともに、「枚方市社会福祉審議会児童福祉専門分科
会」において評価・審議をいただいた。なお、令和２年度は新型コロナ感染
症対策として、分科会の開催をオンラインと対面を併用し、通常とは異なる
開催方法で実施した。また、令和５年度には第４次計画における「４つの取
り組み指標」に係るアンケート調査を実施し、計画の中間年度における数
値の把握を行った。

今後も引き続き、第４
次計画に基づき、さま
ざまな関係機関等との
連携を深めながら、施
策について、取り組み
の進捗状況を確認・評
価を適切に行いながら
進める必要がある。「４
つの取り組み指標」に
ついては、すべての指
標の目標値達成に向
けて取り組み手法等を
検討していく必要があ
る。

61

「第４次枚方市
ひとり親家庭等
自立促進計画」
での取り組み

子ども青少年政
策課

母子及び父子並びに寡婦福祉
法第１１条に基づく「母子家庭等
及び寡婦の生活の安定と向上
のための措置に関する基本的
な方針（令和２年厚生労働省告
示第７号）」を踏まえた、同法第
１２ 条に定める自立促進計画で
あり、ひとり親家庭及び寡婦の
自立を支援する施策の推進に
取り組んでいる。

令和３年３月に策定した第４次
計画に基づき、さまざまな関係
機関等との連携を深めながら、
施策の推進を図った。また、令
和３年度の取り組みについて、
庁内委員会である「ひとり親家
庭等自立促進計画推進委員
会」で把握・点検を行うとともに、
「枚方市社会福祉審議会児童
福祉専門分科会」において評
価・審議をいただいた。また、第
４次計画における「４つの取り組
み指標」に係るアンケート調査を
実施し、計画の中間年度におけ
る数値の把握を行った。

達成

第４次計画における
「４つの取り組み指
標」に係るアンケー
ト調査を実施した結
果、計画の中間年
度において目標値
を達成した指標を把
握することができ
た。

本計画の取り組み推
進するとともに、現状
を分析し、「第２期枚方
市子ども・子育て支援
事業計画」、「枚方市
子ども・若者育成計画
（第２期）」、「第４次枚
方市ひとり親家庭等自
立促進計画」を一体化
し、令和７年３月に
「（仮称）こども計画」を
策定する。

推進

第４次計画における
「４つの取り組み指
標」に係るアンケー
ト調査を実施した結
果、計画の中間年
度において目標値
を達成した指標を把
握することができ
た。

達成

「第２期枚方市子ども・子育て支援事
業計画」、「枚方市子ども・若者育成
計画（第２期）」、「第４次枚方市ひとり
親家庭等自立促進計画」を一体化
し、令和７年３月に策定を予定してい
る「（仮称）こども計画」に基づき、事
業に取り組むとともに、取り組みの進
捗状況の確認・評価を適切に行う。

改訂版計画に基づき、さまざまな関係機関等との連携を深めながら、施策
の推進を図った。また、前年度の取り組みについて、庁内委員会である
「子ども・若者育成計画推進委員会」で把握・点検を行うとともに、「枚方市
青少年問題協議会」において評価・審議をいただいた。令和５年３月には
計画の新たに第２期計画を策定した。

令和５年３月に策定し
た「枚方市子ども・若
者育成計画（第２期）」
に基づき、様々な支援
策について、取り組み
の進捗状況を確認・評
価を適切に行いながら
進める必要がある。

60

「枚方市子ども・
若者育成計画
（第２期）」での
取り組み

子ども青少年政
策課

子ども・若者育成支援推進法第
９条第２項に基づき、平成２５年
５月に策定した計画であり、平
成３０年３月、令和５年３月に改
定を行った。主に対象をひきこも
り、若年無業者（ニート）、不登
校状態の子ども・若者で義務教
育終了後（１５歳）から３０歳代ま
でとその家族としており、子ど
も・若者育成支援の充実、推進
に取り組んでいる。

令和５年３月に策定した本計画
（第２期）に基づき、施策の推進
を図った。また令和４年度の計
画（改訂版）の取り組みについ
て庁内委員会である「子ども・若
者育成計画推進委員会」で把
握・点検を行うとともに、市長の
附属機関である「枚方市青少年
問題協議会」において評価・審
議をいただいた。

達成

計画に基づき、事業
に取り組むととも
に、取り組みの進捗
状況の確認・評価を
適切に行うことがで
きた。

本計画の取り組み推
進するとともに、現状
を分析し、「第２期枚方
市子ども・子育て支援
事業計画」、「枚方市
子ども・若者育成計画
（第２期）」、「第４次枚
方市ひとり親家庭等自
立促進計画」を一体化
し、令和７年３月に
「（仮称）こども計画」を
策定する。

推進

計画に基づき、事業
に取り組むととも
に、取り組みの進捗
状況の確認・評価を
適切に行うことがで
きた。

達成

14　（方向1 施策2 ）



取組みの課題

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標

具体的取り組み 成年後見制度や虐待防止をはじめとする権利擁護に関する制度の周知や利用支援

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

関係する審議会
（社会福祉審議
会本審）開催回

数

関係する審議会
（社会福祉審議
会本審）開催回

数

関係する審議会
（社会福祉審議
会本審）開催回

数

関係する審議会
（社会福祉審議
会本審）開催回

数

Ｒ２ Ｒ３ R４ Ｒ５
６回 ２回 １回 １回

市民向け講座開
催回数

市民向け講座開
催回数

市民向け講座開
催回数

市民向け講座開
催回数

R２ R３ R４ R５
－ － ２回 ２回

会議参加人数 会議参加人数 会議参加人数 会議参加人数

R２ R３ R４ R５
３３人 ３６人 ３９人 ３４人

達成

第５期（令和7年度～令和11年度）について

62
成年後見制度
の周知

健康福祉総合相
談課
障害支援課
広聴相談課

判断能力が十分でない障害者
や認知症高齢者等の権利を擁
護し福祉の向上を目的に、本人
またはその家族、地域住民や介
護保険事業所などへ、成年後見
制度等に関する制度の説明や
相談への対応を行い、制度の
利用に繋げていく。

推進
市民向け、支援者向けの資材の種類
が増えていることから、より効果的な
資料の検討を行うことが必要。

【健康福
祉総合
相談課】

推進

【障害支
援課】
推進

【広聴相
談課】
推進

【健康福祉総合相談課】
引き続き、成年後見制度のみでなく
権利擁護の視点をもとに、制度を必
要とする人が利用しやすい仕組みづ
くりと、様々なニーズに対応した支援
体制を構築していくことが必要。ま
た、法人後見を検討している法人等
に対して研修を実施することで、支援
や情報提供を行うとともに、制度の周
知を図る。

【障害支援課】
効果的な制度周知、相談支援部会に
おけるチーム支援を検討するなど、さ
らなる権利擁護の推進に向けて取り
組む。

【広聴相談課】
市民にとってわかりやすい制度周知
を図れるよう日々の相談内容等から
ニーズをくみ取り、要望に沿った講演
内容等を検討する。

63
在宅医療・介護
連携推進事業

健康づくり課

「地域ケア推進実務者連絡協議
会」等既存の連携体制を活用し
ながら、医療・介護関係者を対
象とした多職種連携の研修の
継続・充実をはじめ、在宅医療
と介護の連携のための取組み
を推進する。

課題を踏まえた
令和６年度の取組

ACPに関する講座等
【令和２年度】普及啓発媒体「人生まるわかりガイド」の作成
【令和３年度】コロナ感染症拡大予防の観点より未実施
【令和４年度】市民向け：２回
【令和５年度】市民向け：１回、専門職向け：１回

ＤＶ被害者支援にあたって、外
部関係機関と本市関係部課と
の相互連携のため、枚方市ドメ
スティック・バイオレンス関係機
関連絡会議実務者会議及び代
表者会議を開催した。また、関
係機関連絡会議構成員などを
対象に、DV被害者への適切な
支援や二次被害防止を目的とし
た支援者研修を行った。

達成64

枚方市配偶者
暴力
相談支援セン
ター
「ひらかたDV相
談室」
【事業番号11、
37の再掲】

人権政策課

配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律
（ＤＶ防止法）に基づく「配偶者
暴力相談支援センター」を設置
し、電話及び面接にて相談対応
している。
適切な機関への紹介、被害者
の心身の健康の回復への援
助、自立支援、保護命令、保護
施設に関する情報提供などを
行っている。

【１】複雑化する地域生活課題への対応

権利擁護のさらなる推進

成年後見制度のみで
なく権利擁護の視点を
もとに、制度を必要と
する人が利用しやすい
仕組みづくりと、様々
なニーズに対応した支
援体制を構築していく
ことが必要。また、法
人後見を検討している
法人等に対して研修を
実施することで、支援
や情報提供を行うとと
もに、制度の周知を図
る。

ACPワーキングを継続
するほか、認知症啓
発・ＡＣＰ普及啓発を目
的に動画配信や普及
啓発資料配布、講座
開催を行うことにより、
円滑な事業実施と連
携を行うことが必要。

DV被害者の中には
様々な課題を抱えてい
る方もいるため、市役
所内の関係部署等と
の連携を強化していく
必要がある。また、専
門性の高い相談に対
応できる相談員のスキ
ルが必要である。

講座では130名の参
加があり、市民向け
のACP普及向けの
講座では130名の参
加があった。また、
医療・介護専門職の
支援者向けの講座
を開催し81名の参
加があり、多方向で
の普及啓発を行っ
た。

市民向けの講座と支
援者の専門職向けの
知識・技術習得の向上
に向けた講座や効果
的な媒体を活用し、関
係機関と共に取り組み
を推進していく。

ＤＶ被害者支援にあ
たって、外部関係機
関と本市関係部課と
の相互連携のた
め、枚方市ドメス
ティック・バイオレン
ス関係機関連絡会
議実務者会議及び
代表者会議を開催
した。また、関係機
関連絡会議構成員
などを対象に、DV被
害者への適切な支
援や二次被害防止
を目的とした支援者
研修を行ったため。

引き続き、ＤＶ被害者
支援にあたって、外部
関係機関と本市関係
部課との相互連携の
ため、枚方市ドメス
ティック・バイオレンス
関係機関連絡会議実
務者会議及び代表者
会議を開催し、支援者
研修を行うとともに被
害者支援のてびきを
改訂し、更なる連携の
強化を図る。

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニ
ング）についての市民向け講座
を２回開催した。また、人生会議
の日11月30日に関係機関等に
ポスター掲示を行うとともに、普
及啓発動画を作成した。

達成

【健康福祉総合相談課】
センターにおいて、被後見人や
関係機関に対して、成年後見制
度に関する相談や支援を行っ
た。また、専門職による相談支
援に加え、制度の利用促進につ
ながるよう、専門職派遣を実施
し、助言や支援を行うことで一
定の相談体制の構築につな
がった。
その他、成年後見制度の正しい
理解と相談機関であるセンター
を幅広く市民に周知するため、
パンフレットをリニューアルした
ほか、ホームページを活用した
研修会や講座の案内・申込等、
積極的な情報発信、相談支援
部会におけるチーム支援を検討
するなど、さらなる権利擁護の
推進に向けて取り組んだ。

【障害支援課】
「枚方市成年後見制度利用促
進基本計画」に基づき、権利擁
護に係る相談窓口を集約化・明
確化し、関係団体間のネット
ワーク構築を進め、チームによ
る本人支援体制の整備を図る
ための中核機関として、「ひらか
た権利擁護成年後見センター
（こうけんひらかた）」にて、成年
後見制度を含めた権利擁護に
関する相談支援を行った。

【広聴相談課】
市民等を対象として成年後見制
度に関する説明会と無料相談
会を開催し、理解促進に取り組
んだ。
また、広聴相談課内市民相談
コーナーにて成年後見相談窓
口を設置し、市民からの相談対
応を行った。

【健康福
祉総合相

談課】
達成

【障害支
援課】
達成

【広聴相
談課】
達成

【健康福祉総合相談
課】
センターにおいて、
市民向け及び支援
者向けの研修会等
を実施するととも
に、日々の相談業
務の中でのニーズ
をくみ取り、要望に
沿った研修会等を
実施することができ
た。講座等のアン
ケート結果において
も、制度理解が進ん
だ等の意見が多く、
権利擁護の手段の
一つとして成年後見
制度の理解促進が
進んだと考える。

【障害支援課】
課題に取り組み達
成

【広聴相談課】
説明会後のアン
ケート結果で制度理
解が進んだ等の意
見が多く、権利擁護
の手段の一つとして
制度の理解促進が
進んでいるものと考
えられる。
また、市民相談コー
ナーに相談窓口を
設置することで市民
の問題解決に繋げ
られた。

【健康福祉総合相談
課】
一般市民にとっても分
かりやすい内容を検討
するなど講座等の実
施方法等について検
討するとともに、広報、
啓発機能の強化を目
的にセンターのホーム
ページを活用した世代
層（高齢者や障害者の
現役世代の家族）への
効果的な制度周知と、
支援関係者に向けた
情報発信にも取り組み
を進める。

【障害支援課】
効果的な制度周知、
相談支援部会におけ
るチーム支援を検討す
るなど、さらなる権利
擁護の推進に向けて
取り組む。

【広聴相談課】
今後も制度の理解促
進を図るとともに、市
民にとって身近な相談
窓口として対応してい
く。

令和５年度実績 第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

達成

講座の参加が多数
であった。また、本
人の意向を文字に
残すことにつながる
よう、ワーキングに
て検討を行っ結果、
新たな記録様式を
作成した。

【健康福祉総合相談
課】
計画策定当初の課
題であった成年後
見制度の認知度や
理解度の低さ、相談
窓口の不明確さ等
については、積極的
に取り組み、概ね達
成できた。引き続
き、様々なニーズに
応じた支援体制の
構築等に取り組む
必要がある。

【障害支援課】
課題に取り組み達
成

推進

引き続き、DV被害者支援にあたって
市役所内の関係部署等との連携を
強化していく。また、専門性の高い相
談に対応できる相談員のスキルが必
要である。

【健康福
祉総合相

談課】
達成

【障害支
援課】
達成

ＤＶ被害者支援にあ
たって、外部関係機
関と本市関係部課と
の相互連携のた
め、枚方市ドメス
ティック・バイオレン
ス関係機関連絡会
議実務者会議及び
代表者会議を開催
した。また、関係機
関連絡会議構成員
などを対象に、DV被
害者への適切な支
援や二次被害防止
を目的とした支援者
研修を行ったため。

ＤＶ被害者支援にあたって、外部関係機関と本市関係部課との相互連携
のため、枚方市ドメスティック・バイオレンス関係機関連絡会議実務者会議
及び代表者会議を開催した。また、関係機関連絡会議構成員などを対象
に、DV被害者への適切な支援や二次被害防止を目的とした支援者研修
を行った。

【健康福祉総合相談課】
令和３年３月に「枚方市成年後見制度利用促進計画」を策定し、社会福祉
審議会（本審）において計画の進行管理・評価を行っている。令和３年７月
に成年後見制度推進を担う中核機関として権利擁護成年後見センターを
開設し、制度の周知や理解向上の取り組みを進めている。

【広聴相談課】
説明会及び無料相談会の開催回数：２回
市民相談コーナーでの相談数：５５組

15　（方向1 施策3・1 ）



取組みの課題

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標

具体的取り組み 成年後見制度や虐待防止をはじめとする権利擁護に関する制度の周知や利用支援

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

第５期（令和7年度～令和11年度）について

課題を踏まえた
令和６年度の取組

【１】複雑化する地域生活課題への対応

権利擁護のさらなる推進

令和５年度実績 第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

申立件数 申立件数 申立件数 申立件数
R２ R３ R４ R５

１１件 １１件 ９件 １８件

交付件数 交付件数 交付件数 交付件数
R２ R３ R４ R５
５件 １５件 ２０件 ３７件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延２８，８９１件 延３１，１５３件 延２７，７９４件 延３２，３００件

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延４９件 延５１件 延６７件 延９９件

【健康福祉総合相談課】
成年後見制度利用支援金について交付を行った。令和４年度からは交付
対象を拡充し、市長申し立て以外の申し立てについても成年後見制度利
用支援金の対象としている。

令和２年度　健康福祉総合相談課：３件
令和３年度　健康福祉総合相談課：１０件
令和４年度　健康福祉総合相談課：１１件
令和５年度　健康福祉総合相談課：２５件

【障害支援課】
成年後見市長申し立てを行う際、制度を円滑に利用できるよう、審判請求
に係る経費の全部または一部を助成した。また、生活保護受給者等、後
見人への報酬の支払いが困難な被後見人に対し支援金を交付する「成年
後見制度利用支援金交付事業」を行った。

【令和２年度】高齢者虐待相談：延４４４件、成年後見相談：延２５３件
【令和３年度】高齢者虐待相談：延４５６件、成年後見相談：延４０７件
【令和４年度】高齢者虐待相談延４０６件、成年後見相談：延２８７件
【令和５年度】高齢者虐待相談：延３０９件、成年後見相談：延２７５件

障害者相談支援センターをはじめとする関係機関の協力のもと、虐待ケー
スへの迅速かつ適切な対応に努めた。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で休止していた時期もあったもの
の、枚方市障害者虐待防止関係機関会議を開催し、虐待事案に関する情
報の共有化を図りながら、関係機関との協力体制の構築を図ることができ
た。

成年後見制度審査会を開催し、
市長申立を行った。
健康福祉総合相談課：17件
障害支援課：１件

【健康福
祉総合相

談課】
達成

【障害支
援課】
達成

【健康福祉総合相談課】
成年後見制度審査会を開催し、市長申立を行った。

令和２年度　健康福祉総合相談課：11件
令和３年度　健康福祉総合相談課：11件
令和４年度　健康福祉総合相談課：7件
令和５年度　健康福祉総合相談課：17件

【障害支援課】
判断能力が十分ではなく、親族等による援助が見込めない知的障害者、
精神障害者等の権利擁護のため、市長が成年後見制度活用の審判請求
を行った。

67

枚方市地域包
括
支援センター
【事業番号2、28
の再掲】

健康づくり課

枚方市地域包括支援センターを
13か所設置し、各センターに主
任介護専門員、社会福祉士、保
健師などを配置。介護、福祉、
健康、医療などの関係機関及び
地域団体などと連携をとりなが
ら総合相談支援業務、権利擁
護業務など、地域における高齢
者の総合相談窓口として活動を
行っている。

各センターで、相談に対応する
とともに、関係機関や地域団体
と連携し、高齢者支援を行った。
高齢者虐待相談：延３０９件
成年後見相談：延２７５件

達成

成年後見制度利用支援金につ
いて交付を行った。
健康福祉総合相談課：２５件
障害支援課：１２件

【健康福
祉総合相

談課】
達成

【障害支
援課】
達成

66 成年後見利用
支援事業

健康福祉総合相
談課
障害支援課

成年後見市長申し立てを行う
際、制度を円滑に利用できるよ
う、審判請求に係る経費の全部
または一部を助成する。また、
生活保護受給者等、後見人へ
の報酬の支払いが困難な被後
見人に対し支援金を交付する
「成年後見制度利用支援金交
付事業」を行っている。

総合相談支援業
務、権利擁護業務
など、地域における
高齢者の総合相談
窓口として活動を
行った。

地域ケア会議等を利
用し、地域団体や関係
機関などとの連携強化
を図る。また、地域に
おける総合相談窓口と
して、消費者被害に関
する相談に対応してい
く。

65
成年後見市長
申し立て

健康福祉総合相
談課
障害支援課

判断能力が十分ではなく、親族
等による援助が見込めない知
的障害者、精神障害者や高齢
者等の権利擁護のため、市長
が成年後見制度活用の審判請
求を行う。

早期発見の観点から、市内７か
所の障害者相談支援センターに
も受付の協力を得るとともに、
虐待ケースへの迅速かつ適切
な対応に努めた。
また、関係機関との協力体制と
虐待事案に関する情報の共有
化を図るため、枚方市障害者虐
待防止関係機関会議を開催し
た。

概ね達成68

枚方市障害者
虐待
防止センター
【事業番号4、30
の再掲】

障害支援課

障害者への虐待防止のため、
市民や医療機関・団体等に対
し、情報提供等を呼び掛ける啓
発を行う。また、障害者虐待防
止センターは、電話受付を転送
電話により24時間対応とし、迅
速かつ適切に努めている。

推進
引き続き、関係機関と緊密に連携を
取り、障害者虐待防止に係る啓発周
知に努める。

課題に取り組み達
成

引き続き、関係機関と
緊密に連携を取り、障
害者虐待防止に係る
啓発周知に努める。

概ね達成
課題に取り組み達
成

引き続き関係機関と緊
密に連携を取り、障害
者虐待防止に係る啓
発周知に努める。

市長申立による成年
後見制度の利用相談
に対する迅速な対応と
円滑に援助できる体制
の確立、事業内容の
周知など幅広い情報
提供が必要であり、引
き続き各課窓口や各
相談窓口において、パ
ンフレットやリーフレッ
トの配付を行う。
また各センターが開催
する会議や出前講座
等において地域住民、
関係機関等に対し周
知活動を行うほか、大
阪府やひらかた権利
擁護成年後見センター
等と連携した相談への
専門的な対応を行う。

市長申立による成年
後見制度の利用相談
に対する迅速な対応と
円滑に援助できる体制
の確立、事業内容の
周知など幅広い情報
提供が必要である。
成年後見制度の利用
促進として、これまで
の市長申立てに限ら
ず、低所得者への対
象拡大を新たに実施し
ている。「成年後見制
度利用支援金交付事
業」について、必要な
方が活用できるよう、
利用促進を引き続き
図っていく。

【健康福祉総合相談
課】
センターとの連携を
図りながら、判断能
力が十分ではなく、
親族等による援助
が見込めない高齢
者等に対しての成
年後見制度の活用
に向けた支援体制
ができている。

【障害支援課】
課題に取り組み達
成

【健康福祉総合相談
課】
市長申立による成年
後見制度の利用相談
に対する迅速な対応と
円滑に援助できる体制
の確立を目指し、事業
内容の周知など幅広
い情報提供を行うとと
もに関係機関との協力
を行いながら本人の権
利擁護の視点を踏ま
えた上での支援を行っ
ていく。

【障害支援課】
市長申立による成年
後見制度の利用相談
に対する迅速な対応と
円滑に援助できる体制
の確立、事業内容の
周知など幅広い情報
提供が必要である。

【健康福祉総合相談
課】
令和４年度からは交
付対象を拡充したこ
とにより対象者が増
加しており、利用促
進の取り組みからも
交付件数が増えて
きている。

【障害支援課】
課題に取り組み達
成

【健康福祉総合相談
課】
成年後見制度を円滑
に利用できるよう、「成
年後見制度利用支援
金交付事業」の周知や
啓発に取り組んでい
く。

【障害支援課】
成年後見制度の利用
相談に対する迅速な
対応と円滑に援助でき
る体制の確立、事業内
容の周知など幅広い
情報提供が必要であ
る。

達成

センター職員が専門
職の専門映画発揮
できるように3職種
の会議などを継続
開催することでセン
ター職員のスキル
アップを図るととも
に、地域ケア会議等
を利用し、地域団体
や関係機関などと
の連携強化を行っ
た。

推進
健康福祉総合相談課による権利擁
護に関する相談件数の把握につい
て、検討が必要。

【健康福
祉総合相

談課】
達成

【障害支
援課】
達成

【健康福祉総合相談
課】
センターとの連携を
図りながら、判断能
力が十分ではなく、
親族等による援助
が見込めない高齢
者等に対しての支
援を行っている。権
利擁護の推進に向
けて、幅広く周知で
きるよう様々な窓口
でパンフレットやリー
フレットの配布に取
り組んでいる。

【障害支援課】
課題に取り組み達
成

【健康福
祉総合
相談課】

推進

【障害支
援課】
推進

【健康福祉総合相談課】
成年後見制度を活用することで地域
での生活が守られるよう、事業内容
の周知など幅広い情報提供が必要
である。
成年後見制度の利用促進として、こ
れまでの市長申立てに限らず、低所
得者への対象拡大しているため、「成
年後見制度利用支援金交付事業」に
ついて、必要な方が活用できるよう、
引き続き周知や啓発を進めていく。

【障害支援課】
成年後見制度の利用相談に対する
迅速な対応と円滑に援助できる体制
の確立、事業内容の周知など幅広い
情報提供に取り組む。

【健康福
祉総合相

談課】
達成

【障害支
援課】
達成

【健康福祉総合相談
課】
令和４年度からは交
付対象を拡充したこ
とにより対象者が増
加しており、利用促
進の取り組みからも
交付件数が増えて
きている。

【障害支援課】
課題に取り組み達
成

地域ケア会議等を利
用し、地域団体や関係
機関などとの連携強化
を図る。
また、センター職員の
自己研鑽はもとより、
専門職が専門性を十
分に発揮できるよう
に、3職種の連携を図
る共通チーム会議等を
利用してセンター職員
のスキルアップに務め
る。

【健康福
祉総合
相談課】

推進

【障害支
援課】
推進

【健康福祉総合相談課】
短期間で成年後見制度の利用につ
なげられるよう、大阪府やひらかた権
利擁護成年後見センター等と連携し
ながら速やかにニーズの把握や関係
機関からの相談に対応できるように
努める。
また、事業内容の周知など幅広い情
報提供が必要であり、引き続き各課
窓口や各相談窓口において、パンフ
レットやリーフレットの配布や大阪府
やひらかた権利擁護成年後見セン
ター等と連携した相談への専門的な
対応を行う。

【障害支援課】
市長申立による成年後見制度の利
用相談に対する迅速な対応と円滑に
援助できる体制の確立、事業内容の
周知など幅広い情報提供に取り組
む。

16　（方向1 施策3・1 ）



取組みの課題

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標

具体的取り組み 成年後見制度や虐待防止をはじめとする権利擁護に関する制度の周知や利用支援

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

第５期（令和7年度～令和11年度）について

課題を踏まえた
令和６年度の取組

【１】複雑化する地域生活課題への対応

権利擁護のさらなる推進

令和５年度実績 第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

相談件数 相談件数 相談件数 相談件数
R２ R３ R４ R５

延３３，８９６件 延４０，０５０件 延４１，２５９件 延４６，２６６件

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、会議の書面開
催や研修中止といった事態が生じたが、その中でWEBの活用等しながら、
関係機関のネットワークの維持を行った。令和4年度からは、児童虐待に
加えて、貧困、いじめ、不登校など支援を要する子どもについても対応で
きるよう枚方市子どもの育ち見守り連携会議を設置し、児童虐待防止部会
と子ども家庭支援部会において、子どもの情報把握し円滑に支援を行うこ
ととした。また、外部講師によるアセスメントやケース対応についての専門
研修や事例検討会など実施し、継続して職員の資質向上を図った。

69
家庭児童相談
【事業番号15の
再掲】

まるっとこどもセ
ンター

児童虐待や１８歳未満の子ども
とその家族に関する様々な相談
に応じている。

児童虐待防止の取り組みとし
て、枚方市児童虐待連絡会議を
立ち上げて、各関係機関との連
携強化とネットワーク化を図り、
児童虐待の早期発見及び適切
な保護や支援を行ってきた。令
和5年度も引き続き、児童虐待
に加えて、貧困、いじめ、不登校
など支援を要する子どもについ
ても対応できるよう枚方市子ど
もの育ち見守り連携会議を設置
し、児童虐待防止部会と子ども
家庭支援部会において、子ども
の情報把握し円滑に支援を行う
こととした。代表者会議、実務者
会議、拡大実務者会議、運営会
議、援助方針確認会議を開催し
た。

外部講師によるアセスメントや
ケース対応についての専門研
修や事例検討会など実施し、職
員の資質向上を図った。
実施回数：４回

達成

各種会議を開催し、
ネットワーク体制の
維持、構築を図っ
た。研修を実施し、
職員の専門性の向
上に努めた。

令和６年度より、母子
保健課も統合し、改正
児童福祉法に位置付
けらているこども家庭
センター機能を有する
まるっとこどもセンター
として名称変更。新た
な体制の中で、児童虐
待の早期発見及び適
切な保護や支援を行う
ため、引き続き、各関
係機関のネットワーク
を活かし、連携が図れ
るような体制の充実を
図る。

概ね達成

創意工夫を重ねな
がら、状況に合わせ
て各種会議を開催
し、ネットワーク体制
の維持、構築を図っ
た。また、研修を実
施し、職員の専門性
の向上に努めた。

推進

新たな体制の中で、児童虐待の早期
発見及び適切な保護や支援を行うた
め、引き続き、各関係機関のネット
ワークを活かし、連携が図れるような
体制の充実を図ることが課題

児童虐待の早期発見
及び適切な保護や支
援を行うため、引き続
き、各関係機関のネッ
トワークを活かし、連
携が図れるような体制
の充実を図ることが課
題。

17　（方向1 施策3・1 ）



取組みの課題

基本方向 １．誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

新規登録者数 新規登録者数 新規登録者数 新規登録者数

R２ R３ R４ R５

３人 ４人 ８人 ３人

第５期（令和7年度～令和11年度）について

70
市民後見推進
事業

健康福祉総合相
談課
社会福祉協議会

社会福祉法人や社団法人、
NPOなどが成年後見人等となる
「法人後見」について、実施する
事業者を増やしていくための支
援を行う。すでに法人後見を実
施している枚方市社会福祉協
議会では、法人から実施希望が
ある場合は、ノウハウを伝え、
各法人で実施できるよう支援す
る。

コロナ禍の影響で対
面での支援ができ
ない期間などがあ
り、市民後見人受任
までのモチベーショ
ンや資質の維持が
課題となっている。
週１回の面会も施設
等の受け入れが難
しかったが、少しず
つ活発になりセン
ターの支援も行いつ
つ不安解消などに
つなげることができ
ている。
今後も、市民後見人
の養成や受任件数
の増加に向けて取り
組みを行っていく必
要がある。

推進

≪フォローアップ研修≫
市民後見人支援や相談等への不安
解消に向け、受任されるまでのモチ
ベーションや資質の維持が課題であ
る。

≪広報・啓発≫
市民後見人に関する広報活動を更に
積極的に行うことで適切な理解につ
なげ、市民後見人を必要とする人が
制度を利用できるよう、バンク登録者
を増やす必要がある。

≪活動支援≫
本人の意思決定支援が丁寧にできる
ようフォローアップ研修の内容充実、
関係機関との連携強化に引き続き取
り組む。死後事務など活動の中で不
安に思っていることに対しての、フォ
ロー体制を作る必要がある。

≪受任件数の増加≫
バンク登録は広報等により増加傾向
にあるが、受任件数が伸び悩んでい
る。市長申立の審査会においても市
民後見人の受任が可能か検討の機
会を設け、件数の増加に努める。

≪バンク登録の活用≫
待機しているバンク登録へのモチ
ベーション維持のため、研修を実施
するほか、市民後見人の資質向上に
つながるような情報誌作成に試行的
に取り組む。

≪その他≫
バンク登録しているものの受任に
至ってない候補者への定期的な研修
及び情報発信、候補者同士の交流な
ど、モチベーションや資質の向上に向
けた取り組みを実施していく必要があ
る。

市民後見人養成事業受託事業
者の大阪府社会福祉協議会に
おいて、９月から２月にかけて市
民後見人養成講座を実施し、３
人が受講修了し市民後見人バ
ンクに登録した。

≪活動支援≫
コロナ禍における制限は概ねな
くなり、本人への面会の同行や
専門相談等を通じてスムーズに
活動ができるように支援を行っ
ている。本人の生活の場所の変
更など大きな課題に対しては、
関係機関との調整や連携を図り
ながら少しでも活動しやすい環
境を作れるように努めている。
また、大阪府社会福祉協議会
が実施している「市民後見人専
門相談」を活用し不安を解消で
きるよう支援を行った。

≪フォローアップ研修≫
市民後見人バンク登録者２１人
へのフォローアップ研修を９月と
３月に実施することで、後見活
動に関する知識や理解を深め
モチベーションや資質の維持に
取り組んだ。新たに年２回の情
報誌を発行し、他市と連携した
研修にも力を入れている。

≪広報啓発.≫
枚方市の広報誌や社協だより
に受任している市民後見人の活
動紹介を行うほか、市民後見人
の活動を動画にしYouTubeやデ
ジタルサイネージで広報啓発に
努めた。

概ね達成

市民後見人の養成
は少しずつ進んでき
ているが、受任促進
やモチベーションの
維持などには課題
が残っている。活動
の中では死後事務
に関する不安などが
あり、フォロー体制
の構築が必要となっ
ている。

新たに専門職からのリ
レー案件として、市民
後見人が受任する
ケースの増加が想定さ
れているため。市民後
見人の養成だけでな
く、今まで以上に受任
促進に向けた取り組み
や研修などでのモチ
ベーション維持を目指
していく。
引き続き、市民後見人
の普及並びに受任促
進に向けた調整を行っ
ていく。

≪フォローアップ研修
≫
市民後見人支援や相
談等への不安解消に
向け、モチベーション
や資質の維持が課題
である。

≪広報・啓発≫
市民後見人に関する
広報活動を更に積極
的に行うことで適切な
理解につなげ、市民後
見人を必要とする人が
制度を利用できるよ
う、バンク登録者を増
やす必要がある。

≪活動支援≫
本人の意思決定支援
が丁寧にできるよう
フォローアップ研修の
内容充実、関係機関と
の連携強化に引き続
き取り組む。

≪受任件数の増加≫
バンク登録は広報等
により増加傾向にある
が、受任件数が伸び
悩んでいる。市長申立
の審査会においても市
民後見人の受任が可
能か検討の機会を設
け、件数の増加に努め
る。

≪バンク登録の活用
≫
待機しているバンク登
録へのモチベーション
維持のため、研修を実
施するほか、市民後見
人の資質向上につな
がるような情報誌作成
に試行的に取り組む。

≪その他≫
バンク登録しているも
のの受任に至ってない
候補者への定期的な
研修及び情報発信、
候補者同士の交流な
ど、モチベーションや
資質の向上に向けた
取り組みを実施してい
く必要がある。

概ね達成

市民後見人養成事業受託事業者の大阪府社会福祉協議会において市民
後見人養成講座を実施し、令和２年度から令和５年度の４年間の間で、１
８人受講修了し市民後見人バンクに登録している。

≪活動支援≫
コロナ禍による制限があったが、週１回の面会や書類作成の補助などス
ムーズに活動できるように支援を実施している。また、大阪府社会福祉協
議会が実施している「市民後見人専門相談」を活用しながら、不安の軽減
や関係機関との連携のサポートなどに努めている。

≪フォローアップ研修≫
市民後見人バンク登録者は少しずつ増加してきているが、受任にはつな
がっていない登録者への後見活動に関する知識や理解を深めモチベー
ションや資質の維持に取り組んでいる。他市と協力した研修の場や情報誌
などによる情報発信など新たな取り組みもできている。

≪広報啓発.≫
これまでの広報誌や社協だよりだけでなく、YouTubeやデジタルサイネー
ジなど動画での広報活動にも力を入れている。

権利擁護のさらなる推進

【１】複雑化する地域生活課題への対応

市民後見人などの養成や支援

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

18　（方向1 施策3・2　）



取組みの課題

基本方向

施策目標

具体的取り組み 地域活動への参加のきっかけづくり

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

セミナー参加者
数

セミナー参加者
数

（令和４年６月末
再生回数）

セミナー参加者
数

セミナー参加者
数

Ｒ２ Ｒ３ R４ R５
― ８２４回 ８０人 ４０人

欠員のある校区
へチラシ

送付した件数

欠員のある校区
へチラシ

送付した件数

欠員のある校区
へチラシ

送付した件数

欠員のある校区
へチラシ

送付した件数

R２ R３ R４ R５
延６４件 延９３件 延８０件 延７７件

アプローチ件数 アプローチ件数 アプローチ件数 アプローチ件数
R２ R３ R４ R５
－ － 延１，５３６人 延１，４７５人

第５期（令和7年度～令和11年度）について

71
地域活動に関す
るセミナーなど
の開催

健康福祉政策課

地域の事例等の紹介を通じ、地
域福祉の推進の必要性を身近
に感じていただき、協力し合い
支え合う地域を目指すための認
識の共有を図り、地域での活動
について、事例の紹介などを通
じ地域の活動に参加するきっか
けがない方に対しても、地域の
活動に参加するきっかけとなる
よう増加に資するようセミナーを
開催する。

令和２、３年度にお
いては、新型コロナ
ウイルスの感染拡
大に伴い、中止や
Web開催となった
が、令和4年度から
は通常の開催がで
きたため。

推進
引き続き、地域福祉の推進の必要性
を身近に感じていただくためのテーマ
設定、セミナーの周知を図る。

引き続き、地域福祉の
推進の必要性を身近
に感じていただくため
のテーマ設定、セミ
ナーの周知を図る。

令和２、３年度におい
ては、新型コロナウイ
ルスの感染拡大に伴
い、中止やWeb開催と
なった。

達成

講演テーマ
R2：新型コロナウイルスの感染拡大に伴い開催を中止
R3：コロナに負けない地域の福祉活動～地域の事例からみる活動のヒン
ト～　※新型コロナウイルスの感染拡大に伴いWeb開催
R4：知っておこう！「成年後見制度」～いざという時、困らないために～
R5：災害時における身近な備え～わたしたちでできること、地域でできるこ
と～

「地域福祉セミナー」について、
広く市民に知ってもらえるよう
に、広報ひらかたや市のホーム
ページ、SNS等で周知した。
参加者のアンケート結果では７
５％の方から「とてもよくわかり
やすかった」「わかりやすかっ
た」との意見をいただいた。

講演テーマ：災害時における身
近な備え～わたしたちでできる
こと、地域でできること～
（防災食の試食あり）

達成

セミナーの周知方法
について、従前の広
報ひらかた、市の
ホームページ、SNS
に加え、「市政情報
モニター（デジタル
サイネージ）」にて広
報を行った。また、
参加者の大半がセ
ミナーの内容につい
て「わかりやすかっ
た」との回答があっ
たため。

（参考）参加者数：40
名、定員：50名

72 民生委員活動
の理解促進

健康福祉政策課
社会福祉協議会

日頃より住民の立場に立ち、地
域住民への声掛けや相談への
対応を行う民生委員の活動に
ついて、市民等に理解が得られ
るよう、民生委員についての理
解促進を図る。

地域包括支援センターから健康
状態不明者等へのアプローチを
実施し、1,024人の状況把握を
行った。また、ポピュレーション
アプローチとして34か所にて延
べ966人の教室参加があった。

達成

達成

新型コロナウイルス
感染症の影響により
中止となっていた啓
発活動を再開し、市
民への活動に対す
る理解促進を進め
ることができた。

夏休み映画大会や子育てサロ
ンゆりかごの開催、社協ふくし
フェスティバルでの児童虐待防
止啓発活動を通じて、民生委員
活動の啓発を行った。また、５月
12日の「民生委員の日」では、
デジタルサイネージを活用した
民生委員のPR動画を放映する
など、新たな取り組みを行った。

73

後期高齢者の
保健事業（一体
的実施分）
【事業番号53の
再掲】

健康づくり課

後期高齢者医療広域連合との
委託契約に基づきて保健師等
の医療職を配置し、保健事業を
行うために国民健康保険データ
ベースシステム（ＫＤＢシステム）
を活用し、医療レセプト・健診・
介護レセプトのデータ等の分析
を行い、一体的実施の事業対
象者の抽出、地域の健康課題
の把握、事業の企画・調整・分
析・評価等を行う。また、地域の
関係機関と連携し、通いの場へ
の積極的な関与や、個別支援を
行う。

新型コロナウイルス感染症の影響により、これまでに取り組んできた啓発
活動が実施できない時期もあったが、デジタル機器を活用した啓発活動に
も取り組むことで、コロナ禍でも継続して民生委員活動の理解促進を図る
ことができた。

【令和４年度】健康状態不明者等へのアプローチの実態把握数：実　943人
　　　　　　　　 ポピュレーションアプローチの参加者数：延　562人（18か所）
【令和５年度】健康状態不明者等へのアプローチの実態把握数：実　1,024
人
　　　　　　　 　ポピュレーションアプローチの参加者数：延　966人（34か所）

より多くの健康状態不明者の状態把
握ができるように努めるとともに、ポ
ピュレーションアプローチの講座受講
者のアンケートによる評価方法を検
討する。

前年度と比べ、より
多くの健康状態不
明者等の状況把握
ができた。

より多くの健康状態不
明者の状態把握がで
きるように努めるととも
に、ポピュレーションア
プローチの講座の際に
フレイル予防の理解度
チェッックに関する評
価アンケートを新たに
導入する。

保健事業を行うために
国民健康保険データ
ベースシステム（ＫＤＢ
システム）を活用した
データ等の分析によ
り、ポピュレーションア
プローチの講座のテー
マ等を検討した。

達成

ポピュレーションア
プローチとして、フレ
イルや骨・関節疾患
予防をテーマにした
講座を開催した。

推進

推進

市民からの民生委員活動への理解
が深まることによって、民生委員のな
り手の確保につながっていくことか
ら、市民への効果的なPR活動の実施
に向けて民児協と協働して取り組ん
でいく。

民生委員活動の理解
促進に向けて、引き続
き、市民への啓発活動
を続ける他、日頃から
かかわりが深い行政
機関等に対しても、連
携強化に向けた新た
な取り組みの検討を行
う。

民生委員活動を円滑
に行うにあたって、活
動に対する市民からの
理解と信頼は必要不
可欠であることから、
普段民生委員との関
わりの少ない若い世代
に対しても効果的な
PR活動を行う必要が
ある。

概ね達成

新型コロナウイルス
感染症の影響によ
り、これまでに取り
組んできた啓発活
動が実施できない
時期もあったが、夏
休み映画大会や子
育てサロンゆりかご
など、普段民生委員
との関わりが薄い若
い世代に対して、啓
発活動を行うことが
できた。

【２】地域で活躍する人材の確保

２．誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

地域で活躍する人が増える環境づくり

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

19　（方向2施策1・1　）



取組みの課題

基本方向

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

職員派遣件数 職員派遣件数 職員派遣件数 職員派遣件数

R２ R３ R４ R５
６件 ５件 ７件 14件

登録ボランティア
数

（災害ボランティア
は除く）

登録ボランティア
数

（災害ボランティア
は除く）

登録ボランティア
数

（災害ボランティア
は除く）

登録ボランティア
数

（災害ボランティア
は除く）

R２ R３ R４ R５
７３１人 ６７５人 ７４３人 延７６６人

令和5年度より、ボランティア団体からの名簿提出を行わなくなったため、
活動している人数の把握ができなくなった。
ボランティアセンターで把握する登録団体は、84団体（令和6年3月末現
在）

【２】地域で活躍する人材の確保

２．誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

地域で活躍する人が増える環境づくり

枚方市社会福祉協議会との連携強化

第４期（令和２年度～令和５年度）総括令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

概ね達成

感染症も5類に引き
下げられ、貸室の制
限も緩和されたた
め。

よどがわ防災まつり
では、23団体のブー
ス出展があり、市民
からも好評であっ
た。

感染症状況を確認しながら、ボ
ランティア講座などを展開するこ
とやイベントなどの実施をするこ
とができた。

「よどがわ防災まつり」を3月3日
に開催し、インフラ系企業などを
新たに出展してもらうなど、災害
への備えに対しての有益な情報
提供を行い、市民の防災意識
への向上を図ることができた。

第５期（令和7年度～令和11年度）について

取組実績

市と連携した取り組
みを実施できた。

推進

いきいきサロンなどに講師について
は市職員や校区福祉委員会と連携し
ながら、関係団体への働きかけなど
も進めていく。

いきいきサロン等の各
サロンの開催において
は、開催会場や講師
の派遣等を通じて、引
き続き事業の円滑な
実施を推進するととも
に、校区福祉委員の
意見などを取り入れな
がら、サポータ―等の
要請に向けて内容を
検討していく。

【健康福祉総合相談
課】
新型コロナウイルス感
染症の感染症法上の
位置づけが５類になっ
たことにより、地域活
動が活発になることが
予想される。今後も継
続して、社会福祉協議
会との連携の上、事業
を行っていく。

【社会福祉協議会】
地域の活動者の声に
耳を傾け、会長研修や
活動者研修、いきいき
サロン健康づくりサ
ポーター養成講座など
の内容を検討し、運営
者の育成を図るととも
に、保健師や栄養士
等、専門職の職員派
遣について協力しても
らいながら、各校区福
祉委員会活動の活性
化、人材育成の充実を
図る。

概ね達成

子育てサロンが再
開する中で、市職員
への地域派遣は増
加した。
また、いきいきサロ
ン健康づくりサポー
ター養成講座は健
康福祉総合相談課
と連携し、開催する
ことができた。

概ね達成

社会福祉協議会を通じ、市職員
の地域への派遣を実施した。
（主に子育てサロン）
また、社会福祉協議会と健康づ
くり・介護予防課が連携し、いき
いきサロン運営者育成を目的と
した「いきいきサロン健康づくり
サポーター養成講座」を開催し、
スタッフ自身がサロン活動を運
営する為の知識、技能を身につ
けてもらう講習会を行った。
講座内容：認知症すごろく

コロナ禍において、いきいきサロン、子育てサロンなどの休止に伴い、市職
員への地域派遣件数は減少していたが、主に子育てサロンの再開のに伴
い、増えつつある。
また、いきいきサロン健康づくりサポーター養成講座では、市や地域福祉
委員会と取り組みと連携しながら、講座を実施することができた。

見直し

既存ボランティア団体のハード面へ
の見直しや次世代の担い手の発掘
方法など、全体的に見直しが必要と
考えられるとともに、福祉施設の現況
などの把握をし、今後の運営方法を
見直す必要がある。

74
地域活動の
運営者育成研
修

健康福祉総合相
談課
社会福祉協議会

地域が行ういきいきサロンや子
育てサロンなどの校区福祉活動
を支援するため、枚方市社会福
祉協議会と連携して、市職員の
派遣および活動場所の提供を
行っている。

75
ボランティアの
育成

健康福祉政策課
社会福祉協議会

ボランティア団体の高
齢化が進み、新規のメ
ンバー獲得が難しく、
若い世代へのアプロー
チをかけるも、難しい
ため、若い世代も気軽
に関われるプラット
フォームが必要とされ
るため、不定期開催の
「ひらボラ・ルーム」を
実施予定。

枚方市社会福祉協議会では枚
方市ボランティアセンターを設置
して、ボランティアの相談やコー
ディネート、ボランティアの育成
などに取り組んでいる。
また、災害時に活躍する災害ボ
ランティアの育成に取り組んで
いる。

コロナ禍の制限によ
り、ボランティアの活動
自粛や、福祉施設で
のボランティア受け入
れが無くなる状況等に
陥り、活動者のモチ
ベーションの低下や、
団体によっては、閉会
してしまったところもあ
り、ボランティア活動
者、団体への支援が
必要。感染症への警
戒レベル引き下げに伴
い、各団体が再度活
動をするにあたり、活
動内容の助言や新た
な活動先の紹介などを
インフォメーションを行
う。
また、ボランティア活動
を考えている人に向け
たプラットフォームの立
ち上げを検討し、運営
や新たな担い手の発
掘を行う。

概ね達成

感染症については、
警戒レベルが低く
なったが、施設側の
警戒は、続いている
状況であるため、新
たにボランティアを
受け入れる体制が
取りにくい状況であ
るため、既存のボラ
ンティア団体の要請
により、定例会議な
どへ出向き、ボラン
ティアセンターの方
向性や団体が直面
している課題につい
て、臨機応変に応じ
た。

20　（方向2施策1・2 ）



取組みの課題

基本方向

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

【２】地域で活躍する人材の確保

２．誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

地域で活躍する人が増える環境づくり

枚方市社会福祉協議会との連携強化

第４期（令和２年度～令和５年度）総括令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

第５期（令和7年度～令和11年度）について

取組実績

校区福祉活動参
加者数

校区福祉活動参
加者数

校区福祉活動参
加者数

校区福祉活動参
加者数

R２ R３ R４ R５
延２５，４９４人 延２５，５２６人 延３１，９７７人 延４２，１４４人

【市民活動課】
事業番号81「校区コミュニティ協議会
活動補助事業」へ統合する。

【健康福祉総合相談課・社会福祉協
議会】
通常のサロン活動における参加者の
固定化や活動内容のマンネリ化など
多くの課題は残っている。
また、若年層の関わりを増やすため
に、まずは地域福祉活動を知っても
らう機会は必要である。

【市民活動課】
全45校区において、
補助金を活用した
「校区福祉活動」が
実施されたため。

【健康福祉総合相談
課・社会福祉協議
会】
コロナ禍で活動が中
止となっていた校区
でも再開しつつあ
る。その中で情報交
流の場を設けること
で、新たな活動への
きっかけづくりとなっ
た。
また、研修会を通じ
て、障がい者への理
解を深めることで、
生きづらさなどに触
れてもらうことがで
き、地域での見守り
や声掛けなどの意
識づけができた。

【市民活動課】
引き続き「校区福祉活
動」が適切に実施され
るよう努める必要があ
る。

【健康福祉総合相談
課・社会福祉協議会】
校区福祉委員会の活
動において、コロナ禍
を経て、個別訪問の重
要性なども挙げられて
いることから、研修に
おいてはコミュニケー
ションや傾聴などを
テーマに実施し、校区
福祉委員のスキルアッ
プを図る。
また、情報共有の機会
を市内の校区にとどま
らず、他市など交流も
検討し、校区福祉委員
会の活動につなげて
いく。

【市民活動課】
引き続き「校区福祉活
動」が適切に実施され
るよう努める必要があ
るため各校区の事業
計画書や実績報告書
等において事業の実
施を確認する。

【健康福祉総合相談
課】
参加者が実施場所近
くの方に限定されるな
ど、参加者が固定化し
ている。また、校区福
祉委員会活動の担い
手が高齢化し、新たな
担い手が集まらない。
校区福祉活動を支援
する社会福祉協議会
の後方支援を行ってい
く。

【社会福祉協議会】
コロナ禍で長らく活動
が休止したことにより、
参加者、担い手共に、
地域離れが進み、活
動の空洞化、人つなが
りの希薄化が生じてお
り、活動のサポートが
必要。
いきいきサロンなど地
域活動は再開しつつ
あるが、開催方法や新
規参加者の確保、担
い手不足などの課題
は残っている。
会長研修や活動者研
修、エリア会議を通じ、
各校区の状況の共有
や当事者の声に耳を
傾ける機会などを設け
る。

【市民活
動課】
達成

【健康福
祉総合相
談課・社
会福祉協

議会】
概ね達成

【市民活動課】
全45校区において、
補助金を活用した
「校区福祉活動」が
実施されたため。

【健康福祉総合相談
課・社会福祉協議
会】
コロナ禍で通常のサ
ロン活動などは実施
できなかったが、個
別での見守り訪問
や感染症対策を講
じながらのサロン活
動などは実施でき、
新たな校区の強み
にもつながった。

【市民活
動課】
推進

【健康福
祉総合
相談課・
社会福
祉協議

会】
推進

【市民活動課】
校区コミュニティ活動補助金については、地域の自主性を尊重し、自立し
た活動を促進する観点から、令和元年度より、使途限定の特別事業で
あった「校区福祉活動」について、補助金交付の条件とした上で、各校区
のニーズに応じて柔軟に活用できる「基礎額」に移行し、全４５校区に補助
金を交付している。

【健康福祉総合相談課・社会福祉協議会】
令和2年度より新型コロナ感染症感染拡大の影響により、サロン活動の休
止が相次いだ。ただ、社協が発行する「社協にこにこ新聞」などを活用し、
インターホン越しでの会話や校区独自でのチラシを作成するなど個別での
見守り訪問を実施することができた。
新型コロナ感染症感染状況が落ち着きつつある中では、屋外でのサロン
活動や分散型での活動など、感染症対策を実施しながら、取り組んだ。

【市民活動課】
校区コミュニティ活動補助金に
ついては、地域の自主性を尊重
し、自立した活動を促進する観
点から、令和元年度より、使途
限定の特別事業であった「校区
福祉活動」について、補助金交
付の条件とした上で、各校区の
ニーズに応じて柔軟に活用でき
る「基礎額」に移行し、全４５校
区に補助金を交付している。

【健康福祉総合相談課・社会福
祉協議会】
エリアごとにエリア会議を開催
し、コロナ禍での困りごとや新た
な取り組みに関する情報共有の
機会を設けたり、手話講座など
を通じて視覚障がい者への理
解を深めた。
また、活動者リーダーを対象に
高次脳機能障がい」をテーマに
家族会の方を招いて研修会を
実施した。
令和５年度は校区福祉活動は
おおむね再開しており、引き続
き感染症対策を講じている。ま
た、食事会などを開催する校区
福祉委員会も増えてきている。

【市民活
動課】
達成

【健康福
祉総合相
談課・社
会福祉協

議会】
達成

76
校区福祉委員
会活動

市民活動課
健康福祉総合相
談課
社会福祉協議会

高齢者、障害（児）者、子育て中
の親子等の地域で自立生活を
行う上で支援を必要とする人々
が安心して生活できるよう地域
住民の参加と支え合い、たすけ
合い活動を小地域で行う体制を
構築することを目的とした校区
福祉活動を支援する。

21　（方向2施策1・2 ）



取組みの課題

基本方向

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

参加企業数 参加企業数 参加企業数 参加企業数
R２ R３ R４ R５

５企業 ４企業 ４企業 ５企業

５大学で実施した
事業に

参加した学生の人
数

５大学で実施した
事業に

参加した学生の人
数

５大学で実施した
事業に

参加した学生の人
数

５大学で実施した
事業に

参加した学生の人
数

R２ R３ R４ R５
９３４人 ９２２人 １，７９４人 ２，０８０人

【２】地域で活躍する人材の確保

２．誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

地域で活躍する人が増える環境づくり

事業者等との連携強化

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

推進
より多くの学生の参加を促進できるよ
う、各大学と密に連携し、積極的な情
報発信等に努める。

新型コロナウイルス
の感染拡大を受け、
事業数・参加人数と
も減少していたが、
直近２年間ではそれ
ぞれ回復してきたた
め。

CSR活動を行う企業
のコーディネートが
できた。

推進 今後も新規企業の問合せに対応す
る。

より多くの学生の参加
を促進できるよう、各
大学と密に連携し、積
極的な情報発信等に
努める。

より多くの学生の参加
を促進できるよう、各
大学と密に連携し、積
極的な情報発信等に
努める。

概ね達成

取組実績

企業からの問合せに対応。

「学園都市ひらかた推進協議会」として、地域に根差した生涯学習機会の
提供や、産学公の連携強化を実施するとともに、学生のボランティア参画
や教員の審議会等への参画など様々な連携を行った。

78
学園都市ひらか
た推進協議会

政策推進課

「学園都市ひらかた」の実現に
向けて、枚方市と枚方市内の５
大学で構成した協議会・幹事
会・事業部会を開催し、調査・研
究及び連絡調整を行う。

市関連事業における市内大学と
の連携として、枚方産学公連携
フォーラム２０２３などの事業を
実施した。
実施事業数：３４事業

新規企業の参加はなかった。 概ね達成
新規企業の参加の
問合せが無かった。

達成

令和４年度より多く
の事業を実施し、参
加人数も前年を上
回る結果となったた
め。

第５期（令和7年度～令和11年度）について

77
企業の社会・環
境貢献活動

農業振興課

 枚方市の東部地域に位置す
る、所有者の高齢化や後継者
不足により手入れが行き届かな
い里山において、ＣＳＲ活動の
一環として里山保全活動を希望
する企業に対し、活動フィールド
や指導するボランティア団体等
のコーディネートを行っている。

引き続き継続する
今後も新規企業の問
合せに対応する。

概ね達成

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

22　（方向2施策1・3 ）



取組みの課題

基本方向

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

掲載回数 掲載回数 掲載回数 掲載回数
R２ R３ R４ R５
１回 ― １回 ―

各校区の自主防
災訓練の訓練参

加者数

各校区の自主防
災訓練の訓練参

加者数

各校区の自主防
災訓練の訓練参

加者数

各校区の自主防
災訓練の訓練参

加者数

R２ R３ R４ R５
７１４人 １，７１２人 ４，２０９人 ５，６１０人

放送回数 放送回数 ― ―
R２ R３ ― ―
６回 ５回 ― ―

【２】地域で活躍する人材の確保

２．誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

コミュニティの活動支援

地域の情報発信の支援

――

推進

引き続き地区防災計画や個別避難
計画の取り組みなど、先進的な事例
を共有し、枚方市全体としての整理
や情報展開を行う。

見直し

事業名について、校区コミュニティ協
議会の活動状況をより詳しく知ること
ができる、「校区コミュニティ協議会広
報誌のホームページへの掲載」に変
更する。

― ― ― ―

広報ひらかたに記事掲載ができない年度もあったが、ホームページに「校
区コミュニティ協議会広報誌」を掲載するなど、他の情報媒体を活用し、地
域活動に関する情報を発信した。

地区防災計画や個別
避難計画の取り組み
など、校区の先進事例
を共有し、地域の防災
力を高めていく。

地区防災計画や個別
避難計画の取り組み
など、先進的な事例を
共有し、枚方市全体と
しての整理や情報展
開を行う。

達成

広域避難について、
地区防災計画として
策定した藤阪・田口
山・菅原校区の事例
や、内閣府のモデル
事業を実施した西
船橋自治会におけ
る個別避難計画の
策定の取組みにつ
いて事例を共有し
た。

広報ひらかたに記
事を掲載できない年
度があったため。

概ね達成

― ＦＭひらかたで
の情報発信

市民活動課

ＦＭひらかたで隔月第１月曜日
に放送（再放送は同週土曜日）
している「コミュニティひらかた」
にて地域活動に係る情報を提
供している。

― ―

達成

「枚方市自主防災組
織ネットワーク会議」
を６月及び１月に開
催し、校区自主防災
組織等と情報共有
を行った。

「枚方市自主防災組織ネット
ワーク会議」は６月、１月開催分
ともに、輝きプラザきららにて、
対面会議を実施した。
令和４年度に実施した個別避難
計画の策定について情報共有
を行うほか、避難所における
ペットの受入れについて各校区
と意見交換を行った。
また、消防庁が実施している
「防災意識向上プロジェクト」を
活用し、宮城県防災指導員によ
る東日本大震災における被災
経験等の講演を行った。

―

80
自主防災組織
ネットワーク会
議

危機管理対策推
進課

市内の自主防災組織間での情
報共有及び先進事例の水平展
開を目的に、年２回
「枚方市自主防災組織ネット
ワーク会議」を開催する。

第５期（令和7年度～令和11年度）について

79 広報ひらかたへ
の記事掲載

市民活動課
広報ひらかた掲載記事「コミュニ
ティのわ」にて地域活動に係る
情報を提供している。

ホームページに、校区コミュニ
ティ協議会の活動状況をより詳
しく知ることができる「校区コミュ
ニティ協議会広報誌」を掲載し、
地域活動に関する情報を発信し
た。

概ね達成

広報ひらかたへの
記事掲載は行わな
かったが、他の情報
媒体の活用により情
報を発信したため。

情報媒体などを活用し
ながら、地域活動に関
する情報を継続して発
信する。

情報媒体などを活用し
ながら、地域活動に関
する情報を継続して発
信する。

取組実績

第４期（令和２年度～令和５年度）総括令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

23　（方向2 施策2・1 ）



取組みの課題

基本方向

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

更なる地域活動
の活性化が図ら

れた校区数

更なる地域活動
の活性化が図ら

れた校区数

更なる地域活動
の活性化が図ら

れた校区数

更なる地域活動
の活性化が図ら

れた校区数
R２ R３ R４ R５

４５校区 ４５校区 ４５校区 ４５校区

校区福祉活動参
加者数

校区福祉活動参
加者数

校区福祉活動参
加者数

校区福祉活動参
加者数

R２ R３ R４ R５
延２５，４９４人 延２５，５２６人 延３１，９７７人 延４２，１４４人

会議体設置校区
数

会議体設置校区
数

会議体設置校区
数

会議体設置校区
数

R２ R３ R４ R５
４２校区 ４２校区 ４２校区 ４２校区

【市民活動課】
校区コミュニティ活動補助金については、地域の自主性を尊重し、自立し
た活動を促進する観点から、令和元年度より、使途限定の特別事業で
あった「校区福祉活動」について、補助金交付の条件とした上で、各校区
のニーズに応じて柔軟に活用できる「基礎額」に移行し、全４５校区に補助
金を交付している。

【健康福祉総合相談課・社会福祉協議会】
令和2年度より新型コロナ感染症感染拡大の影響により、サロン活動の休
止が相次いだ。ただ、社協が発行する「社協にこにこ新聞」などを活用し、
インターホン越しでの会話や校区独自でのチラシを作成するなど個別での
見守り訪問を実施することができた。
新型コロナ感染症感染状況が落ち着きつつある中では、屋外でのサロン
活動や分散型での活動など、感染症対策を実施しながら、取り組んだ。

【２】地域で活躍する人材の確保

２．誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

コミュニティの活動支援

住民参加による活動の支援

「校区福祉活動」の実施を条件とし、全４５校区に校区コミュニティ活動補
助金を交付した。

取組実績

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

各年度において全４
５校区補助金を交付
したため。

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

全小学校区に第２層協議体が設置さ
れるような働きかけを継続し、実際に
取り組まれている事例や助け合い活
動に発展した取組み等の情報を共有
することで、継続した活動となるよう、
それぞれの地域に応じた助け合いや
支え合いなど地域づくりの支援を図
る。

コロナ禍の影響によ
り中止していた地域
の取り組みが少しづ
つ再開されつつある
中で、通いの場とオ
ンライン教室を選択
して参加できるよう
に継続的に取り組
んだ。

実際に取り組まれてい
る事例や助け合い活
動に発展した取組み
等の情報を共有する
ための「交流会」を開
催し、継続した活動と
なるよう、それぞれの
地域に応じた助け合い
や支え合いなど地域
づくりの支援を図る。

全小学校区に第２層
協議体が設置されるよ
うな働きかけを継続
し、実際に取り組まれ
ている事例や助け合
い活動に発展した取
組み等の情報を共有
するための場を設ける
ことで、継続した活動
となるよう、それぞれ
の地域に応じた助け
合いや支え合いなど
地域づくりの支援を図
る必要がある。

概ね達成

コロナ禍の影響によ
り中止していた地域
の取り組みが継続
できるよう、通いの
場とオンライン教室
を選択して参加でき
るように継続的に取
り組んだ。

推進

【令和２年度】第２層協議体設置数：４２か所、コーディネーター設置数：４１
か所
【令和３年度】第２層協議体設置数：４２か所、コーディネーター設置数：４１
か所
【令和４年度】第２層協議体設置数：４２か所、コーディネーター設置数：４２
か所
【令和５年度】第２層協議体設置数：４２か所、コーディネーター設置数：４２
か所

【市民活
動課】
推進

【健康福
祉総合
相談課・
社会福
祉協議

会】
推進

【市民活動課】
事業番号81「校区コミュニティ協議会
活動補助事業」へ統合する。

【健康福祉総合相談課・社会福祉協
議会】
通常のサロン活動における参加者の
固定化や活動内容のマンネリ化など
多くの課題は残っている。
また、若年層の関わりを増やすため
に、まずは地域福祉活動を知っても
らう機会は必要である。

83
元気づくり・地域
づくりプロジェク
ト

健康づくり課

平成２７年度の介護保険制度改
正において「介護予防・日常生
活総合支援事業（以下、総合事
業という。）」が創設され、地域ぐ
るみで高齢者を支え、住み慣れ
た地域で過ごせる体制づくりを
推進するために、介護予防と生
活支援のサービスの一体的な
実施に向けた基盤整備を行って
いく。
住民参加による会議体の設置
により、地域を基盤とした体力・
元気づくり、参加・活躍・集いの
場づくり、暮らしのサポート体制
を構築していく。

令和5年度においても複数の通
いの場においてオンライン介護
予防教室を体験できる場（サテ
ライト教室）を定期的に提供し、
通いの場からオンライン教室へ
参加できる取り組みを継続して
行った。

概ね達成

【市民活
動課】
達成

【健康福
祉総合相
談課・社
会福祉協

議会】
達成

【市民活動課】
全45校区において、
補助金を活用した
「校区福祉活動」が
実施されたため。

【健康福祉総合相談
課・社会福祉協議
会】
コロナ禍で活動が中
止となっていた校区
でも再開しつつあ
る。その中で情報交
流の場を設けること
で、新たな活動への
きっかけづくりとなっ
た。
また、研修会を通じ
て、障がい者への理
解を深めることで、
生きづらさなどに触
れてもらうことがで
き、地域での見守り
や声掛けなどの意
識づけができた。

【市民活動課】
引き続き「校区福祉活
動」が適切に実施され
るよう努める必要があ
る。

【健康福祉総合相談
課・社会福祉協議会】
校区福祉委員会の活
動において、コロナ禍
を経て、個別訪問の重
要性なども挙げられて
いることから、研修に
おいてはコミュニケー
ションや傾聴などを
テーマに実施し、校区
福祉委員のスキルアッ
プを図る。
また、情報共有の機会
を市内の校区にとどま
らず、他市など交流も
検討し、校区福祉委員
会の活動につなげて
いく。

【市民活動課】
引き続き「校区福祉活
動」が適切に実施され
るよう努める必要があ
るため各校区の事業
計画書や実績報告書
等において事業の実
施を確認する。

【健康福祉総合相談
課】
参加者が実施場所近
くの方に限定されるな
ど、参加者が固定化し
ている。また、校区福
祉委員会活動の担い
手が高齢化し、新たな
担い手が集まらない。
校区福祉活動を支援
する社会福祉協議会
の後方支援を行ってい
く。

【社会福祉協議会】
コロナ禍で長らく活動
が休止したことにより、
参加者、担い手共に、
地域離れが進み、活
動の空洞化、人つなが
りの希薄化が生じてお
り、活動のサポートが
必要。
いきいきサロンなど地
域活動は再開しつつ
あるが、開催方法や新
規参加者の確保、担
い手不足などの課題
は残っている。
会長研修や活動者研
修、エリア会議を通じ、
各校区の状況の共有
や当事者の声に耳を
傾ける機会などを設け
る。

【市民活
動課】
達成

【健康福
祉総合相
談課・社
会福祉協

議会】
概ね達成

【市民活動課】
全45校区において、
補助金を活用した
「校区福祉活動」が
実施されたため。

【健康福祉総合相談
課・社会福祉協議
会】
コロナ禍で通常のサ
ロン活動などは実施
できなかったが、個
別での見守り訪問
や感染症対策を講
じながらのサロン活
動などは実施でき、
新たな校区の強み
にもつながった。

【市民活動課】
校区コミュニティ活動補助金に
ついては、地域の自主性を尊重
し、自立した活動を促進する観
点から、令和元年度より、使途
限定の特別事業であった「校区
福祉活動」について、補助金交
付の条件とした上で、各校区の
ニーズに応じて柔軟に活用でき
る「基礎額」に移行し、全４５校
区に補助金を交付している。

【健康福祉総合相談課・社会福
祉協議会】
エリアごとにエリア会議を開催
し、コロナ禍での困りごとや新た
な取り組みに関する情報共有の
機会を設けたり、手話講座など
を通じて視覚障がい者への理
解を深めた。
また、活動者リーダーを対象に
高次脳機能障がい」をテーマに
家族会の方を招いて研修会を
実施した。
令和５年度は校区福祉活動は
おおむね再開しており、引き続
き感染症対策を講じている。ま
た、食事会などを開催する校区
福祉委員会も増えてきている。

「校区福祉活動」の実施を条件
とし、全４５校区に校区コミュニ
ティ活動補助金を交付した。

達成
全４５校区に補助金
交付したため。

82

校区福祉委員
会活動
【事業番号76の
再掲】

市民活動課
健康福祉総合相
談課
社会福祉協議会

高齢者、障害（児）者、子育て中
の親子等の地域で自立生活を
行う上で支援を必要とする人々
が安心して生活できるよう地域
住民の参加と支え合い、たすけ
合い活動を小地域で行う体制を
構築することを目的とした校区
福祉活動を支援する。

第５期（令和7年度～令和11年度）について

81
校区コミュニティ
協議会活動補
助事業

市民活動課

高齢者、障害（児）者、子育て中
の親子等の地域で自立生活を
行う上で支援を必要とする人々
が安心して生活できるよう地域
住民の参加と支え合い、たすけ
合い活動を小地域で行う体制を
構築することを目的とした校区
福祉活動を支援する。
また、安全で魅力あるまちづくり
の推進及び地域住民の連携の
促進を図るため、校区コミュニ
ティ協議会に対し、校区コミュニ
ティ活動補助金を交付してい
る。

推進

引き続き「校区福祉活動」が適切に
実施されるよう努める必要があるた
め各校区の事業計画書や実績報告
書等において事業の実施を確認す
る。

引き続き「校区福祉活
動」が適切に実施され
るよう努める必要があ
る。

引き続き「校区福祉活
動」が適切に実施され
るよう努める必要があ
るため各校区の事業
計画書や実績報告書
等において事業の実
施を確認する。

達成

24　（方向2 施策2・2 ）



取組みの課題

基本方向

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

【２】地域で活躍する人材の確保

２．誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

コミュニティの活動支援

住民参加による活動の支援

取組実績

第４期（令和２年度～令和５年度）総括令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

第５期（令和7年度～令和11年度）について

参加した子どもに
おける満足度（楽
しかったと回答し

た割合）

参加した子どもに
おける満足度（楽
しかったと回答し

た割合）

参加した子どもに
おける満足度（楽
しかったと回答し

た割合）

参加した子どもに
おける満足度（楽
しかったと回答し

た割合）

R２ R３ R４ R５
― 約８８％ - 約８９％

補助金交付団体
数

補助金交付団体
数

補助金交付団体
数

補助金交付団体
数

R２ R３ R４ R５
２０団体 １９団体 １８団体 ２０団体

枚方子どもいきいき広場について、令和２、３年度は新型コロナウイルス
感染症感染拡大に伴い、活動や、団体代表者会議が中止等となり、本来
の取り組みができなかったが、令和４年度からは、新型コロナウイルス感
染症感染拡大前に近い実施状況となった。また、この間の児童への満足
度調査では、楽しかったという回答が約８０％以上あり、児童に対し、地域
の特色や多様性を活かしたプログラムを提供することで、児童の健全な育
成を図ることができた。

各実施団体による取組みが効果的になされるよう、地域や小学校等との
関係づくりを支援するとともに、食材の寄付やボランティアの募集、取次ぎ
を行うなど、団体の安定的な運営のため多方面からの支援を行った。ま
た、令和４年度には年に１回の開催でも補助金を交付する子どもの居場所
づくり推進事業（トライアル）補助金を新設し、新規団体の開設に向けた支
援に取り組んだ。

交付団体は増加し
たものの、未だ開設
に至っていない校区
が存在するため。

推進 実施場所となる施設の確保

各実施団体による取組みが効
果的になされるよう、地域や小
学校等との関係づくりを支援す
るとともに、食材の寄付やボラン
ティアの募集、取次ぎを行うな
ど、団体の安定的な運営のため
多方面からの支援を行った。ま
た、年に1回の開催でも補助金
を交付する子どもの居場所づく
り推進事業（トライアル）補助金
を1団体（1か所）に交付した。

更新団体：１７団体
新規団体：３団体
開催回数：延３７７回
子どもの平均参加人数：３８人
／回
トライアル補助金交付団体：１団
体

概ね達成

交付団体は増加し
たものの、未だ開設
に至っていない校区
が存在するため。

子ども食堂の開設が
求められる校区で、実
施主体となる団体等と
連携し、開設に向けた
支援を行う。

すべての子どもが子ど
も食堂を身近に利用で
きるよう、１校区１か所
の設置を目指し、子ど
もの居場所としての子
ども食堂の充実に取り
組む。

概ね達成

推進 引き続き、各校区の特色ある活動の
実施に向けて支援を行う。

引き続き、各校区の特
色ある活動の実施に
向けて支援を行う。

引き続き、各校区の特
色ある活動の実施に
向けて支援を行う。
アンケートについて、
令和３年度においては
児童全員に対してアン
ケートを実施したが、
参加した児童と参加し
なかった児童とのアン
ケートと指標との整合
性があっていないこと
から、令和５年度に向
けてアンケート内容及
び指標などの変更や
手法を再検討するとと
もに、令和４年度のア
ンケートの実施を見
送った。
また、令和５年度より
オープンスクエア事業
の実施にあたり、いき
いき広場事業とオープ
ンスクエア事業の参加
する児童がどの事業
に参加する児童かが
すぐにわからないた
め、各団体と個別に相
談する必要がある。

概ね達成

令和４年度以降は、
児童に対し、地域の
特色や多様性を活
かしたプログラムを
提供することができ
た。また、児童の満
足度調査では、約８
０％以上が楽しかっ
たと回答したため。

85
子どもの居場所
づくり（子ども食
堂）推進事業

子ども青少年政
策課

市では、「子どもの居場所づくり
推進事業」として、家で１人で食
事をとる、夜遅くまで１人で過ご
すといった環境にある子どもた
ちを対象に、食事や学習支援、
団らんの場の提供を行い、子ど
もたちを見守る活動（子ども食
堂）に取り組む市内の団体を支
援し、子どもの居場所づくりの充
実を推進しています。
この取り組みが市内でさらに広
がるよう、新たにはじめられる団
体を対象に、補助金の交付申し
込みに関する相談を随時お受
けし、審査のうえ、備品購入費
などの初期経費や、食材費など
の運営経費について補助を行
います。

４４校区のいきいき広場事業の
活動団体において感染症対策
を講じた上で、各校区の特色あ
る活動を実施した。なお、実施
回数は、延べ１，３１４回実施で
あった。
いきいき広場事業の活動団体
代表者会議については、感染症
対策を講じながら、７月、１１月
及び３月の計３回行い、活動報
告や取組内容などについて情
報交換を行った。

達成

各校区において、適
切に活動を実施す
ることができた。ま
た、児童への満足
度調査で、約８９％
が楽しかったと回答
したため。

84
枚方子どもいき
いき広場事業

放課後子ども課

これからの時代を生きる子ども
の「生きる力」を育むことを目的
として、市内45小学校区で、土
曜日の学校休業日を基本に、
地域の特色や多様性を活かし
たプログラムを児童健全育成事
業として実施する。地域団体や
ＮＰＯ等に対し支援・助成を行
う。

25　（方向2 施策2・2 ）



取組みの課題

基本方向

施策目標 災害時にも助け合える取組みの強化

具体的取り組み 避難行動要支援者などの支援体制の構築

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

避難行動要支援
者名簿登載者

避難行動要支援
者名簿登載者

避難行動要支援
者名簿登載者

避難行動要支援
者名簿登載者

R２ R３ R４ R５
１２，２２３人 １５，９９５人 １５，２１９人 １５，５５４人

作成部数 作成部数 作成部数 作成部数
R２ R３ R４ R５

２００，０００部 １０，０１５部 １０，０００部 ９，０００部

配布箇所 配布箇所 配布箇所 配布箇所
R２ R３ R４ R５

１９か所 １８か所 ２６か所 ４か所

【２】地域で活躍する人材の確保

２．誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

【障害支援課】
個別避難計画につ
いては、作成の優先
順位等検討すべき
事項が多く、今後、
取り組んでいく必要
があるため。

【健康福祉政策課】
「災害時要援護者名
簿」と「避難行動要
支援者名簿」の統合
を行い、災害時に支
援すべき対象者の
情報を一本化し、円
滑な避難支援につ
なげることができ
た。また、指定福祉
避難所の円滑な運
営に向けた協議や、
関係各課と連携した
個別避難計画の策
定に向けて、協議を
行った。

【危機管理対策推進
課】
モデル事業で実施し
た西船橋自治会で
の取り組みによる成
果を踏まえ、他自治
会で個別避難計画
を策定することがで
きた。

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

【障害支援課】
避難行動要支援者名簿登載への搭載要件を満たした方の情報を適切に
管理していくため、、『避難行動要支援者名簿システム』を導入し、名簿情
報の自主防災組織等への提供に活用した。また、システムを活用して、災
害対策本部図上訓練において、安否確認訓練も実施した。

【健康福祉政策課】
「災害時要援護者避難支援事業」における「災害時要援護者名簿」につい
て、平成２５年度より災害対策基本法の改正よって義務づけられた「避難
行動要支援者名簿」との統合を行いまた、指定福祉避難所の拡充、個別
避難計画の策定に向けて、課題整理を行った。

【危機管理対策推進課】
個別避難計画の作成について、内閣府モデル事業を活用し西船橋自治会
において５件の計画を策定した。
また、モデル事業で得た知見を踏まえ他自治会等で個別避難計画を３件
策定することができた。

掲載内容を厳選し、さらにデザ
インを一新するなど、より見やす
く必要な情報に触れやすい冊子
に改訂した。外国人住民の多国
籍化に対応するため日本語版
はやさしい日本語で表記。外国
語版は英語、中国語、韓国・朝
鮮語、スペイン語、ポルトガル
語、ベトナム語の６ヵ国語で発
行した。

達成

達成

防災に係る最新の
情報について防災
ガイドに反映させ
た。

「枚方市防災ガイド」において、
土砂災害（特別）警戒区域や緊
急交通路について最新の情報
を反映させた。

第５期（令和7年度～令和11年度）について

86

「避難行動要支
援者名簿」の取
組みや「災害時
要援護者避難
支援事業」の充
実及び支援体
制の構築

障害支援課
健康福祉政策課
危機管理対策推
進課

平成２５年度の災害対策基本法
改正により、市町村に作成が義
務付けられた「避難行動要支援
者名簿」を作成し地域の自主防
災組織等へ配布する。

また、災害発生時に自力で指定
避難場所まで避難することが困
難な高齢者や障害者を対象に、
避難行動を支援する「災害時要
援護者避難支援事業」を進め、
支援体制作りに取り組んでい
る。

【障害支
援課】
推進

【健康福
祉政策

課】
推進

【危機管
理対策
推進課】

推進

【障害支援課】
個別避難計画の作成委託について、
障害福祉サービス事業所と協議を進
めること。

【健康福祉政策課】
指定福祉避難所の拡充に向けて、機
能整備に係る費用等の支援制度の
検討を行い、各事業所へ福祉避難所
拡充に向けた説明会を行う。
また、個別避難計画の策定にあたっ
てのルールの整理を行い、策定に必
要な費用の予算積算・要求を行う。

【危機管理対策推進課】
支援するべき要支援者の優先順位
の高い者から、順次、作成する必要
がある。

【障害支援課】
令和５年度は、避難行
動要支援者名簿」の配
布時期が遅くなったこ
とから、６月の自主防
災組織ネットワーク会
議で配布できるよう取
り組む。

【健康福祉政策課】
指定福祉避難所の拡
充に向けて、機能整備
に係る費用等の支援
制度の検討を行い、各
事業所へ福祉避難所
拡充に向けた説明会
を行う。
また、個別避難計画の
策定にあたってのルー
ルの整理を行い、策定
に必要な費用の予算
積算・要求を行う。

【危機管理対策推進
課】
安否確認や避難支援
に関する取組みを実
施している自治会等を
中心に声掛けを行い、
個別避難計画の策定
に繋げていく。

令和３年５月に改正さ
れた災害対策基本法
において、避難行動要
支援者の円滑かつ迅
速な避難を図る観点
から、個別避難計画に
ついて作成が努力義
務化された。支援する
べき要支援者の優先
順位の高い者から、順
次、作成する必要があ
る。モデル事業で実施
した西船橋自治会で
の取り組みによる成果
を踏まえ、本市での個
別避難計画の策定を
広げていく。

「災害時要援護者名
簿」と「避難行動要支
援者名簿」の統合を行
い、災害時に支援すべ
き対象者の情報を一
本化し、円滑な避難支
援につなげる。
また、指定福祉避難所
の円滑な運営に向け
た協議や、関係各課と
連携した個別避難計
画の策定に向けて、引
き続き協議を行う。

【障害支
援課】

概ね達成

【健康福
祉政策

課】
概ね達成

【危機管
理対策推

進課】
概ね達成

【障害支援課】
新たに避難行動要支援者名簿
に登載された方について、同意
書を送付し、返送があった方に
ついて個人情報の提供の可否
を『避難行動要支援者名簿シス
テム』へ情報登録を行った。

【健康福祉政策課】
「災害時要援護者避難支援事
業」における「災害時要援護者
名簿」について、平成２５年度よ
り災害対策基本法の改正よって
義務づけられた「避難行動要支
援者名簿」との統合を行い、複
数あった災害時要配慮者情報
の集約を行った。
また、令和４年度から指定福祉
避難所の協定締結施設関係者
との意見交換会を実施し、指定
福祉避難所の拡充に向けて、課
題整理を行った。

【危機管理対策推進課】
個別避難計画の作成について、
内閣府モデル事業で得たノウハ
ウを活かして、自治会等におい
て３件の計画を策定した。

【障害支
援課】
達成

【健康福
祉政策

課】
達成

【危機管
理対策推

進課】
概ね達成

【障害支援課】
令和５年度も避難行
動要支援者名簿」を
作成し、地域の自主
防災組織等へ配布
できたから。

【健康福祉政策課】
これまでの課題で
あった両名簿の統
合を行い、福祉避難
所・個別避難計画に
ついて、次年度の実
行に向けて課題整
理を行うことができ
たため。

【危機管理対策推進
課】
内閣府モデル事業
に参画し、個別避難
計画を策定するとと
もにノウハウを得る
ことができた。

87 枚方市防災マッ
プ

危機管理対策推
進課

枚方市防災マップでは、洪水
（川の氾濫によるもの）浸水想
定や地震情報に加え、内水（雨
水管からあふれたものなどによ
る）浸水想定や土砂災害警戒区
域、活断層の概略図なども掲載
している。
また、掲載内容を充実するため
大判の地図型からＡ４冊子版に
体裁を変更し、見開きで内水ハ
ザードマップと洪水ハザードマッ
プを併記している。

88 外国人のための
枚方生活ガイド

観光交流課

市内在住外国人の方に必要な
情報を提供し、枚方での生活を
サポートするため、「外国人のた
めの枚方生活ガイド」を発行す
る。

紙面だけでなく、ウェブも活用して最
新の情報を提供できる仕組みづくりを
行う。

やさしい日本語での
表記、多言語化を実
施したため。

外国人市民に必要な
情報が届くよう、配布
場所を検討する

外国人市民が手に取
ることを想定し、掲載
内容を厳選し、読みや
すい表記に変更する。

達成

掲載内容を見直し、
誰にとっても読みや
すい内容に改善さ
れた。また、令和５
年度は生活ガイドの
改定の期間となった
ため配布箇所は少
ないが、毎年一定の
配布を行えたため。

推進

毎年掲載内容を全課に照会し内容を校正。
令和５年度は掲載内容を見直し、やさしい日本語での表記に変更。

推進
新たな土砂災害警戒区域や浸水想
定の変更等を反映させるなど適宜見
直しを行う必要がある。

ため池ハザードマップ
等や最新の防災情報
を掲載する。

浸水想定の変更など
「日本語版防災ガイド」
の大規模改訂にあわ
せて点字版・音訳版の
更新が必要。

達成

浸水想定の変更な
ど「日本語版防災ガ
イド」の大規模改訂
にあわせて点字版・
音訳版の更新を
行った。

「枚方市防災マップ」は令和３年度に「枚方市防災ガイド」に名称変更しま
した。
浸水想定の変更など「日本語版防災ガイド」の大規模改訂に伴う全戸配
布の他、点字版・音訳版の更新に取組みました。

26　（方向2 施策3・1 ）



取組みの課題

基本方向

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

各校区の自主防
災訓練の訓練参

加者数

各校区の自主防
災訓練の訓練参

加者数

各校区の自主防
災訓練の訓練参

加者数

各校区の自主防
災訓練の訓練参

加者数

R２ R３ R４ R５
７１４人 １，７１２人 ４，２０９人 ５，６１０人

【２】地域で活躍する人材の確保

２．誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

災害時にも助け合える取組みの強化

地域の取組み事例の情報発信

広域避難について、
地区防災計画として
策定した藤阪・田口
山・菅原校区の事例
や、内閣府のモデル
事業を実施した西
船橋自治会におけ
る個別避難計画の
策定の取組みにつ
いて事例を共有し
た。

取組実績

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

「枚方市自主防災組織ネット
ワーク会議」は６月、１月開催分
ともに、輝きプラザきららにて、
対面会議を実施した。
令和４年度に実施した個別避難
計画の策定について情報共有
を行うほか、避難所における
ペットの受入れについて各校区
と意見交換を行った。
また、消防庁が実施している
「防災意識向上プロジェクト」を
活用し、宮城県防災指導員によ
る東日本大震災における被災
経験等の講演を行った。

達成

「枚方市自主防災組
織ネットワーク会議」
を６月及び１月に開
催し、校区自主防災
組織等と情報共有
を行った。

推進

引き続き地区防災計画や個別避難
計画の取り組みなど、先進的な事例
を共有し、枚方市全体としての整理
や情報展開を行う。

第５期（令和7年度～令和11年度）について

89

自主防災組織
ネットワーク会
議
【事業番号80の
再掲】

危機管理対策推
進課

市内の自主防災組織間での情
報共有及び先進事例の水平展
開を目的に、年２回
「枚方市自主防災組織ネット
ワーク会議」を開催する。

地区防災計画や個別
避難計画の取り組み
など、校区の先進事例
を共有し、地域の防災
力を高めていく。

地区防災計画や個別
避難計画の取り組み
など、先進的な事例を
共有し、枚方市全体と
しての整理や情報展
開を行う。

達成

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

27　（方向2 施策3・2 ）



取組みの課題

基本方向

施策目標 災害時にも助け合える取組みの強化

具体的取り組み 災害ボランティアの充実

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

設置運営シミュ
レーション参加者

数

設置運営シミュ
レーション参加者

数

設置運営シミュ
レーション参加者

数

設置運営シミュ
レーション参加者

数

R２ R３ R４ R５
- ７８人 ８３人 ６０人

災害ボランティア
登録者数

災害ボランティア
登録者数

災害ボランティア
登録者数

災害ボランティア
登録者数

R２ R３ R４ R５
１９０人 １８８人 １３２人 １３２人

【２】地域で活躍する人材の確保

２．誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

災害ボランティアセ
ンター設置運営シ
ミュレーションを継続
して実施し、ICTを活
用した取り組み災害
時に活用できる運
営づくりを進めるこ
とができた。

91

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

災害時を想定し
支援ボランティ
アを対象とする
研修

健康福祉政策課
社会福祉協議会

災害に備えた支援体制づくりを
すすめるため、災害ボランティア
の養成を進めるほか、既にボラ
ンティア登録している人に対して
の研修を実施する。

第５期（令和7年度～令和11年度）について

90

災害ボランティ
アセンター設置・
運営シミュレー
ション

健康福祉政策課
社会福祉協議会

災害に備えた支援体制づくりを
すすめるため、防災訓練や災害
時ボランティアセンターの設置・
運営訓練を実施し、災害時に備
え取り組む。

災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーションを継続して開催すると
ともに、ICTを活用した取り組みや、関係機関同士の連携強化を図るなど、
災害の発生に伴って突発的に設置することになる災害ボランティアセン
ターの迅速かつ円滑に運営に向けた取り組みを行った。

災害に備えた支援体
制づくりをすすめるた
め、引き続き災害時ボ
ランティアセンターの
設置・運営訓練を実施
し、災害時における地
域との連携を想定した
取り組みの強化を進
める。

災害ボランティアセン
ター設置運営シミュ
レーションを継続して
実施し、災害ボラン
ティアや社協の職員な
どが顔の見える関係を
構築に努める。
また、引き続きＧｏｏｇｌｅ
フォーム等を活用し、
災害時に活用できる運
営づくりを進めていく。

達成

課題を踏まえた
令和６年度の取組

令和５年度実績

推進

災害に備えた支援体制づくりをすす
めるため、引き続き災害時ボランティ
アセンターの設置・運営訓練を実施
し、災害時における地域との連携を
想定した取り組みの強化を進める。

推進

災害に備えた支援体制づくりをすす
めるため、引き続き災害ボランティア
の現任研修や養成講座を開催し、災
害ボランティアの登録者数を増やして
いくための取り組みを進める。

3月3日によどがわ防災まつりと
同時開催で、登録している災害
ボランティアの方に対して、災害
現場に携わった日本赤十字社
の職員から災害対応の実態に
ついて学ぶ現任研修を実施し
た。
災害ボランティアの養成講座の
開催については、参加希望者の
減少から、令和５年度は開催す
ることができなかった。

１０月１４日に市内を震源とする
大規模災害を想定した災害ボラ
ンティアセンター設置・運営シ
ミュレーションを実施し、ICTを活
用したスムーズな運営に取り組
んだ。また、実施にあたっては、
枚方市が主催する「ひこ防’Z」と
連携して取り組み、関係機関同
士の連携強化に努めた。

達成

災害に備えた支援
体制づくりを進める
だけでなく、平時か
らの関係機関同士
の連携強化に努め
ることができた。

概ね達成

災害ボランティアの
現任研修を開催し、
災害に備えた支援
体制づくりを進める
ことができたが、災
害ボランティアの養
成講座の開催する
ことができず、新規
の災害ボランティア
の登録につなげるこ
とができなかった。

災害ボランティアの現任研修を継続して開催することによって、市民への
更なる災害ボランティア活動の周知・啓発に取り組むことができた。しかし
ながら、災害ボランティアの高齢化等に伴い、枚方市で登録されている災
害ボランティアの登録者数が減少するほか、養成講座への参加希望者数
の減少に伴い、令和４年度まで開催していた養成講座の参加者数が減少
していることから、災害ボランティアの担い手の確保に向けた取り組みの
検討が課題となった。

災害ボランティア活動
の促進に向けて、引き
続き、現任研修を実施
するとともに、新たな
災害ボランティアの担
い手を確保に向けた
養成講座の開催に向
けて、課題整理を行
う。
また、多くの市民から
活動への協力が得ら
れるよう、地域住民等
を対象とした研修や講
習会の開催に取り組
む。

引き続き、災害ボラン
ティアの養成講座を開
催し、新規災害ボラン
ティアの登録を進めて
いく。
また、関係機関や関係
団体との協定なども含
め、平時からのつなが
りづくりを行う。

概ね達成

災害ボランティアの
現任研修等を開催
し、災害ボランティア
の養成を進めていく
ことができたが、災
害ボランティアの登
録者数を増やすこと
ができなかった。

28　（方向2 施策3・3 ）



取組みの課題

基本方向

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

拠点となる自治
会館の整備によ
り自治会活動の
活性化が図られ
た自治会の数

助成件数 助成件数 助成件数

R２ R３ R４ R５
８自治会 ４件 ７件 １０件

登録数 登録数 登録数 登録数
R２ R３ R４ R5

１１６か所 １１１か所 １１０か所 １０６か所

補助金交付団体
数

補助金交付団体
数

補助金交付団体
数

補助金交付団体
数

R２ R３ R４ R５
２０団体 １９団体 １８団体 ２０団体

各実施団体による取組みが効
果的になされるよう、地域や小
学校等との関係づくりを支援す
るとともに、食材の寄付やボラン
ティアの募集、取次ぎを行うな
ど、団体の安定的な運営のため
多方面からの支援を行った。ま
た、年に1回の開催でも補助金
を交付する子どもの居場所づく
り推進事業（トライアル）補助金
を1団体（1か所）に交付した。

更新団体：１７団体
新規団体：３団体
開催回数：延３７７回
子どもの平均参加人数：３８人
／回
トライアル補助金交付団体：１団
体

取組実績

新型コロナウイルス感染症が５
類に移行したことで自粛してい
た活動を再開する運びとなっ
た。運営側の高齢化等で登録
廃止の申出があった際は、まず
は廃止以外の選択肢を提示し、
活動継続方法について相談に
応じた。また、代表者の死去等
により連絡がとれない拠点に
は、地域包括支援センターと連
携し、代表者変更や廃止の手続
きをした。

申請内容に基づき
適正に助成を行っ
た。

各実施団体による取組みが効果的になされるよう、地域や小学校等との
関係づくりを支援するとともに、食材の寄付やボランティアの募集、取次ぎ
を行うなど、団体の安定的な運営のため多方面からの支援を行った。ま
た、令和４年度には年に１回の開催でも補助金を交付する子どもの居場所
づくり推進事業（トライアル）補助金を新設し、新規団体の開設に向けた支
援に取り組んだ。

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

【２】地域で活躍する人材の確保

２．誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

地域の活動拠点への支援

地域の活動拠点の整備等への助成

第５期（令和7年度～令和11年度）について

92 自治会館の建
設助成

市民活動課

地域活動の拠点であり、住民の
連携を促進するために重要な役
割を果たす自治会館の建設や
バリアフリー化等に係る費用の
助成を行っている。

各年度において改修等に係る助成を実施した。
市内の自治会館の半
数以上が築３０年以上
を経過しており、今後
老朽化等により、様々
な箇所の改修ニーズ
への対応が必要となっ
てくる

市内の自治会館の半
数以上が築30年以上
を経過しており、今後
老朽化等により、様々
な箇所の改修ニーズ
への対応が必要となっ
てくる為自治会のニー
ズに応じ、助成金を交
付すること等を通じ
て、自治会館の維持
管理を支援していく。

達成

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

改修等に係る助成を以下のとお
り実施した。

令和5年度：改修6件、土地賃借
１件、耐震改修3件

達成

93 高齢者居場所
づくり事業

健康づくり課

高齢者居場所づくり事業は、高
齢者が住み慣れた地域の中
で、健康でいきいきとした暮らし
ができるように、自由に集まり、
交流することができる場所を創
るため、実施場所の登録と情報
提供をする。
一人ひとりが、それぞれの人生
の主役です。地域の中で人とつ
ながり、居場所があって、役割
があって、することがある。集う
人々にとって「やらされ感や義
務感」ではなく、「やりがい感や
満足感」が生まれる場所、本市
ではそのような居場所づくりを目
指している。

推進

市内の自治会館の半数以上が築30
年以上を経過しており、今後老朽化
等により、様々な箇所の改修ニーズ
への対応が必要となってくる為自治
会のニーズに応じ、助成金を交付す
ること等を通じて、自治会館の維持
管理を支援していく。

交付団体は増加し
たものの、未だ開設
に至っていない校区
が存在するため。

推進

推進

運営側のみならず参加者も高齢化し
ていることから、活動継続に課題を抱
える居場所が増えており、活動を維
持するための更なる支援の方法等を
検討する。

実施場所となる施設の確保

数年間の活動自粛
期間があったもの
の、登録数はR2年
度末から8.6％の減
少にとどまっている
ため。

申請内容に基づき
適正に助成を行っ
た。

94

子どもの居場所
づくり（子ども食
堂）推進事業
【事業番号85の
再掲】

子ども青少年政
策課

市では、「子どもの居場所づくり
推進事業」として、家で１人で食
事をとる、夜遅くまで１人で過ご
すといった環境にある子どもた
ちを対象に、食事や学習支援、
団らんの場の提供を行い、子ど
もたちを見守る活動（子ども食
堂）に取り組む市内の団体を支
援し、子どもの居場所づくりの充
実を推進しています。
この取り組みが市内でさらに広
がるよう、新たにはじめられる団
体を対象に、補助金の交付申し
込みに関する相談を随時お受
けし、審査のうえ、備品購入費
などの初期経費や、食材費など
の運営経費について補助を行
います。

概ね達成概ね達成

概ね達成

相談に応じること
で、令和４年度から
令和５年度の登録
数減少を3.6％に留
めることができたた
め。

居場所が地域の健康
づくりの拠点となるべく
活動継続に資する情
報提供を行う等、支援
を継続する。

活動の自粛が続くこと
による運営側の意欲
低下に対し、状況に応
じた活動支援が必要。

交付団体は増加し
たものの、未だ開設
に至っていない校区
が存在するため。

子ども食堂の開設が
求められる校区で、実
施主体となる団体等と
連携し、開設に向けた
支援を行う。

すべての子どもが子ど
も食堂を身近に利用で
きるよう、１校区１か所
の設置を目指し、子ど
もの居場所としての子
ども食堂の充実に取り
組む。

【令和２年度】登録団体数：１１６か所
【令和３年度】登録団体数：１１１か所
【令和４年度】登録団体数：１１０か所
【令和５年度】登録団体数：１０６か所 概ね達成
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取組みの課題

基本方向 ２．誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

施策目標

具体的取り組み 市内施設の活用や事業者との連携による地域福祉活動の支援

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

行政利用枠で貸
室を確保した件

数

行政利用枠で貸
室を確保した件

数

行政利用枠で貸
室を確保した件

数

行政利用枠で貸
室を確保した件

数

R２ R３ R４ R５
３１件 ７７件 ９５件 ８６件

相談会参加者数 相談会参加者数 相談会参加者数 相談会参加者数

R２ R３ R４ R５
― ４８件 ７８件 ６４件

第５期（令和7年度～令和11年度）について

95 市が所有する施
設の活用

健康福祉政策課

地域が行う地域福祉活動を支
援するために、公共施設へ利用
許可申請を行うことで、活動場
所を確保する。

健康福祉政策課にて行政利用枠で貸室を確保した件数
R2：31件
R3：77件
R4：95件
R5：86件

第４期においては、
コロナ禍や総合福
祉会館の設備故障
により、貸室使用を
中止とせざるを得な
い状況となったた
め。

推進

引き続き、地域が行う地域福祉活動
を支援するために、公共施設へ利用
許可申請を行い、活動場所を確保す
る。

引き続き、地域が行う
地域福祉活動を支援
するために、公共施設
へ利用許可申請を行
い、活動場所を確保す
る。

感染症拡大防止や設
備故障により、貸室使
用が中止となって活動
の場が減少する場合
がある。

概ね達成

取組実績

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

社会福祉法人の高齢・障害・児
童施設の専門職と社協のCSW
が連携・協力し、市内の商業施
設（イズミヤ、アルプラザ）２箇所
で、計４日間「ふくしなんでも出
張相談会」を開催し、福祉に関
するあらゆる相談に、専門職が
連携し横断的に対応した。また
課題を抱えた世帯の個別相談
にも施設職員とCSWが連携して
対応し、生活困窮者レスキュー
事業を利用する等、社会福祉施
設と連携した支援を行った。

いきいきサロンや子育てサロン
等での利用について、８６件行
政利用枠として確保し、福祉活
動の会場確保の支援を行った。
総合福祉会館の設備故障によ
り一定期間、貸室使用を中止し
た。

概ね達成

総合福祉会館の設
備故障により一定期
間、貸室使用を中止
したため。

96
事業者による地
域交流スペース
の提供

健康福祉総合相
談課
社会福祉協議会

枚方市内社会福祉法人が連携
して福祉課題解決に向け取り組
みを行う「枚方市社会福祉施設
地域貢献連絡会」とコミュニティ
ソーシャルワーカーが連携した
事業展開を図る。
コミュニティワーカー等が企業や
商店会・事業所と地域の橋渡し
的役割を担う。

推進

各社会福祉法人が、地域貢献活動
や施設間連携の必要性は十分理解
し、取り組む意欲もあるが、各施設の
状況としてコロナ禍の利用者対応や
人員不足等もあり、地域貢献活動に
十分注力できない現状がある。

概ね達成

コロナ禍で中止して
いた活動がほぼ再
開され、施設職員と
商業施設と連携した
「ふくしなんでも相談
会」の開催や、生活
困窮者レスキュー事
業等を活用した連
携支援を行うことが
できた。

施設の専門職が連携
して実施している「ふく
しなんでも相談会」を
定期的な取り組みとし
て継続実施すると共
に、今後も各法人の強
みを生かし、高齢、障
害、児童の各施設が
連携した相談対応等、
様々な地域貢献活動
を実施していく。

企業の理解、協力もあ
り、商業店舗での相談
会も定着し、市民から
福祉に関する様々な
困りごと相談が多数寄
せられている。一方で
商業施設の一角で実
施しているため、相談
者のプライバシーの確
保が課題となってい
る。間仕切りをしたり、
独立した相談スペース
を確保する等の配慮を
行っているが、センシ
ティブな相談等は各施
設等や相談機関で別
日に相談対応するよう
コーディネートを行って
いる。

概ね達成

コロナ禍で活動が一
旦停止したが、徐々
に活動を再開し、令
和４年度からは様々
な活動を実施した。
施設と社協CSWが
連携して個別相談
するケースも増えて
きており、横断的な
連携支援ができた。

社会福祉法人の高齢・障害・児童施設の専門職と社協のCSWが連携・協
力し、市内の商業施設（イズミヤ、アルプラザ）２箇所で、「ふくしなんでも出
張相談会」を開催し、福祉に関するあらゆる相談に、専門職が連携し横断
的に対応した。

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

【２】地域で活躍する人材の確保

地域の活動拠点への支援

30　（方向2施策4・2 ）



取組みの課題

基本方向 誰もが支え合い尊重し合える意識づくり

施策目標

具体的取り組み 福祉や人権に関する理解促進のための啓発・情報発信

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

参観者の満足度
（アンケートで「よ
かった」「とてもよ
かった」と回答の

あった割合）

参観者の満足度
（アンケートで「よ
かった」「とてもよ
かった」と回答の

あった割合）

参観者の満足度
（アンケートで「よ
かった」「とてもよ
かった」と回答の

あった割合）

参観者の満足度
（アンケートで「よ
かった」「とてもよ
かった」と回答の

あった割合）

R２ R３ R４ R５
９４％ ９３％ ９５％ ９７％

養成者数 養成者数 養成者数 養成者数
R２ R３ R４ R５

１２人 ９０人 ６９人 ９９人

ゲートキーパー研
修開催回数

ゲートキーパー研
修開催回数

ゲートキーパー研
修開催回数

ゲートキーパー研
修開催回数

R２ R３ R４ R５
２回 － 1回 ４回

参加者数 参加者数 参加者数 参加者数
R２ R３ R４ R５
－ ８５人 - ２７４人

参加者数
参加者数

（令和４年３月末
再生回数）

参加者数 参加者数

R２ R３ R４ R５
― 約９００回 約１，０００人 約１，３００人

第５期（令和7年度～令和11年度）について

97 人権啓発事業 人権政策課

人権が尊重されるまちづくりを
めざして、啓発事業を実施す
る。
人権文化セミナーとして、高齢
者、女性、障害者などさまざまな
人権問題に関する講演会や映
画会などを実施し、市民の人権
意識の高揚を図る。
連続講座「生きること」として、講
師が自らの体験を一人称で語
り、その生き様を通して参加者
に「生きること」とは何かを考え
てもらう。
人権週間事業として毎年12月4
日から10日の「人権週間」に併
せて街頭啓発や講演会などを
実施し、市民の人権意識の高揚
を図る。
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
事業として毎年１２月１０日から
１６日の「北朝鮮人権侵害問題
啓発週間」に併せて拉致問題を
はじめとする人権侵害問題に関
するパネル展などを実施し、市
民の関心と認識を深める。

推進

より多くの市民が高い満足度で参加
し、人権問題を身近なこととして感じ
てもらえるような内容を企画する必要
がある。

特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協
会や関係機関等との
更なる連携を図り、引
き続き事業を実施して
いく。

事業委託先の特定非
営利活動法人枚方人
権まちづくり協会や関
係機関等との更なる連
携を図るとともに、人
権尊重のまちづくり基
本計画策定の際に課
題として見えた認知度
が低い人権問題への
啓発や、ターゲットを
定めた効果的な啓発
などの事業内容も検
討していく。

達成

取組実績

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

令和２年度はコロナ禍により、中止や実施時期を変更するなど影響を受け
た事業があった。令和３年度以降は、計画のとおり事業を実施しており、
満足度については上昇の傾向にある。

98
認知症サポー
ター養成講座

健康福祉政策課

高齢者が認知症になっても地域
の中で尊厳を持ち、できるだけ
自立した生活を維持し、安心し
て暮らせるよう、認知症への理
解を深めるための普及・啓発の
推進を目的として、認知症につ
いて理解する認知症サポーター
の養成講座を小・中学校にて開
催する。

推進

推進

児童・生徒に対して認知症について
の理解がより深まるよう、認知症サ
ポーター養成講座の開催や、認知症
への理解促進に向けた普及・啓発等
の取組を行う。

99
ゲートキーパー
研修

保健医療課

自殺の危機を示すサインに気づ
き、声をかけ、話を聞いて、必要
な支援に繋ぎ、見守る「ゲート
キーパー」の研修を行う。

家族や友人など身近な方と接す
る際に、自殺の危険に気づき、
声掛けや支援につなぐ機会にな
るように一人でも多くの人に知っ
てもらうため、市民及び市職員、
人権地区養護委員会、関西医
大看護学生向けにゲートキー
パー養成研修を計４回実施し
た。

達成

達成

児童・生徒に対して
認知症についての
理解がより深まるよ
う、認知症サポー
ター養成講座や認
知症フレンドリー
キッズ授業など認知
症に関する講座の
開催を行った。

児童・生徒に対して認
知症についての理解
がより深まるよう、認
知症サポーター養成
講座の開催や、認知
症への理解促進に向
けた普及・啓発等の取
組を行う。

児童・生徒に対して認
知症についての理解
がより深まるよう、認
知症サポーター養成
講座など、認知症に関
する講座の開催に努
める。

達成

推進

自立支援協議会幹事会との連携を
密にし、計画的にイベントを企画し、
障害への正しい理解に繋がるよう周
知啓発を図る。

悩んでいる人に寄り添い、関りを通し
て「孤独・孤立」を防ぎ、自殺対策の
最も身近な支援となるゲートキー
パーの役割について、認知度向上を
図り、周知啓発について検討する。市
民や関係機関職員など幅広い層に
対し、理解を促すようゲートキーパー
研修を開催する。

100
ほっこりひらか
た

障害企画課

障害に対する正しい理解を深
め、地域において、障害がある
人もあらゆる社会生活に参加
し、いきいきと活動できる社会の
実現を目指す啓発イベント「ほっ
こりひらかた」を開催する。

障害に対する正しい理解を深
め、地域において、障害がある
人もあらゆる社会生活に参加
し、いきいきと活動できる社会の
実現を目指すため、1月2月3月
と3回にわたり、講演会を実施し
た。

達成

講演会を実施し、障
害に対する正しい理
解を深め、地域にお
いて、障害がある人
もあらゆる社会生活
に参加し、いきいき
と活動できる社会の
実現を目指すため
の啓発ができた。

誰もがさまざまな立
場からゲートキー
パーとしての役割を
担うことができる中
で、市民や市職員を
はじめ、より多くの
人に研修を実施す
ることができた。

自殺の危険に気づき、
適切な対応をとること
ができる「ゲートキー
パー」について、より多
くの人に知ってもらえ
るよう周知啓発を図
り、ゲートキーパー研
修の開催に努める。

悩んでいる人に寄り添
い、関りを通して「孤
独・孤立」を防ぎ、自殺
対策の最も身近な支
援として、市民に幅広
く理解を促す。

概ね達成

101 社協ふくしフェス
ティバル

社会福祉協議会

社会福祉協議会が実施する各
種事業の紹介や社会福祉協議
会と共に地域で活動するボラン
ティア・福祉団体・施設・関係団
体の活動や発表を行うなど、地
域福祉活動やボランティア活動
を広く市民に広報するための催
しを開催している。

推進

出展希望団体に対して出店場所が飽
和しており、新たな出展団体を呼び
掛ける枠が少なくなっているため工夫
が必要。
学校との連携について、枚方なぎさ
高校以外との連携にも着手していか
なければならない。

令和５年度には完全対面式で、
総合文化芸術センターと共催
で、完全対面式で開催した。
【メインイベント】ボッチャ大会
参加１２チーム（1チーム3人）優
勝は枚方なぎさ高校卒業生チー
ム（２連覇）
大阪ボッチャ協会による講演あ
り
【ミニステージ】（芝生エリア）
手話パフォーマンス等6団体
【館内企画】スタンプラリー５００
人・体験型展示１７ブース・団体
パネル展示１４団体
【屋外模擬店】１６ブース

達成

全体的に昨年度の
内容をより充実させ
た内容での実施が
できた。昨年度課題
に挙げていた、ブー
スの場所が足りない
ということについて
は、総合文化芸術
センターとの共催に
より、芝生エリアを
活用することで模擬
店の数を増やすこと
ができ、石段でミニ
ステージを実施する
ことができたため、
達成の評価が妥当
だと考える。

現状の取り組みを継
続しつつ、新しい取り
組みを工夫して取り入
れていく。具体的には
メイン企画だったボッ
チャ大会の開催形式
の変更を検討中。また
広く市民へ対して福祉
に関心を持つ人が増
えるような呼びかけや
企画を工夫して実施し
ていく。

令和４年度より本会と
長年関わりのある団体
に加え、市内で新しく
活動をスタートさせて
いるテーマ型福祉活動
団体との積極的な連
携を目的に、新たな団
体にも参加を呼び掛け
て、実際に参加団体が
増えている。
そのことで、ラポール
ひらかたのみではブー
ス不足となりつつある
ため、今後は隣の総
合文化芸術センターと
の連携協力をさらに進
めていくことが必要と
なっている。

達成

新型コロナウイルスの影響を受け、令和２年度は中止、令和３年度は
YouTubeを活用したオンライン開催となった。令和４年度には対面＆オンラ
インのハイブリッド式で実施した。令和５年度には完全対面式で、総合文
化芸術センターとのコラボレーションとして芝生エリアの活用を行った。ま
た、令和４年度より、来場者数を増やすために従来のチラシでの周知に加
えて、SNSを活用した周知（カウントダウン式での投稿）を加えるなどの工
夫を行った。
令和４年度は３０団体、令和５年度は４０団体がブース出展などで参加し
た。令和３年以降は、コロナ禍以前よりも多様な団体と連携するために、
本会の助成金を受けて活動するテーマ型福祉活動団体などにも参加を呼
びかけ、キッチンカーやオンライン配信などの取り組みで協働した。さら
に、学校との連携として、大阪府立枚方なぎさ高校とオリジナルグッズの
作成やボッチャ大会への参加等で協働を行った。

来場者数も年々増
加している。ボッチャ
大会は２年連続３０
人を超える申し込み
があり、なぎさ高校
美術部（現OB）が２
連覇した。令和５年
度は藤阪校区福祉
委員会が準優勝す
るなど、地域での広
がりも出てきており、
市民への福祉への
理解広めるための
役割を十分に果たし
ているといえる。

児童・生徒に対して
認知症についての
理解がより深まるよ
う、認知症サポー
ター養成講座や認
知症フレンドリー
キッズ授業など認知
症に関する講座の
開催を行った。

事業委託先の特定
非営利活動法人枚
方人権まちづくり協
会や関係機関等と
連携し、事業を実施
することができ、ま
た参加者の満足度
も上昇しているた
め。

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

児童・生徒を対象に認知症サ
ポーター養成講座を１回開催し
た。認知症フレンドリーキッズ授
業を小学校７校に対して実施、
５０１人が受講した。

【連続講座「生きること」】
講座実施数：３回
参加人数：延１４４人
（講師都合により講座１回が中
止）

【人権文化セミナー】
講演会「落語で伝える戦争　～
創作落語『防空壕』に込めた願
い～」
講師：桂花團治氏
参加人数：９３人

【人権週間事業】
人権週間の街頭啓発を枚方市
駅、樟葉駅、長尾駅で行った。
人権擁護委員による人権悩み
ごと相談と、ウクライナ出身の歌
手でバンドゥーラ奏者であるナ
ターシャ・グジー氏によるコン
サートを実施した。なお、コン
サートと併せて北朝鮮人権侵害
問題啓発週間事業の啓発パネ
ル展およびDVD「めぐみ」の上
映も実施した。

達成

事業委託先の特定
非営利活動法人枚
方人権まちづくり協
会や関係機関等と
連携し、事業を実施
することができ、ま
た参加者の満足度
も上昇しているた
め。

児童・生徒を対象に認知症サポーター養成講座を適宜開催するとともに、
令和４年度・５年度には、認知症フレンドリーキッズ授業を小学校に対して
実施するなど、理解促進を図った。

達成

講演会を実施し、障
害に対する正しい理
解を深め、地域にお
いて、障害がある人
もあらゆる社会生活
に参加し、いきいき
と活動できる社会の
実現を目指すため
の啓発ができた。

コロナ禍において、イベントを開催できない時期があったが、障害者週間
にポスター掲示をするなど、周知啓発に取り組んだ。また、講演会を実施
し、障害に対する正しい理解を深め、地域において、障害がある人もあら
ゆる社会生活に参加し、いきいきと活動できる社会の実現を目指すための
啓発ができた。

R2年度から4年度に
おいてはコロナ禍の
ため、ゲートキー
パー研修の開催が
困難であったが、自
殺対策としての周知
啓発に努めながら、
可能な限り研修の
開催を行った。

自殺対策を支える人材の育成として、ゲートキーパー研修については、市
民向けのほか、看護学部の学生向けや人権擁護委員向けなど、計４回、
実施した。

【３】家庭、地域、社会への福祉意識の浸透

福祉意識の向上

広く、正しく障害への
理解を深めていただく
には、継続的にイベン
トを開催し、より多くの
方に参加していただく
ことで、更なる周知啓
発を図る必要がある。

自立支援協議会幹事
会との連携を密にし、
計画的にイベントを企
画し、障害への正しい
理解に繋がるよう周知
啓発を図る。

31　（方向3 施策1・1 ）



取組みの課題

基本方向 誰もが支え合い尊重し合える意識づくり

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

提供事業者数 提供事業者数 提供事業者数 提供事業者数
R２ R３ R４ R５

―
２法人（紹介動画

への協力）
２１法人 ２４法人

寄附のあった企
業等の数

寄附のあった企
業等の数

寄附のあった企
業等の数

寄附のあった企
業等の数

R２ R３ R４ R５
３５企業 １３企業 １４企業 ６企業

参加企業数 参加企業数 参加企業数 参加企業数
R２ R３ R４ R５

５企業 ４企業 ４企業 ５企業

５大学で実施した
事業に参加した

学生の人数

５大学で実施した
事業に参加した

学生の人数

５大学で実施した
事業に参加した

学生の人数

５大学で実施した
事業に参加した

学生の人数

R２ R３ R４ R５
９３４人 ９２２人 １，７９４人 ２，０８０人

第５期（令和7年度～令和11年度）について

102

社会福祉法人と
コミュニティソー
シャルワーカー
等との連携によ
る出張相談会な
ど

健康福祉総合相
談課
社会福祉協議会

枚方市内社会福祉法人が連携
して福祉課題解決に向け取り組
みを行う「枚方市社会福祉施設
地域貢献連絡会」とコミュニティ
ソーシャルワーカーが連携した
事業展開を図る。コミュニティ
ワーカー等が企業や商店会・事
業所と地域の橋渡し的役割を担
う。

コロナ禍で活動が一
旦停止したが、徐々
に活動を再開し、令
和４年度からは様々
な活動を実施した。
施設と社協CSWが
連携して個別相談
するケースも増えて
きており、横断的な
連携支援ができた。

推進

各社会福祉法人が、地域貢献活動
の意義や施設間連携の趣旨は十分
理解し、目的の共有はできているが、
施設の状況としてコロナ禍の利用者
対応や人員不足もあり、十分に取り
組めない現状がある。

施設の専門職が連携
して実施している「ふく
しなんでも相談会」を
定期的な取り組みとし
て継続実施すると共
に、今後も各法人の強
みを生かし、高齢、障
害、児童の各施設が
連携した相談対応等、
様々な地域貢献活動
を実施していく。

コロナ禍の規制も緩和
し、対面での情報共有
を増やしていく。対面
での交流が法人間で
の連携がしやすいとい
う声がある中、Zoom
の活用により参加しや
すい等の意見があり
会員の参加率も多く
なっている。内容に合
わせて参加形体変え
ていく必要がある。

概ね達成

社会福祉法人の高齢・障害・児童施設の専門職と社協のCSWが連携・協
力し、市内の商業施設（イズミヤ、アルプラザ）２箇所で、「ふくしなんでも出
張相談会」を開催し、福祉に関するあらゆる相談に、専門職が連携し横断
的に対応した。

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

103

民間企業等によ
る社会貢献活動
（福祉分野への
寄附など）

健康福祉政策課

福祉に関する寄附（福祉基金）
の受付を行い、収受した寄附を
高齢者福祉、障害者福祉、児童
福祉のためなどに活用してい
る。
また、新型コロナウイルス感染
症感染予防対策に関する寄附
を募り、感染対策のために活用
する。

【福祉基金】
いただいた寄附は、高齢者施
設・保育所などの備品購入のた
めに活用した。
件数：５３９件（うち民間企業等
２件）
寄付金額：１２，４００，４９５円

【新型コロナウィルス感染症対
策応援基金】
いただいた寄附は、新型コロナ
ウイルス感染症対策に係る各
事業経費等に充当した。
件数：６６７件　（うち民間企業等
４件）
寄付金額：１９，３３９，１３３円

社会福祉法人の高齢・障害・児
童施設の専門職と社協のCSW
が連携・協力し、市内の商業施
設（イズミヤ、アルプラザ）２箇所
で、計４日間「ふくしなんでも出
張相談会」を開催し、福祉に関
するあらゆる相談に、専門職が
連携し横断的に対応した。また
課題を抱えた世帯の個別相談
にも施設職員とCSWが連携して
対応し、生活困窮者レスキュー
事業を利用する等、社会福祉施
設と連携した支援を行った。

概ね達成

コロナ禍で中止して
いた活動がほぼ再
開され、施設職員と
商業施設と連携した
「ふくしなんでも相談
会」の開催や、生活
困窮者レスキュー事
業等を活用した連
携支援を行うことが
できた。

推進 引き続き情報発信を行い、ホーム
ページの充実を行う。

104

企業の社会・環
境貢献活動
【事業番号77の
再掲】

農業振興課

 枚方市の東部地域に位置す
る、所有者の高齢化や後継者
不足により手入れが行き届かな
い里山において、ＣＳＲ活動の
一環として里山保全活動を希望
する企業に対し、活動フィールド
や指導するボランティア団体等
のコーディネートを行っている。

新規企業の参加はなかったが、
以前からCSR活動を行っている
企業については、活動を継続し
ている。

概ね達成

達成

福祉基金、新型コロ
ナウイルス感染症
対策応援基金ともに
前年度を上回る寄
附をいただき、寄附
目的に沿った事業
に活用できたため。

新型コロナウイルス感
染症対策応援基金に
ついては、感染症法の
位置付けが５類に移行
されたことに伴い、新
型コロナウイルス感染
症対策に係る事業の
縮小・終了を踏まえ、
令和５年度末で終了し
た。
福祉基金については、
引き続き情報発信を行
い、ホームページの充
実を行う。

引き続き情報発信を行
い、ホームページの充
実を行う。

達成

福祉に関する寄附
（福祉基金）に加え、
新型コロナウイルス
感染症対策応援基
金においても、寄附
目的に沿った事業
に活用し、各事業の
充実を図ることがで
きたため。

今後も新規企業の問合せに対応す
る。

105

学園都市ひらか
た推進協議会
【事業番号78の
再掲】

政策推進課

「学園都市ひらかた」の実現に
向けて、枚方市と枚方市内の５
大学で構成した協議会・幹事
会・事業部会を開催し、調査・研
究及び連絡調整を行う。

市関連事業における市内大学と
の連携として、枚方産学公連携
フォーラム２０２３などの事業を
実施した。
実施事業数：３４事業

達成

令和４年度より多く
の事業を実施し、参
加人数も前年を上
回る結果となったた
め。

新規企業の参加の
問合せが無かった。

引き続き取り組む。
今後も新規企業の問
合せに対応する。

概ね達成
CSR活動を行う企業
のコーディネートが
できた。

推進

概ね達成

新型コロナウイルス
の感染拡大を受け、
事業数・参加人数と
も減少していたが、
直近２年間ではそれ
ぞれ回復してきたた
め。

推進
より多くの学生の参加を促進できるよ
う、各大学と密に連携し、積極的な情
報発信等に努める。

「学園都市ひらかた推進協議会」として、地域に根差した生涯学習機会の
提供や、産学公の連携強化を実施するとともに、学生のボランティア参画
や教員の審議会等への参画など様々な連携を行った。

福祉基金に加え、令和２年度からは長期化するコロナ対策に備えるため、
新型コロナウイルス感染症対策応援基金を創設した。創設当初は多くの
企業から寄附をいただいたが、令和５年度は感染症法の位置付けが５類
に移行されたことに伴い、企業からの寄附は減少した。
各年度、寄附目的に沿った事業へ活用することができた。

企業からの問合せに対応。

より多くの学生の参加
を促進できるよう、各
大学と密に連携し、積
極的な情報発信等に
努める。

より多くの学生の参加
を促進できるよう、各
大学と密に連携し、積
極的な情報発信等に
努める。

取組実績

課題を踏まえた
令和６年度の取組

【３】家庭、地域、社会への福祉意識の浸透

福祉意識の向上

事業者等による地域貢献活動の広がり

令和５年度実績

32　（方向3 施策1・2 ）



取組みの課題

基本方向 誰もが支え合い尊重し合える意識づくり

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

養成者数 養成者数 養成者数 養成者数
R２ R３ R４ R５

１２人 ９０人 ６９人 ９９人

「暴力を受ける側
にも問題や原因
がある」と答える
中学生の割合

「暴力を受ける側
にも問題や原因
がある」と答える
中学生の割合

「暴力を受ける側
にも問題や原因
がある」と答える
中学生の割合

「暴力を受ける側
にも問題や原因
がある」と答える
中学生の割合

R２ R３ R４ R５
５４％ ５３％ ５１％ ５３%

研修の参加者数 研修の参加者数 研修の参加者数 研修の参加者数

R２ R３ R４ R５
５４９人 ５６４人 ４８６人 ４３５人

【保健医療課】
教育委員会との

協議回数

【保健医療課】
教育委員会との

協議回数

【保健医療課】
教育委員会との

協議回数

【保健医療課】
教育委員会との

協議回数

R２ R３ R４ R５
― ― ― ―

【児童生徒支援
課】

周知した学校数

【児童生徒支援
課】

周知した学校数

【児童生徒支援
課】

周知した学校数

【児童生徒支援
課】

周知した学校数

R２ R３ R４ R５
　６４校 ６４校 ６３校 ６３校

【保健医療課】
第２期枚方市いのち支える行動計画を令和６年３月に策定し、重点施策の
ひとつとして子ども・若者への支援をあげている。
策定にあたり、小中学校教員や心の教室相談員、スクールカウンセラー及
びスクールソーシャルワーカーを対象にアンケートを実施。

【児童生徒支援課】
子どものSOSの出し方教育については、法務局人権教育局が配布する子
どもの人権SOSミニレターを活用して指導する方法は効果的であると評価
する。

デートＤＶ予防教育プログラムを
実施した。
実施学校数：市立小学校　8校
　　　　　　　　 市立中学校　14校

実施を希望した小学校のべ39校、中学校のべ40校に対し、プログラムを
実施することができた。

令和５年度、指標と
なる研修会等の見
直しを行ったため、
参加人数について
は減少しているが、
取組実績としては
「達成」していると判
断した。

研修に参加した教職
員がそれぞれの学校
で伝達し、学校全体で
人権教育を推進できる
ようにする。

【保健医療課】
第２期「枚方市いのち支える行
動計画」（自殺対策計画）を令和
６年３月に策定し、重点施策の
一つに「子ども・若者への支援」
を掲げている。
同計画の策定にあたり、市立小
中学校の教員や、市立小中学
校に配置されている心の教室相
談員、スクールカウンセラー及
びスクールソーシャルワーカー
を対象として自殺対策に関する
アンケート調査を実施した。

【児童生徒支援課】
子どもの人権ＳＯＳミニレターを
小中学校に周知し、活用を呼び
掛けた。

【保健医
療課】

概ね達成

【児童生
徒支援

課】
概ね達成

【保健医療課】
アンケート調査によ
り「児童・生徒が自
死に至らないために
必要と考える研修や
対策」として、「ＳＯＳ
の出し方教育」が最
も多い結果となり、
そのニーズの高さを
確認することができ
た。

【児童生徒支援課】
法務省人権擁護局
から全小中学校に
配布されるこどもの
人権ＳＯＳミニレター
について、事業の目
的や実施方法、配
布時期について、事
前に校長に対して
通知を行い、活用を
呼び掛けたことによ
る。

【保健医療課】
まずは子どもや若者に
接する人などを対象と
して、「ＳＯＳの出し方
教育」に関する研修を
実施する。

【児童生徒支援課】
法務省人権擁護局か
ら全小中学校に配布さ
れるこどもの人権ＳＯ
Ｓミニレターについて、
事業の目的や実施方
法、配布時期につい
て、事前に校長に対し
て通知を行い、教職員
への周知など活用を
呼び掛けた。

児童・生徒を対象に認知症サ
ポーター養成講座を１回開催し
た。認知症フレンドリーキッズ授
業を小学校７校に対して実施、
５０１人が受講した。

達成

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

第５期（令和7年度～令和11年度）について

推進

児童・生徒に対して認知症について
の理解がより深まるよう、認知症サ
ポーター養成講座の開催や、認知症
への理解促進に向けた普及・啓発等
の取組を行う。

児童・生徒に対して
認知症についての
理解がより深まるよ
う、認知症サポー
ター養成講座のみ
に限らず、認知症フ
レンドリーキッズ授
業など認知症に関
する講座の開催を
行った。

児童・生徒に対して認
知症についての理解
がより深まるよう、認
知症サポーター養成
講座の開催や、認知
症への理解促進に向
けた普及・啓発等の取
組を行う。

児童・生徒に対して認
知症についての理解
がより深まるよう、認
知症サポーター養成
講座のみに限らず、認
知症に関する講座の
開催に努める。

達成

児童・生徒を対象に認知症サポーター養成講座を適宜開催するとともに、
令和４年度・５年度には、認知症フレンドリーキッズ授業を小学校に対して
実施するなど、理解促進を図った。

第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

児童・生徒に対して
認知症についての
理解がより深まるよ
う、認知症サポー
ター養成講座のみ
に限らず、認知症フ
レンドリーキッズ授
業など認知症に関
する講座の開催を
行った。

研修に参加した教職
員がそれぞれの学校
で伝達し、学校全体で
人権教育を推進できる
ようにする。

達成

取組実績に標記し
た通り、新型コロナ
ウイルス感染症など
新たな人権課題に
ついても取り組んだ
ため。

推進

推進

指標については、横ばいとなっている
ため、今後も教育委員会と連携して
プログラムを実施していく必要があ
る。

108
学校園における
人権教育

支援教育課

学校園が教育活動において人
権教育を適切に位置付け、校園
長を中心とした組織的な指導に
努め、市立学校園における人権
教育の推進を図るため、枚方市
人権教育研究協議会を通して
研究事業を実施している。

人権教育の推進担当の教職員
が大阪府人権教育研究協議会
等による研修等に参加した。１
年間で延べ４３５人の参加が
あった。

達成

達成

教育委員会と連携
し、希望校に対しプ
ログラムを実施する
ことができたため。

引き続き、教育委員会
と連携してプログラム
を実施していく。

DV予防教育について
は、実施校の拡大に
向け、実施方法や役
割に関して、教育委員
会と協議が必要であ
る。

達成

教育委員会と協議
の上、連携して希望
校に対してプログラ
ムを実施することが
できたため。

107 DV予防教育

事業の効果検証がより適切なものと
するために、評価方法について見直
しを進める。

令和２年度から４年度までは、新型コロナウイルス感染症への対応によ
り、指標となる研修が中止となったり、書面やオンライン、ハイブリッドでの
開催となるなど取組評価について難しい面があった。コロナ禍が落ち着き
を見せた令和５年度の取り組みに当たり、学校での人権教育がより効果
的に取り組めるように、指標とする研修会等の見直しを行った。
学校では、新型コロナウイルス感染症の発生により、「感染症」に対する差
別や偏見という人権教育に関するテーマについても真摯に向き合い、人権
担当教職員・学校管理職を中心に取り組んできたと評価する。

【３】家庭、地域、社会への福祉意識の浸透

福祉教育の推進

福祉施設や交流の場などでの学習の推進

保健医療課
支援教育課

【保健医療課】
児童・生徒が社会において直面
する可能性のある様々な困難・
ストレスへの対処方法を身につ
けるための教育の実施。

【児童生徒支援課】
若年者の自殺対策のため、「Ｓ
ＯＳの出し方教育」を企画・実施
する人材を養成する講習会の
周知をしている。

109
子どものSOS出
し方教育

人権政策課

誰もがＤＶの被害者にも加害者
にもならないために、暴力のな
い環境づくりと子どもの頃から
の教育を行う必要があることか
ら、教育委員会と連携し、希望
校に対してＤＶ予防教育を実施
する。

106

認知症サポー
ター養成講座
【事業番号98の
再掲】

健康福祉政策課

高齢者が認知症になっても地域
の中で尊厳を持ち、できるだけ
自立した生活を維持し、安心し
て暮らせるよう、認知症への理
解を深めるための普及・啓発の
推進を目的として、認知症につ
いて理解する認知症サポーター
の養成講座を小・中学校にて開
催する。

【保健医療課】
子ども・若者が自殺対策について学
ぶ機会や若者が悩みを抱えている時
に相談でき体制作りが必要。

【児童生徒支援課】
当該教育の必要性について教職員
の理解を徹底するとともに、子どもの
人権SOSミニレターを活用した指導方
法の提供などに取り組む。

【保健医療課】
保健所や教育現場の
状況から、実施につい
て協議をしていく。

【児童生徒支援課】
今後の課題は、学校
における子どもの人権
SOSミニレターを活用
した子どものSOSの出
し方教育について、具
体的な活用方法に関
する情報提供を行うと
ともに、効果測定につ
いても検討を行ってい
く必要がある。

【保健医
療課】

概ね達成

【児童生
徒支援

課】
概ね達成

【保健医療課】
前半は新型コロナウ
イルス感染症拡大
の影響を受け、保健
所や教育現場の状
況から実施に向け
た協議をすすめられ
なかった。今後は若
者が抱えやすい課
題に着目した支援
の充実が求められ
る。

【児童生徒支援課】
学校への情報提供
や効果測定に方法
について課題はある
が、子どもの人権
SOSミニレターを活
用して指導する方法
は効果的であると評
価したため。

【保健医
療課】
推進

【児童生
徒支援

課】
推進
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取組みの課題

基本方向 誰もが支え合い尊重し合える意識づくり

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

第５期（令和7年度～令和11年度）について第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

【３】家庭、地域、社会への福祉意識の浸透

福祉教育の推進

福祉施設や交流の場などでの学習の推進

参加校数 参加校数 参加校数 参加校数
R２ R３ R４ R５
― ― ４件 ８校

介護体験活動実
施校数

介護体験活動実
施校数

介護体験活動実
施校数

介護体験活動実
施校数

R２ R３ R４ R５
― ― ２０校 ４校

参加者数 参加者数 参加者数 参加者数
R２ R３ R４ R５
－ ８５人 － ２７４人

職業体験としての福祉施設での介護体験活動実施校

コロナ禍において、イベントを開催できない時期があったが、障害者週間
にポスター掲示をするなど、周知啓発に取り組んだ。また、講演会を実施
し、障害に対する正しい理解を深め、地域において、障害がある人もあら
ゆる社会生活に参加し、いきいきと活動できる社会の実現を目指すための
啓発ができた。

障害に対する正しい理解を深
め、地域において、障害がある
人もあらゆる社会生活に参加
し、いきいきと活動できる社会の
実現を目指すため、1月2月3月
と3回にわたり、講演会を実施し
た。

110
乳幼児と思春期
の子どもたちの
交流の推進

公立保育幼稚園
課

中学校の体験学習や高校生ボ
ランティアの受け入れなど、保
育所(園)等の乳幼児と中学生・
高校生の交流を通じて、保育所
(園)等の役割や小さい子どもへ
の関わり方を学べる機会を設定
し、次代を担う親としての意識形
成を図る。

各小・中学校において、総合的
な学習の時間等において福祉
教育に取り組んでいる。コロナ
禍を経て、体験活動の在り方が
見直され、福祉施設での介護体
験については実施されなくなっ
た学校も多い。一方で、出前授
業を活用し、アイマスク体験や
車椅子体験、認知症フレンド
リー体験等を行ったり、福祉に
関する課題を探究した結果を、
実際に施設に発表しに行くなど
の取り組みが行われている。

概ね達成

【香里団地保育所】４中保育所
での職場体験を希望した中学
生が参加していたことがあり、意
欲的に子どもたちに関わってい
た。子どもたちも喜んで一緒に
遊んでもらい良い交流となった。
職業インタビューも受ける。
第４中学校３年生家庭科の授業
の一環としての保育体験。子ど
も向けにおもちゃ等作成して
持ってきてくれていた。
【枚方保育所】枚方高校の校庭
でスポーツ健康学科を選択して
いる学生と凧あげ・鬼ごっこのあ
そびを通して交流を行う。吹奏
楽部によるコンサート。サッカー
部との交流
【禁野保育所】（山田中学１年）
総合学習、福祉を学ぶ　集団遊
び、クイズなど
園児との交流（中宮中学）職業
インタビュー　　　【藤田川保育
所】第四中学校３年生家庭科の
授業の中の取り組みとして保育
体験に来る。希望した生徒ばか
りではなかったので、はじめは
来たくないと思っていた児童もい
たようだが、実際来ると園児と
積極的に交流し、お互い良い時
間を過ごせていた。
【山田保育所】（山田中学校）・
中学生手作りおもちゃのプレゼ
ントの贈呈に来園してくれる。
･後日その玩具で中学生と5歳
児が室内あそびをして交流す
る。優しく接してくれて子ども達
もとても喜んでいた。
【菅原保育所】招堤中学1年生
職業講話(職員が訪問
【桜丘北保育所】桜丘中学校２
年生職業インタビュ桜丘中学校
1年生職業講話（職員が訪問）

概ね達成

１園を除いて取り組
む事ができ、交流も
お互いに良い時間
になった

打ち合わせをしながら
取り組んでいく

福祉教育の目的を
踏まえた実施という
観点から概ね達成
していると考える。

福祉教育の在り方に
ついては、各学校にお
いて見直している過程
であり、介護体験に限
らず福祉に関する課題
を探究する授業を実施
していく。

111 福祉施設での介
護体験

教育指導課

「地域等の協力を得ながら社会
体験を積極的に取り入れ、その
実践的態度を育成すること」を
目的として各学校において計画
的に福祉施設等での介護体験
活動を行っている。

112
「ほっこりひらか
た」など交流イ
ベントの実施

障害企画課

障害に対する正しい理解を深
め、地域において、障害がある
人もあらゆる社会生活に参加
し、いきいきと活動できる社会の
実現を目指す啓発イベント「ほっ
こりひらかた」を開催する。

推進

自立支援協議会幹事会との連携を
密にし、計画的にイベントを企画し、
障害への正しい理解に繋がるよう周
知啓発を図る。

達成

講演会を実施し、障
害に対する正しい理
解を深め、地域にお
いて、障害がある人
もあらゆる社会生活
に参加し、いきいき
と活動できる社会の
実現を目指すため
の啓発ができた。

広く、正しく障害への
理解を深めていただく
には、継続的にイベン
トを開催し、より多くの
方に参加していただく
ことで、更なる周知啓
発を図る必要がある。

自立支援協議会幹事
会との連携を密にし、
計画的にイベントを企
画し、障害への正しい
理解に繋がるよう周知
啓発を図る。

達成

講演会を実施し、障
害に対する正しい理
解を深め、地域にお
いて、障害がある人
もあらゆる社会生活
に参加し、いきいき
と活動できる社会の
実現を目指すため
の啓発ができた。

介護体験以外の教
育活動も含めて、福
祉教育を各学校に
おいて実施されてい
るため。

見直し

介護体験の実施を福祉教育の主た
る柱とするのではなく、他の体験や課
題探求等を含めて、進捗管理する必
要がある。（事業名等の変更）

コロナ対応前に戻り
校区の中学校、高
校と交流ができた。

推進

中学生が準備してくれているおもちゃ
が、子どもたちに少し危ないと感じた
ので事前打ち合わせをする必要性を
感じた。

各園において生活がコ
ロナ禍前に戻ったの
で、中学生・高校生と
の交流を復活し、交流
を通して保育所の役割
や子どもへの関わりを
学んでもらう機会にし
ていく。

概ね達成

各小・中学校におい
て、総合的な学習の時
間等において福祉教
育に取り組んでいる
が、コロナ禍を経て、
学校も教育活動を変
更している部分もあ
る。今後より効果的な
活動のあり方につい
て、検討していく必要
がある。

概ね達成
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取組みの課題

基本方向 誰もが支え合い尊重し合える意識づくり

施策目標

具体的取り組み

計画体系-事業名・担当課一覧

事業
番号

事業名 担当部署 事業の概要 取組実績
所管課
評価

所管課評価理由 事業の課題
所管課
評価

所管課評価理由
取組の
方向

課題等

令和５年度実績
課題を踏まえた

令和６年度の取組

第５期（令和7年度～令和11年度）について第４期（令和２年度～令和５年度）総括

取組実績

【３】家庭、地域、社会への福祉意識の浸透

福祉教育の推進

福祉施設や交流の場などでの学習の推進

市民向け講座開
催回数

市民向け講座開
催回数

市民向け講座開
催回数

市民向け講座開
催回数

R２ R３ R４ R５
－ － ２回 ２回

開催回数 開催回数 開催回数 開催回数
R２ R３ R４ R５
６回 ５回 ２１回 １３回

ACPに関する講座等
【令和２年度】普及啓発媒体「人生まるわかりガイド」の作成
【令和３年度】コロナ感染症拡大予防の観点より未実施
【令和４年度】市民向け：２回
【令和５年度】市民向け：１回、専門職向け：１回

第４期においてはコロナ禍の影響も大きく受け、一時は実施回数が落ち込
んだものの、徐々に開催回数が回復をみせ制度や支援への関心も徐々に
高まってきたものと思われる。開催回数が13回実施した。

概ね達成

昨年度は21回実施
しており、昨年度と
比較すると数字が
減少しており、福祉
への関心が停滞し
ていると思われる。

114 職員による出前
講座

文化生涯学習課

「ひらかたのまちづくり」を市民と
共に進めるため、市の職員が地
域に伺い、本市の取り組みや暮
らしに役立つ様々な情報をお話
しする「出前講座」を行ってい
る。その講座のテーマの中に福
祉に関するテーマがあり、市民
からの希望があれば担当課が
「出前講座」を行うという開催形
態となる。

113

在宅医療・介護
連携推進事業
【事業番号63の
再掲】

健康づくり課

「地域ケア推進実務者連絡協議
会」等既存の連携体制を活用し
ながら、医療・介護関係者を対
象とした多職種連携の研修の
継続・充実をはじめ、在宅医療・
と介護の連携のための取組み
を推進する。

令和４年度と比較し、
講座数は増加している
ものの開催数が低下
しているため、より一
層充実した内容を提供
することで、開催回数
の増加を図る。

令和５年度は福祉に
関する講座数を４件増
加し、より一層充実し
た内容を提供すること
で、開催回数の増加を
図る。

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニ
ング）についての市民向け講座
を２回開催した。また、人生会議
の日11月30日に関係機関等に
ポスター掲示を行うとともに、普
及啓発動画を作成した。

達成

市民向けのACP普
及向けの講座では
130名の参加があっ
た。また、医療・介
護専門職の支援者
向けの講座を開催
し81名の参加があ
り、多方向での普及
啓発を行った。

市民向けの講座と支
援者の専門職向けの
知識・技術習得の向上
に向けた講座や効果
的な媒体を活用し、関
係機関と共に取り組み
を推進していく。

ACPワーキングを継続
するほか、認知症啓
発・ＡＣＰ普及啓発を目
的に動画配信や普及
啓発資料配布、講座
開催を行うことにより、
円滑な事業実施と連
携を行うことが必要。

達成

概ね達成
第４期の開催講座
数については増加
傾向にあるため。

推進 推進していくうえで認知度を向上させ
ていくことが課題であると考える。

講座の参加が多数
であった。また、本
人の意向を文字に
残すことにつながる
よう、ワーキングに
て検討を行っ結果、
新たな記録様式を
作成した。

推進
市民向け、支援者向けの資材の種類
が増えていることから、より効果的な
資料の検討を行うことが必要。
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